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公用収用における課税繰延べ制度について（三・完）

㈡

米
国
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
制
度
の
概
要

第
二
節

同
種
類
財
産
の
交
換
・
買
換
の
課
税
繰
延
べ

㈠

わ
が
国
に
お
け
る
固
定
資
産
の
交
換
、
買
換

㈡

米
国
に
お
け
る
同
種
類
の
交
換
（L

ik
e-K

in
d ex

ch
a
n
g
e)

第
三
節

居
住
用
住
宅
の
課
税
繰
延
べ

㈠

わ
が
国
に
お
け
る
居
住
用
住
宅
の
交
換
・
買
換

㈡

米
国
に
お
け
る
居
住
用
住
宅
の
交
換

第
四
節

公
用
収
用
に
お
け
る
財
産
の
課
税
繰
延
べ

㈠

わ
が
国
の
公
用
収
用
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ

㈡

米
国
に
お
け
る
不
可
抗
力
に
よ
る
課
税
繰
延
べ

第
三
章

公
用
収
用
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
制
度
の
沿
革

目

次

序

章

は
じ
め
に

第
一
章

課
税
繰
延
べ
制
度
の
意
義

第
一
節

課
税
繰
延
べ
の
概
要

第
二
節

課
税
繰
延
べ
制
度
の
問
題
点
と
検
討

㈠

租
税
原
則
と
課
税
繰
延
べ

㈡

課
税
繰
延
べ
の
利
益

第
三
節

ま
と
め
（
以
上

第
四
四
巻
第
一
号
）

第
二
章

日
米
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
制
度

第
一
節

日
米
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
制
度
の
概
要

㈠

わ
が
国
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
制
度
の
概
要

ー い



第
四
章

公
用
収
用
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
規
定
の
解
釈
原
理

前
章
ま
で
は
、
日
米
の
公
用
収
用
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
規
定
の
概
要
、
沿
革
を
検
証
し
て
き
た
が
、
両
国
の
規
定
は
類
似
し
て
お
り
、

わ
が
国
の
規
定
は
米
国
の
規
定
を
母
法
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
米
国
に
お
け
る
規
定
の
解
釈
を

考
察
し
、
わ
が
国
の
規
定
の
解
釈
原
理
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
こ
と
が
本
章
の
課
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
最
初
に
米
国
の
規
定
の
解
釈

に
つ
い
て
検
証
し
、
次
い
で
わ
が
国
の
規
定
の
解
釈
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

論 説

㈡

課
税
繰
延
べ
規
定
の
概
要
と
問
題
点
の
検
討

第
三
節

わ
が
国
の
現
行
法
解
釈
の
問
題
点

㈠

損
失
補
償
金
の
収
用
処
分
と
課
税
処
分
の
関
係

㈡

現
行
課
税
繰
延
べ
規
定
の
解
釈

第
四
節

現
行
法
解
釈
の
一
試
論

㈠

課
税
繰
延
べ
の
論
拠

㈡

租
税
特
別
措
置
法
の
位
置
付
け

㈢

損
失
補
償
金
の
評
価

㈣

結
論

終

章

終
わ
り
に
｜
残
さ
れ
た
問
題

内
国
歳
入
法
第
一
〇
三
三
条
私
訳
（
抄
訳
）

巻
末
資
料

以
上

本
号
）

第
一
節

わ
が
国
に
お
け
る
制
度
の
沿
革

第
二
節

Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
成
立
背
景

第
三
節

日
米
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
規
定
の
相
互
関
係
（
以
上

第
四

五
巻
第
一
号
）

第
四
章

公
用
収
用
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
規
定
の
解
釈
原
理

第
一
節

米
国
内
国
歳
入
法
の
規
定
と
解
釈

㈠

Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
構
成

㈡

Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
目
的

㈢

Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
に
お
け
る
公
用
収
用
の
意
味

㈣

Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
適
用
要
件

㈤

Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
効
果

第
二
節

わ
が
国
に
お
け
る
規
定
と
解
釈

㈠

特
別
控
除
の
概
要
と
問
題
点
の
検
討
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第
一
節

米
国
内
国
歳
入
法
の
規
定
と
解
釈

米
国
に
お
け
る
公
用
収
用
の
課
税
対
象
と
な
る
損
失
補
償
金
の
基
準
は
、R

elo
ca
tio
n
 
A
ct

（
正
式
に
はU

n
ifo
rm
 
R
elo
ca
tio
n

 
A
ssista

n
ce a

n
d R

ea
l P
ro
p
erty A

q
u
isitio

n P
o
licies A

ct

）
が
詳
細
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
米
国
の
制
度
内
容
に
つ
い

て
は
、
本
邦
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
西
谷
剛
教
授
は
米
国
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
な
取
扱
い
が
さ
れ
て
い
る

と

１
）

す
る
。

米
国
に
お
い
て
、
収
用
の
起
業
者
が
土
地
を
取
得
す
る
手
段
と
し
て
は
、
わ
が
国
と
同
様
、
任
意
買
収
と
強
制
収
用
の
方
法
が
あ
り
、

強
制
収
用
に
い
た
る
例
は
わ
が
国
と
同
様
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、R

elo
ca
tio
n A

ct

に
お
い
て
も
、
で
き
る
限
り
任
意
買
収
に

よ
っ
て
取
得
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。

起
業
者
が
財
産
を
取
得
し
た
場
合
、
強
制
収
用
、
任
意
買
収
に
か
か
わ
ら
ず
次
の
よ
う
な
損
失
補
償
金
（
厳
密
に
は
補
償
で
は
な
く
、

行
政
措
置
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
）
の
給
付
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

大
別
す
る
と
、
移
転
再
建
給
付
金
と
移
転
再
建
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
二
分
さ
れ
る
。
前
者
は
、
補
償
的
金
銭
給
付
で
あ
り
、
個
人
の
場
合

は
、
動
産
移
転
費
給
付
、
代
替
住
宅
取
得
費
追
加
給
付
、
代
替
住
宅
提
供
の
種
別
が
あ
り
、
事
業
者
の
場
合
は
移
転
費
給
付
の
み
が
認
め

ら
れ
る
。
後
者
は
わ
が
国
で
い
う
、
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
生
活
再
建
措
置
で
あ
り
、
金
銭
給
付
と
言
う
よ
り
も
被
収
用
者
の
移
転
の
た
め
の

相
談
業
務
を
主
た
る
内
容
と
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
公
用
収
用
の
損
失
補
償
金
は
、
任
意
買
収
と
収
用
に
お
け
る
給
付
金
と
で
理
論
上
性
質
の
違
い
は
認
め
ら
れ
る
が
、
税

法
上
の
考
慮
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
以
下
、
こ
の
よ
う
な
損
失
補
償
金
を
繰
延
べ
る
規
定
で
あ
る
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
内
容
を
確
認

し
て
み
る
。
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㈠

Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
構
成

Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
条
文
構
成
は
、
表
題
（T

itle

）「IN
V
O
L
U
N
T
A
R
Y
 
C
O
N
V
E
R
S
IO
N
S

」
以
下
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
（O

ffica
l C
a
p
tio
n
s

を
日
本
語
表
記
と
す

２
）

る
）。

一
〇
三
三
条
⒜
一
般
原
則
（G

en
era

l R
u
le

）

⑴

同
種
類
の
資
産
へ
の
転
換
（C

o
n
v
ersio

n In
to S

im
ila
r P

ro
p
erty

）

⑵

金
銭
へ
の
転
換
（C

o
n
v
ersio

n In
to M

o
n
ey

）

A

非
認
識
利
益
（N

o
n
reco

g
n
itio

n o
f G

a
in

）
⒤
ⅱ

B

資
産
交
換
の
た
め
の
期
間
（P

erio
d W

ith
in P

ro
p
erty M

u
st b

e R
ep
la
ceed

）
⒤
ⅱ

C

転
換
に
お
け
る
利
益
を
帰
属
さ
せ
る
た
め
の
不
足
額
査
定
賦
課
通
知
の
時
期
（T

im
e
 
fo
r
 
A
ssessm

en
t
 
o
f
 
D
eficien

cy
 

A
ttrib

u
ta
b
le to G

a
in U

p
o
n C

o
n
v
ersio

n

）
⒤
ⅱ

D

選
択
に
よ
る
帰
属
に
係
る
他
の
不
足
額
査
定
賦
課
通
知
の
時
期
（T

im
e fo

r A
ssessm

en
t o
f O
th
er D

eficien
cy A

ttrib
u
t-

a
b
le to E

lectio
n

）

E

定
義
（D
efin

itio
n
s

）
⒤
ⅱ

一
〇
三
三
条
⒝
不
可
抗
力
に
よ
る
転
換
の
資
産
の
取
得
価
格
（B

a
sis o

f P
ro
p
erty A

cq
u
ired T

h
ro
u
g
h In

v
o
lu
n
ta
ry C

o
n
v
ersio

n

）

⑴

本
条
⒜
⑴
に
規
定
さ
れ
た
転
換
（C

o
n
v
ersio

n
s D

escrib
ed in S

u
b
sectio

n

⒜
⑴
）

A

金
額
の
減
少
（D

ecrea
se in A

m
o
u
n
t

）

B

金
額
の
増
加
（In

crea
ses in A

m
o
u
n
t

）
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⑵

本
条
⒜
⑵
に
規
定
さ
れ
た
転
換
（C

o
n
v
ersio

n
s D

escrib
ed in S

u
b
sectio

n

⒜
⑵
）

⑶

株
式
が
交
換
財
産
で
あ
る
会
社
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
た
財
産
（P

ro
p
erty H

eld b
y C

o
rp
o
ra
tio
n th

e S
to
ck o

f W
h
ich is

 
R
ep
la
cem

en
t P

ro
p
erty

）

A

一
般
（In G

en
era

l

）

B

制
限
（L

im
ita
tio
n

）

C

取
得
価
格
控
除
の
分
配
（A

llo
ca
tio
n o

f B
a
sis R

ed
u
ctio

n

）
⒤
ⅱ
ⅲ

D

特
別
規
定
（S

p
ecia

l R
u
les

）
⒤
ⅱ

一
〇
三
三
条
⒞
土
地
改
良
法
に
よ
る
資
産
の
売
却
（P

ro
p
erty S

o
ld P

u
rsu

a
n
t to R

ecla
m
a
tio
n L

a
w
s

）

一
〇
三
三
条
⒟
病
気
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
家
畜
（L

iv
esto

ck D
estro

y
ed b

y D
isea

se

）

一
〇
三
三
条
⒠
旱
魃
、
洪
水
又
は
天
候
に
関
係
す
る
状
況
を
原
因
と
す
る
家
畜
の
売
却
（L

iv
esto

ck S
o
ld o

n A
cco

u
n
t o
f D

ro
u
g
h
t,

F
lo
o
d
,
o
r O

th
er W

ea
th
er-R

ela
ted C

o
n
d
itio

n
s

）

一
〇
三
三
条
⒡
環
境
汚
染
物
と
し
て
の
農
業
資
産
に
伴
う
家
畜
の
交
換
（R

ep
la
cem

en
t o
f L
iv
esto

ck w
ith O

th
er F

a
rm
 
P
ro
p
erty

 
W
h
ere T

h
ere H

a
s B

een E
n
v
iro
n
m
en
ta
l C
o
n
ta
m
in
a
tio
n

）

一
〇
三
三
条
⒢
貿
易
及
び
事
業
又
は
投
資
に
お
い
て
営
利
目
的
で
使
用
す
る
た
め
所
有
さ
れ
て
い
る
不
動
産
の
公
用
収
用
（C

o
n
d
em
n
a
-

tio
n o

f R
ea
l P
ro
p
erty H

eld fo
r P

ro
d
u
ctiv

e U
se in T

ra
d
e o

r B
u
sin
ess o

r fo
r In

v
estm

en
t

）

⑴

特
別
規
定
（S

p
ecia

l R
u
le

）

⑵

制
限
（L

im
ita
tio
n

）

⑶

不
動
産
と
し
て
の
屋
外
広
告
展
示
物
の
取
扱
い
の
選
択
（E

lectio
n to T

rea
t O

u
td
o
o
r A

d
v
ertisin

g
 
D
isp
la
y
s a

s R
ea
l

北研 45(2・ )87 285

公用収用における課税繰延べ制度について（三・完）



P
ro
p
erty

）

A

一
般
（In G

en
era

l

）

B

選
択
（E

lectio
n

）

C

屋
外
広
告
展
示
物
（O

u
td
o
o
r A

d
v
ertisin

g D
isp
la
y

）

D

交
換
財
産
の
性
質
（C

h
a
ra
cter o

f R
ep
la
cem

en
t P

ro
p
erty

）

⑷

特
別
規
定
（S

p
ecia

l R
u
le

）

一
〇
三
三
条
⒣
大
統
領
災
害
宣
言
に
よ
っ
て
損
壊
さ
れ
た
財
産
に
対
す
る
特
別
規
定
（S

p
ecia

l R
u
les fo

r P
ro
p
erty D

a
m
a
g
ed b

y
 

P
resid

en
tia
lly D

ecla
red D

isa
sters

）

⑴

主
た
る
住
居
等
（P

rin
cip
a
l R

esid
en
ces

）

A

保
険
金
の
取
扱
い
（T

rea
tm
en
t o
f In

su
ra
n
ce P

ro
ceed

s

）
⒤
ⅱ

B

交
換
期
間
の
延
長
（E
x
ten

sio
n o

f R
ep
la
cem

en
t P

erio
d

）

⑵

貿
易
又
は
事
業
及
び
投
資
資
産
（T

ra
d
e o

r B
u
sin
ess a

n
d in

v
estm

en
t P

ro
p
erty

）

⑶

大
統
領
災
害
宣
言
（P

resid
en
tia
lly D

ecla
red D

isa
ster

）

⑷

主
た
る
住
居
（P

ricip
a
l R

esid
en
ce

）

一
〇
三
三
条
⒤
交
換
資
産
が
特
定
事
案
に
お
い
て
非
利
害
関
係
者
か
ら
取
得
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
（R

ep
la
cem

en
t P
ro
p
erty

 
M
u
st b

e A
cq
u
ired F

ro
m
 
U
n
rela

ted P
erso

n
s in C

erta
in C

a
ses

）

⑴

一
般
（In G

en
era

l

）

⑵

本
条
適
用
の
納
税
者
（T

a
x
p
a
y
ers to W

h
ich S

ectio
n A

p
p
lies

）
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A

Ｃ
会
社
（C

 
C
o
rp
o
ra
tio
n
s

）

B

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（P

a
rtn
ersh

ip
s

）

C

そ
の
他
の
納
税
者
（O

th
er T

a
x
p
a
y
ers

）

⑶

関
係
者
（R

ela
ted P

erso
n
s

）

一
〇
三
三
条
⒥
マ
イ
ク
ロ
波
強
制
転
換
政
策
施
行
に
係
る
売
却
又
は
交
換
（S

a
les
 
o
r
 
E
x
ch
a
n
g
es
 
to
 
Im
p
lem

en
t
 
M
icro

w
a
v
e

 
R
elo
ca
tio P

o
licy

）

⑴

一
般
（In G

en
era

l
）

⑵

認
可
に
よ
る
売
却
又
は
交
換
（Q

u
a
lified S

a
le o

r E
x
ch
a
n
g
e

）

一
〇
三
三
条
⒦
参
照
（C

ro
ss R

eferen
ces

）

⑴

所
有
期
間
（H

o
ld
in
g P

erio
d

）

⑵

利
益
の
取
扱
い
（T

rea
tm
en
t o
f G

a
in

）

⑶

主
た
る
住
居
の
除
外
（
旧
）（P

rin
cip
a
l R

esid
en
ce E

x
clu
sio
n

）（o
ld

）

⑷

主
た
る
住
居
の
除
外
（
新
）（P

rin
cip
a
l R

esid
en
ce E

x
clu
sio
n

）（n
ew

）

㈡

Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
目
的

前
章
に
お
い
て
、
現
行
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
原
型
が
、
一
九
二
一
年
歳
入
法
（R

ev
en
u
e A

ct

）
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し

か
し
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
現
行
法
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
現
行
法
が
課
税
繰
延
べ
（D

eferra
l

）
規
定
で
あ
る
の
に
対
し
、
一
九
二

一
年
歳
入
法
は
課
税
控
除
（D

ed
u
ctio

n

）
規
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
行
法
の
規
定
す
る
課
税
繰
延
べ
は
、
一
九
二
四
年
歳
入
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法
の
規
定
で
あ
る
第
二
〇
三
条
に
お
い
て
改
め
ら
れ
て

３
）

い
る
。

課
税
控
除
か
ら
課
税
繰
延
べ
へ
の
修
正
は
、
立
法
過
程
に
お
い
て
各
種
の
委
員
会
で
も
特
段
の
議
論
は
な
さ
れ
て
い
な
か

４
）

っ
た
。
そ
し

て
こ
の
修
正
は
、
単
に
技
術
的
な
変
化
で
あ
る
と
い
う
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
内
容
的
な
修
正
と
し
て
は
、
一
九
二
一
年
法
が
そ

の
判
断
基
準
と
し
て
、

〝
elim

in
a
ted sta

tin
g th

e test "

を
基
本
と
し
て
い
た
も
の
が
、
一
九
二
四
年
の
修
正
法
に
お
い
て
は
、

〝
sm
ila
r

 
o
r rela

ted in serv
ice o

r u
se test "

へ
と
判
断
基
準
を
変
更
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
技
術
的
な
変
化
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
一
九
二
一
年
歳
入
法
の
内
容
に
全
く
問
題
が
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
一
つ

は
転
換
（co

n
v
ersio

n

）
と
い
う
法
律
行
為
に
つ
い
て
利
益
は
「
実
現
」
し
て
い
る
が
、
利
益
の
「
認
識
」
が
な
さ
れ
な
い
と
す
る
こ
と
の

理
由
説
明
と
、
も
う
一
つ
は
納
税
者
が
転
換
に
よ
っ
て
得
た
利
益
を
再
取
得
財
産
を
獲
得
せ
ず
に
、
負
債
に
充
当
し
た
場
合
の
取
扱
い
を

ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
な
の
で
あ
る
。

何
れ
に
し
て
も
、
一
九
二
四
年
以
降
は
不
可
抗
力
に
よ
る
転
換
規
定
は
課
税
控
除
か
ら
課
税
繰
延
べ
規
定
に
変
化
し
、
特
に
第
一
〇
三

三
条
の
修
正
前
の
規
定
で
あ
る
一
九
三
六
年
以
降
の
第
一
一
二
条
⒡
に
つ
い
は
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

L
ea
rn
ed H

a
n
d

５
）

判
事
は
、W
in
ter R

ea
lty

&
C
o
n
stru

ctio
n C

o
.
v
.
C
o
m
m
issio

n
er

６
）

事
件
に
お
い
て
、
第
一
一
二
条
⒡
の
目
的

は
、「
財
産
の
所
有
者
が
不
可
抗
力
（in

v
o
lu
n
ta
ry

）
に
よ
り
補
償
を
得
た
場
合
、
課
税
期
間
の
利
益
（g

a
in

）
は
「
実
現
（rea

lized

）」

し
な
い
取
扱
い
と
し
、
直
ち
に
利
益
を
同
様
に
使
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
」
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、W
a
la
 
G
a
ra
g
e
 
In
c.

v
.
U
n
ited

 
S
ta
tes

７
）

事
件
に
お
い
てL

ittleto
n

判
事
は
、
第
一
一
二
条
⒡
は
救
済
規
定
（relief

 
p
ro
v
isio

n

）
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
租
税
回
避
（ta

x a
v
o
id
a
n
ce

）
で
は
な
く
、
課
税
の
繰
延
べ
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

S
teu

a
rt B

ro
s In

c.
v
.
C
o
m
m
issio

n
er

８
）

事
件
で
は
、
同
様
にS

o
p
er

巡
回
判
事
は
、
第
一
一
二
条
⒡
の
明
ら
か
な
目
的
は
、
財
産
所

有
者
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
税
を
緩
和
す
る
こ
と
に
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
と
同
じ
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
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F
illip

p
in
i v
.
U
n
ited

 
S
ta
tes

９
）

事
件
が
あ
る
。B

ro
w
n
in
g

巡
回
判
事
は
明
確
に
「
一
一
二
条
⒡
の
目
的
は
、
不
可
抗
力
に
よ
る
転
換
の

思
い
が
け
な
い
税
負
担
を
和
ら
げ
る
こ
と
で
、
法
律
は
こ
の
目
的
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
寛
大
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
現
行
法
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
戦
後
処
理
税
制
を
出
発
点
と
し
て
、
原
則
課
税
の
救
済
規

定
と
し
て
、
課
税
控
除
か
ら
課
税
繰
延
べ
規
定
へ
変
遷
し
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
変
遷
理
由
は
明
確
に
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
現

行
法
が
課
税
繰
延
べ
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
理
論
的
前
提
は
包
括
的
所
得
概
念
を
基
本
と
す
る
米
国
税
法
に
お
い
て
、
原
則
課
税
を

緩
和
す
る
救
済
規
定
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
判
例
、
学
説
と
も
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
こ
の
前
提
の
も
と
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
が
公
用
収
用
に
お
け
る
補
償
金
課
税
の
場
面
に
お
い
て
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
に
寛

大
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
検
証
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

㈢

Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
に
お
け
る
公
用
収
用
の
意
味

Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
に
お
け
る
、
不
可
抗
力
に
よ
る
転
換
（In

v
o
lu
n
ta
ry C

o
n
v
ersio

n

）
と
し
て
、
同
条
項
は
次
の
場
合
を
規
定

し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
不
可
抗
力
に
よ
る
財
産
の
転
換
と
は
、
損
壊
、
盗
難
、
没
収
、
接
収
又
は
、
公
用
収
用
を

10
）

指
し
、
接
収
及
び
公
用
収
用
の
恐

れ
等
が
あ
る
状
況
に
お
い
て
財
産
が
売
却
、
交
換
さ
れ
た
場
合
も
含
む
も
の
と
さ
れ
て

11
）

い
る
。
そ
こ
で
以
下
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
で

規
定
さ
れ
て
い
る
不
可
抗
力
の
転
換
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、「
公
用
収
用
」（C

o
n
d
em
n
a
tio
n

）の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
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⒜

「
公
用
収
用
」
の
範
囲

イ
A
m
erica

n N
a
tu
ra
l G

a
s C

o
.
v
.
U
n
ited S

t

12
）

a
tes

〔
事
実
の
概
要
〕

原
告
の
公
益
企
業
で
あ
る
ガ
ス
会
社
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ（S

ecu
rities a

n
d E

x
ch
a
n
g
e C

o
m
m
issio

n

証
券
取
引
委
員
会
）の
命
令
に
よ
っ

て
一
九
四
八
年
に
自
己
株
を
電
気
会
社
に
損
失
を
出
し
て
売
却
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
公
益
企
業
は
こ
の
売
却
が
公
用
収
用
に
よ
る
売
却

で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
納
税
申
告
を
し
た
が
、
歳
入
庁
長
官
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
範
囲
で
し
か
損
失
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
、
訴

訟
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
争
点
〕

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
命
令
に
よ
る
売
却
が
公
用
収
用
に
該
当
す
る
か
否
か
。

〔
判
旨
〕

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
命
令
は
単
に
、P

u
b
lic U

tility H
o
ld
in
g C

o
m
p
a
n
y A

ct

に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
財
産
の
売
却
命
令
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
そ
の
命
令
は
、
公
用
収
用
（ta

k

13
）

in
g

）
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
政
府
は
財
産
を
収
用
し
て
い
な
し
、
所
有
者
が
十
分
な
市
場

価
格
を
も
っ
て
売
却
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と

14
）
15
）

し
た
。

ロ

D
ea
r P

u
b
lica

tio
n
&
R
a
d
io
,
In
c.
v
.
C
o
m
m
issi

16
）

o
n
er

〔
事
実
の
概
要
〕

会
社
の
株
主
が
上
訴
人
で
あ
る
納
税
者
に
対
し
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
の
会
社
法
等
に
よ
り
、
会
社
を
解
散
し
整
理
す
る
訴
訟
を
提

起
し
、
州
裁
判
所
は
こ
の
申
立
て
を
認
め
た
。
こ
の
決
定
を
基
に
、
上
訴
人
で
あ
る
納
税
者
の
所
有
す
る
会
社
の
株
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

に
掛
け
ら
れ
買
却
さ
れ
た
。
上
訴
人
は
こ
れ
を
申
告
せ
ず
、
歳
入
庁
長
官
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
と
し
て
課
税
し
た
の
に
対
し
、
上
訴

北研45(2・ )92 290

論 説



人
た
る
納
税
者
は
、
不
可
効
力
に
よ
る
転
換
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

〔
争
点
〕

sta
te d

ea
d
lo
ck sta

tu
te

に
係
る
、
売
却
行
為
は
公
用
収
用
に
該
当
す
る
か
否
か
。

〔
判
旨
〕

納
税
者
の
財
産
は
、
納
税
者
の
管
理
を
越
え
る
部
分
で
剥
奪
さ
れ
た
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
納
税
者
の
行
為
は
、
会
社
の
解
散
に
お

い
て
、
そ
の
状
況
は
不
承
諾
の
人
が
、
譲
渡
抵
当
権
が
執
行
さ
れ
る
の
と
類
似
し
て
お
り
、
譲
渡
抵
当
の
執
行
は
公
用
収
用
で
は
な
い
と

い
う
判
例
を
基
に
、
本
件
も
公
用
収
用
で
は
な
い
と
判
示

17
）
18
）

し
た
。

ハ

B
eh
r-M

a
n
n
in
g C

o
rp
.
v
.
U
n
ited S

t

19
）

a
tes

〔
事
実
の
概
要
〕

一
九
四
九
年
合
衆
国
は
、B

eh
r-M

a
n
n
in
g

社
に
対
し
シ
ャ
ー
マ
ン
法
違
反
で
訴
訟
を
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
、B

eh
r-M

a
n
n
in
g

社
が

所
有
し
て
い
たD

u
rex

社
の
株
を
、D

u
rex

社
へ
売
却
し
、
同
日
にD

u
rex

社
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
カ
ナ
ダ
の
子
会
社
の
株
をB

eh
r-

M
a
n
n
in
g

社
へ
売
却
す
る
よ
う
命
じ
た
。
そ
こ
で
、
内
国
歳
入
庁
は
会
社
の
承
継
人
に
対
し
、
株
の
売
却
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
で
あ

る
と
し
て
二
年
分
の
課
税
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
納
税
者
は
納
税
を
行
こ
な
っ
た
う
え
で
、
そ
の
金
額
の
還
付
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。

〔
争
点
〕

シ
ャ
ー
マ
ン
法
に
係
る
売
却
行
為
は
公
用
収
用
に
該
当
す
る
か
否
か
。

〔
判
旨
〕

裁
判
所
が
命
じ
た
株
の
売
却
は
、
上
記
（
ロ
）
の
判
決
と
同
様
、
政
府
が
株
の
売
却
か
ら
利
益
を
得
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
公
用
収
用

に
は
該
当
し
な
い
と

20
）

し
た
。
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以
上
の
よ
う
な
判
例
を
基
に
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
に
お
け
る
「
公
用
収
用
」
に
つ
い
て
定
義
を
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

公
用
収
用
と
は
「
政
府
ま
た
は
準
政
府
機
関
が
合
法
的
に
公
共
の
用
（p
u
b
lic

21
）

u
se

）
の
た
め
、
財
産
の
所
有
者
の
合
意
な
し
に
私
的
財

産
を
取
得
し
、
裁
定
に
よ
り
正
当
な
補
償
（ju

st co
m
p
en
sa
tio
n

）
の
支
払
を
な
す
こ
と
」
で
あ
っ
て
、
前
記
の
判
例
か
ら
も
分
か
る
よ

う
に
、
制
定
法
、
裁
判
所
の
命
令
又
は
他
の
事
情
に
よ
っ
て
命
令
を
受
け
る
当
事
者
の
売
却
、
交
換
、
証
券
の
分
売
、
配
分
か
ら
の
結
果

は
公
用
収
用
に
該
当
し
な
い
と
さ
れ
て

22
）

い
る
。

し
か
し
実
際
上
は
議
会
が
、
財
産
売
却
の
幾
つ
か
の
類
型
を
対
象
に
、
司
法
・
行
政
上
の
命
令
ま
た
は
制
定
法
に
準
ず
る
救
済
規
定
を

立
法
し
公
用
収
用
に
該
当
す
る
と
し
て
お
り
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
公
用
収
用
の
範
囲
は
、
判
例
が
認
め
る
公
用
収
用
概
念
よ
り
も

拡
大
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て

23
）

い
る
。

⒝

「
公
用
収
用
」
の
恐
れ

次
に
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
は
実
際
に
公
用
収
用
に
よ
る
場
合
と
と
も
に
、
公
用
収
用
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
（th

rea
t
 
o
r
 
im
m
i-

n
en
ce

）
も
含
む
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、「
公
用
収
用
」
の
恐
れ
の
認
定
が
問
題
と
な
る
。

ニ

S
&
B
.
R
ea
lty C

o
.
v
.
C
o
m
m
issi

24
）

o
n
er

〔
事
実
の
概
要
〕

ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
に
居
住
す
る
サ
ム
エ
ル
・
ゴ
ー
ル
ド
バ
ー
ク
は
、
一
九
五
七
年
に
土
地
と
建
物
を
購
入
し
て
、
一
九
六
三
年
の
売
却

ま
で
商
業
上
の
賃
貸
財
産
と
し
て
利
用
し
て
い
た
。
一
九
六
二
年
に
賃
貸
物
件
が
存
在
す
る
地
域
が
、
都
市
再
開
発
地
域
と
し
て
同
人
の

物
件
も
そ
の
対
象
地
区
に
あ
っ
た
。
同
人
は
都
市
開
発
公
社
と
購
入
の
話
合
い
を
進
め
た
後
、
一
九
六
三
年
に
ブ
ラ
ウ
ン
兄
弟
不
動
産
会

社
に
こ
の
不
動
産
を
売
却
し
た
。
同
人
は
一
九
六
四
年
に
Ｓ
＆
Ｂ
不
動
産
会
社
を
設
立
し（
二
棟
の
建
物
管
理
を
目
的
）、
売
却
代
金
で
再
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投
資
し
た
二
棟
の
建
物
を
株
と
交
換
で
会
社
に
譲
渡
し
た
。

〔
判
旨
〕

納
税
者
は
公
用
収
用
の
必
要
性
を
確
実
に
知
ら
な
い
で
、
第
三
者
に
財
産
を
売
却
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
一
〇
三
三
条
は
適
用
さ
れ

る
。
そ
れ
は
、
こ
の
規
定
は
救
済
規
定
で
あ
り
、
寛
大
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

25
）

あ
る
。

ホ

W
a
rn
er v

.
C
o
m
m
issi

26
）

o
n
er

〔
事
実
の
概
要
〕

原
告
は
、
ミ
シ
ガ
ン
州
のV

a
n B

u
ren

に
一
九
六
〇
〜
一
九
六
一
年
に
か
け
て
土
地
を
三
筆
購
入
し
た
。
同
地
区
は
一
九
六
三
年
か
ら

州
立
公
園
と
す
る
た
め
の
調
査
、
会
議
が
な
さ
れ
て
い
た
。
原
告
は
一
九
六
五
年
に
、
こ
の
土
地
を
Ｃ
Ｐ
Ｃ
（C

o
n
su
m
ers

 
P
o
w
er

 
C
o
m
p
a
n
y

）
に
売
却
し
た
。
同
年
原
告
は
、
公
共
事
業
に
よ
る
公
用
収
用
の
適
用
の
申
告
を
し
な
い
こ
と
を
選
択
し
た
が
翻
意
し
、
こ
の

申
告
の
再
審
査
を
求
め
て
提
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
判
旨
〕

買
い
手
側
（
譲
受
人
）
と
し
て
は
、
納
税
者
（
譲
渡
人
）
に
公
用
収
用
の
恐
れ
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
状
況
下

で
、
公
用
収
用
の
わ
ず
か
な
可
能
性
し
か
な
い
場
合
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
一
〇
三
三
条
の
目
的
た
る
公
用
収
用
の
恐
れ
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る

と

27
）

し
た
。

以
上
の
判
例
を
も
と
に
、「
公
用
収
用
の
恐
れ
」と
い
う
要
件
は
次
の
よ
う
に
定
義
で
き
よ
う
。
一
つ
は
、
財
産
の
所
有
者
が
口
答
ま
た

は
書
面
に
よ
り
、
政
府
機
関
ま
た
は
権
限
あ
る
公
的
事
務
所
が
公
共
の
用
の
た
め
財
産
を
必
要
と
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
必
要
と
し
て
い

る
計
画
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
告
げ
る
こ
と
、
そ
し
て
次
に
も
し
任
意
売
却
さ
れ
な
け
れ
ば
、
財
産
は
公
用
収
用
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
る
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背
景
の
情
報
が
所
有
者
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で

28
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
に
将
来
的
に
公
用
収
用
の
計
画
が
あ
る
と
い
う

よ
う
な
状
況
の
み
で
は
、「
公
用
収
用
の
恐
れ
」
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

公
用
収
用
の
恐
れ
が
あ
る
と
の
論
証
は
、
財
産
を
売
却
す
る
所
有
者
が
行
う
必
要
が
あ
り
、
内
国
歳
入
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
は
口
答
に
よ
る

証
明
の
場
合
は
そ
れ
を
立
証
す
る
書
面
を
要
求
し
て

29
）

い
る
。

⒞

「
公
用
収
用
」
の
起
業
者

さ
ら
に
、
売
却
先
が
公
用
収
用
の
起
業
者
で
な
い
場
合
に
も
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
適
用
は
、
可
能
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

ヘ

C
rea

tiv
e S

o
lu
tio
n
s In

c.
v
.
U
n
ited S

t

30
）

a
tes

〔
事
実
の
概
要
〕

上
訴
人
納
税
者
は
テ
キ
サ
ス
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ェ
ル
ズ
近
郊
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
空
軍
基
地
に
あ
る
納
税
者
の
財
産
を
、
公
用
収
用
の
恐
れ

が
あ
る
と
し
て
、
私
的
な
第
三
者T

ex
-B
o
ro C

a
b
in
et

会
社
に
対
し
て
売
却
し
た
。

〔
争
点
〕

公
用
収
用
の
起
業
機
関
以
外
の
第
三
者
へ
の
売
却
は
認
め
ら
れ
る
か
否
か
。

〔
判
旨
〕

下
級
審
判
決
に
お
い
て
は
、「
公
用
収
用
の
恐
れ
が
あ
っ
て
売
却
は
し
て
い
る
が
、
上
訴
人
は
公
用
収
用
機
関
に
売
却
し
て
い
な
い
こ
と

か
ら
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
適
用
は
な
い
」
と
判
断
さ
れ
て
い
た
。
本
判
決
は
そ
れ
を
取
消
し
、
法
も
規
則
も
こ
の
点
（
第
三
者
へ

の
売
却
）
に
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
立
法
の
経
緯
か
ら
寛
大
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
第
三
者
へ
の
売
却
に
も
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三

三
条
の
適
用
を
認

31
）

め
た
。
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本
件
の
よ
う
に
、
公
用
収
用
の
恐
れ
が
あ
る
状
況
に
よ
っ
て
は
、
起
業
者
以
外
の
不
動
産
業
者
等
第
三
者
に
売
却
す
る
方
が
売
却
価
格

が
高
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。
判
例
は
、
売
却
の
相
手
先
は
公
用
収
用
の
主
体
つ
ま
り
起
業
者
以
外
の
第
三
者
で
も
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三

条
の
適
用
を
認
め
た
。
こ
の
よ
う
に
、
売
却
の
相
手
方
は
起
業
者
に
と
ど
ま
ら
ず
広
く
認
め
ら
れ
て

32
）

い
る
。

㈣

Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
適
用
要
件

Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
課
税
繰
延
べ
の
適
用
要
件
と
し
て
は
、
①
一
定
の
期
間
以
内
に
、
②
再
取
得
財
産
を
取
得
す
る
こ
と
が
要
件

と
な
っ
て
い
る
。

①
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
原
則
は
利
益
が
実
現
し
た
年
度
（
課
税
年
度
）
の
終
了
後
二
年
以
内
に
再
取
得
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
公
用
収
用
の
場
合
は
そ
の
財
産
が
、
事
業
目
的
ま
た
は
投
資
目
的
で
所
有
さ
れ
て
い
る
不
動
産
に
関
し
て

は
、
三
年
に
延
長
さ
れ
て
お
り
、
棚
卸
資
産
等
の
販
売
目
的
の
資
産
に
関
し
て
は
原
則
の
二
年
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て

33
）

い
る
。

次
に
②
の
再
取
得
財
産
（
類
似
財
産
、
代
替
財
産
）
の
取
得
要
件
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
再
取

得
財
産
の
要
件
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
一
条
の“L

ik
e K

in
d
”

で
あ
る
資
産
と
い
う
要
件
に
対
し
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
は
、“S

im
ila
r

 
o
r R

ela
ted in S

erv
ice o

r U
se”

が
要
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
要
件
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
起
源
と
な
っ
た
一
九
二
一
年
歳

入
法
で
初
め
て
採
用
さ
れ
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
、
制
定
法
も
規
則
も
こ
の
要
件
に
つ
い
て
は
規
定
し
て
い
な
か

34
）

っ
た
。
こ
の
解
釈
に

つ
い
て
は
、
以
下
の
事
件
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ト

F
red M

a
lo
o
f v
.
C
o
m
m
issi

35
）

o
n
er

〔
事
実
の
概
要
〕

原
告
のM

a
lo
o
f

は
中
国
に
お
い
て
、
輸
出
入
及
び
亜
麻
製
品
等
の
製
造
を
行
っ
て
い
た
。
合
衆
国
と
日
本
の
戦
争
の
被
害
に
よ
り
、
棚
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卸
商
品
の
大
部
分
の
損
失
を
被
り
、
一
九
六
六
年
に
棚
卸
商
品
の
損
失
に
関
し
政
府
基
金
か
ら
損
害
を
回
復
し
、
一
九
五
四
年
の
Ｉ
Ｒ
Ｃ

第
一
三
三
三
条
⑶
に
よ
り
利
益
を
実
現
し
た
。
要
件
期
間
内
に
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
⒜
⑵
に
よ
り
転
換
財
団
を
設
立
し
、
そ
の
財
団
を

使
っ
て
以
前
と
同
じ
品
物
を
取
り
扱
う
製
造
業
の
権
利
を
取
得
し
た
。
新
し
い
事
業
の
再
投
資
資
産
は
、
棚
卸
資
産
の
他
、
完
全
な
製
造

工
場
も
含
ま
れ
て
い
た
。

〔
争
点
〕

こ
の
事
案
で
は
、
棚
卸
商
品
の
不
可
抗
力
に
よ
る
転
換
（In

v
o
lu
n
ta
ry C

o
n
v
ersio

n

）
に
お
い
て
、
同
種
類
ま
た
は
使
用
、
役
務
と

関
係
（S

im
ila
r o
r R

ela
ted in S

erv
ice o

r U
se

）
す
る
財
産
へ
の
再
投
資
と
は
、
棚
卸
商
品
の
み
に
限
ら
れ
る
の
か
否
か
。

〔
判
旨
〕

事
案
の
製
造
工
場
へ
の
転
換
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
適
用
は

36
）

否
認
。

こ
の
事
案
に
お
い
て
、
租
税
裁
判
所
は
「
再
投
資
は
、
実
質
的
に
同
種
類
の
財
産
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
制
定
法
は
、
転
換
財
産
が
納

税
者
の
当
初
の
資
本
と
相
当
で
同
種
類
の
一
連
の
継
続
性
及
び
そ
の
状
態
か
ら
の
逸
脱
を
し
な
い
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。」と
述
べ
て
い

る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
引
用
し
た
の
が
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
立
法
経
緯
で
あ
る
。
一
九
五
一
年
歳
入
法
が
制
定
さ
れ
た
時
の
下
院

の
歳
入
委
員
会
は“sim

ila
r p
ro
p
erty

”

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

立
法
に
よ
り
さ
ら
に
広
範
囲
の
救
済
規
定
を
受
け
入
れ
る
よ
う
提
案
し
た
け
れ
ど
も
、
歳
入
委
員
会
は
全
会
一
致
で
、
現
行
法
の
要
求

す
る
同
種
類
ま
た
は
使
用
、
役
務
と
関
係
（S

im
ila
r o
r R

ela
ted in S

erv
ice o

r U
se

）
す
る
財
産
へ
の
転
換
の
基
本
的
な
枠
組
み
で

の
み
そ
れ
を
容
認
し
た
。
そ
し
て
納
税
者
の
投
資
の
性
質
を
変
え
る
こ
と
は
、
現
行
法
の
政
策
か
ら
は
重
大
な
逸
脱
を
し
て
お
り
、
そ
れ

を
納
税
者
に
許
し
利
益
を
繰
延
べ
る
こ
と
は
、
歳
入
委
員
会
と
し
て
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
信
じ
て
い
る
と
述
べ
た
の
で

37
）

あ
る
。
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以
上
の
前
提
を
も
と
に
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
具
体
的
に
財
産
の
転
換
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
判
断
基
準
と
し
て
、
次
の
よ
う
な

基
準
が
示
さ
れ
て

38
）

い
る
。

①“fu
n
ctio

n
a
l u
se”

テ
ス
ト

②“n
a
tu
re o

f th
e in

v
estm

en
t”

テ
ス
ト

③“lik
e k

in
d
”

テ
ス
ト

①
は
、
貿
易
ま
た
は
事
業
用
財
産
に
関
係
す
る
場
合
の
基
準
で
あ
り
、
②
は
納
税
者
が
投
資
者
兼
賃
貸
人
で
あ
る
場
合
、
③
は
不
動
産

の
公
用
収
用
に
適
用
さ
れ
る
基
準
で
あ
る
。

次
の
（
チ
）
の
事
例
は
事
業
財
産
の
不
可
抗
力
に
よ
る
転
換
と
し
て
上
記
①
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

チ

M
cC
a
ffrey v

.
C
o
m
m
issi

39
）

o
n
er

〔
事
実
の
概
要
〕

納
税
者
は
事
業
不
動
産
業
者
で
あ
っ
た
。
一
九
四
七
年
に
駐
車
場
を
一
五
、〇
〇
〇
ド
ル
で
購
入
し
た
。
こ
の
財
産
は
一
九
五
二
年
に
公

用
収
用
さ
れ
、
五
七
、
四
七
七
ド
ル
の
補
償
金
を
受
取
っ
た
。
受
取
っ
た
金
銭
で
事
業
用
地
区
の
倉
庫
付
き
の
土
地
へ
再
投
資
し
た
。
租

税
裁
判
所
は
一
九
五
三
年
の
課
税
期
間
に
お
い
て
、
四
二
、四
七
七
ド
ル
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
を
構
成
す
る
と
し
て
、
同
種
類
ま
た
は

使
用
、
役
務
と
関
係
（S

im
ila
r o

r R
ela
ted

 
in
 
S
erv

ice o
r U

se

）
す
る
財
産
の
転
換
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
控
訴
し
た
も
の
で
あ

る
。〔

争
点
〕

収
用
さ
れ
た
駐
車
場
か
ら
倉
庫
付
き
へ
の
土
地
の
転
換
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〔
判
旨
〕

租
税
裁
判
所
の
判
決
を

40
）

支
持

“fu
n
ctio

n
a
l u
se”

テ
ス
ト
は
不
動
産
及
び
動
産
に
適
用
さ
れ
、
不
可
抗
力
に
よ
る
転
換
（In

v
o
lu
n
ta
ry C

o
n
v
ersio

n

）
の
ど
の
類

型
に
も
原
則
と
し
て
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
適
用
の
内
容
は
、
転
換
財
産
は
転
換
前
の
財
産
と
物
理
的
に
同
一
で
あ
る
必
要
は
な
い
が
、
一

般
的
に
同
一
の
特
性
を
持
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
納
税
者
が
所
有
者
兼
使
用
者
で
あ
る
場
合
は
、
最
終
的
な

使
用
が
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（en

d
-u
se

テ

41
）

ス
ト
）。

チ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
最
終
的
な
使
用
の
同
一
性
が
否
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
様
な
否
認
事
例
と
し
て
は
、
前
記
のM

a
lo
o
f

事

件
に
お
け
る
棚
卸
商
品
か
ら
製
造
工
場
へ
の
転
換
、
火
事
に
よ
り
損
壊
し
た
ボ
ー
リ
ン
グ
場
か
ら
ビ
リ
ヤ
ー
ド
場
へ
の
転
換
等
が

42
）

あ
る
。

納
税
者
が
投
資
者
兼
賃
貸
人
の
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
転
換
財
産
の
評
価
はfu

n
ctio

n
a
l u
se

テ
ス
ト
の
適
用
と
い
う

よ
り
も
、
納
税
者
が
持
っ
て
い
た
転
換
前
財
産
の
役
務
ま
た
は
使
用
が
、
新
財
産
と
の
役
務
の
関
係
を
保
っ
て
い
る
の
か
を
検
証
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
納
税
者
の
管
理
、
役
務
、
お
よ
び
賃
借
人
と
の
関
係
の
同
一
性
を
要
求
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
端
的
に
言

え
ば
、
納
税
者
に
対
し
、
再
投
資
と
し
て
の
転
換
財
産
が
同
一
の
役
務
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（n
a
tu
re o

f th
e in

v
est

43
）

m
en
t

）。

こ
の
基
準
の
も
と
、
否
認
さ
れ
た
事
例
と
し
て
は
、
所
有
者
が
経
営
す
る
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
か
ら
、
所
有
者
は
ホ
テ
ル
経
営
し
て
い
な

い
全
て
が
賃
貸
物
件
で
あ
る
賃
貸
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
へ
の
転
換

44
）

行
為
、
個
人
住
宅
か
ら
、
賃
貸
住
宅
へ
の
転
換

45
）

行
為
、
食
料
品
小
売
り
の

経
営
者
に
賃
貸
さ
れ
て
い
る
財
産
か
ら
、
自
動
車
販
売
代
理
店
に
賃
貸
さ
れ
て
い
る
財
産
へ
の
転
換

46
）

行
為
等
が
否
認
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
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是
認
さ
れ
た
事
例
と
し
て
は
、
納
税
者
に
よ
っ
て
既
に
所
有
さ
れ
て
い
る
土
地
に
あ
る
賃
貸
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
か
ら
、
土
地
及
び
賃
貸

倉
庫
へ
の
転
換

47
）

行
為
、
銀
行
業
者
で
あ
る
納
税
者
に
よ
っ
て
一
部
は
賃
貸
さ
れ
一
部
は
使
用
さ
れ
て
い
る
オ
フ
ィ
イ
ス
ビ
ル
か
ら
、
全
て

が
賃
貸
オ
フ
ィ
イ
ス
ビ
ル
へ
の
転
換
行
為
は
賃
貸
部
分
に
関
し
て
は
是
認
さ
れ
て
い
る
の
で

48
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、S

im
ila
r o
r R

ela
ted in S

erv
ice o

r U
se

の
適
用
条
件
と
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
賃
貸
物
件
と
し
て
所
有
さ
れ
て

い
る
財
産
に
関
す
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
適
用
に
関
し
て
厳
格
に
適
用
さ
れ
る
と
転
換
行
為
が
認
め
ら
れ

る
範
囲
は
極
め
て
狭
く
な
る
の
で
あ
る
。

リ
の
事
例
は
、
賃
貸
物
件
の
不
可
抗
力
の
転
換
と
し
て
上
記
の
テ
ス
ト
が
緩
和
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

リ

L
ia
n
t R

eco
rd
,
In
c.
v
.
C
o
m
m
issi

49
）

o
n
er

〔
事
実
の
概
要
〕

事
案
は
単
純
で
あ
る
。
納
税
者
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
に
よ
っ
て
、
所
有
す
る
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
を
公
用
収
用
さ
れ
、
収
用
代
金
で
ア
パ
ー

ト
ビ
ル
を
購
入
し
た
。
納
税
者
は
本
件
が
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
に
該
当
す
る
と
し
て
、
本
件
所
得
の
申
告
を
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、

こ
の
所
得
に
課
税
を
受
け
た
た
め
訴
訟
と
な
り
、
下
級
審
（
租
税
裁
判
所
）
は
、
三
棟
の
ア
パ
ー
ト
ビ
ル
は
同
種
類
ま
た
は
役
務
、
使
用

と
関
係
（S

im
ila
r o
r R

ela
ted in S

erv
ice o

r U
se

）
す
る
転
換
財
産
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
た
た
め
上
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
判
旨
〕

下
級
審
の
判
断
に
つ
き
、
納
税
者
つ
ま
り
賃
貸
人
の
財
産
の
役
務
ま
た
は
使
用
の
比
較
よ
り
も
、
財
産
の
外
見
上
の
物
理
的
な
最
終
使

用
を
判
断
し
た
こ
と
の
み
が
誤
っ
た
解
釈
で
あ
る
と
し
破
棄
差
戻
し
を
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
判
決
に
お
い
て
は
従
来
の
解
釈
、
判
例
理

論
を
破
棄
し
、
比
較
的
緩
や
か
な
新
基
準
を
確
立
し
た
の
で

50
）

あ
る
。
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こ
の
判
例
以
前
の
内
国
歳
入
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
及
び
租
税
裁
判
所
（T

a
x C

o
u
rt

）
は
、fu

n
ctio

n
a
l u
se

テ
ス
ト
、en

d
-u
se

テ
ス
ト
（
物

理
的
性
質
、
転
換
財
産
の
最
終
使
用
の
同
一
性
の
基
準
）
を
堅
持
し
て
い
た
が
、
一
連
の
控
訴
審
判
決
が
こ
の
基
準
を
破
棄
し
そ
の
契
機

と
な
っ
た
の
が
こ
の
判
決
（S

im
ila
r E

co
n
o
m
ic R

ela
tio
n
sh
ip

テ
ス
ト
）
で

51
）

あ
る
。
こ
の
判
決
以
後
は
内
国
歳
入
庁
も
租
税
裁
判
所
も

こ
の
判
例
の
理
論
的
根
拠
を
受
入
れ
た
。
し
か
し
、
公
用
収
用
に
関
し
て
は
一
九
五
八
年
に
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三

52
）

三
条
⒢
が
立
法
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
こ
の
判
決
の
重
要
度
は
減
少
し
て
い
る
。

Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
⒢
の
立
法
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
八
年
の
上
院
歳
入
委
員
会
は
、
不
可
抗
力
に
よ
る
転
換
が
、
一
〇
三

一
条（o

f lik
e k

in
d

）下
に
お
け
る
任
意
的
転
換
で
要
求
さ
れ
て
い
る
財
産
よ
り
も
、
よ
り
厳
格
な
基
準（sim

ila
r o
r rela

ted in serv
ice

 
o
r u

se

）
の
財
産
の
転
換
を
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
批
判
に
始
ま
る
。
そ
の
批
判
の
内
容
は
、
財
産
の
不
可
抗
力
に
よ
る
転
換
の
場
合

と
、
貿
易
、
事
業
に
お
い
て
営
利
の
た
め
使
用
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
投
資
の
た
め
に
所
有
さ
れ
て
い
る
財
産
の
交
換
の
場
合
に
お
い

て
は
、
両
者
と
も
投
資
を
継
続
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
利
益
を
認
識
し
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
委
員
会
の
見
解
と
し
て

は
、
不
動
産
の
公
用
収
用
と
い
う
状
況
に
お
い
て
二
つ
の
タ
イ
プ
の
規
定
は
、
投
資
の
継
続
と
い
う
性
質
の
結
論
お
い
て
、
実
質
的
に
よ

く
似
た
規
定
で
、
第
一
〇
三
三
条
がlik

e k
in
d

に
従
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
理
由
が
な
い
と
思
わ
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
言
え
ば
、
現
行
法
が
事
業
財
産
の
任
意
的
交
換
の
場
合
の
適
用
よ
り
も
、
納
税
者
の
統
制
の
及
ば
な
い
交
換
に
お
い
て
、
損
壊
及
び

転
換
さ
れ
た
財
産
と
よ
り
似
た
同
一
性
を
要
求
す
る
こ
と
は
特
に
不
適
切
さ
を
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
述
べ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
委
員

会
報
告
で
は
、L
ia
n
t R

eco
rd

事
件
の
判
決
以
前
の
賃
貸
財
産
のfu

n
ctio

n
a
l

テ
ス
ト
、en

d
-u
se

テ
ス
ト
の
適
用
に
つ
き
、
明
白
に
言
及

は
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
委
員
会
の
審
議
に
お
い
て
は
重
要
な
要
因
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で

53
）

あ
る
。

議
会
は
委
員
会
の
批
判
に
応
え
て
、
第
一
〇
三
三
条
⒢
を
制
定
し
、
不
動
産
の
公
用
収
用
に
お
け
る
転
換
財
産
は“L

ik
e K

in
d
”

な
財

産
で
構
わ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、ヌ
の
事
例
は
ま
さ
に
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
再
取
得
財
産
の
要
件
と
し
て
の
基
準
が
①
か
ら
③
に
移
行
し
た
も
の
で
あ
る
。

ヌ
D
a
v
is v

.
U
n
ited S

t

54
）

a
tes

〔
事
実
の
概
要
〕

納
税
者
は
工
業
用
と
農
業
用
財
産
の
両
方
を
含
む
信
託
財
産
の
土
地
所
有
者
で
、
そ
れ
を
賃
貸
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
た
が
、
政
府
に

よ
っ
て
農
地
が
公
用
収
用
さ
れ
、
そ
の
収
用
代
金
を
、
残
っ
て
い
る
土
地
に
対
し
暴
風
雨
排
水
設
備
及
び
水
道
設
備
、
傾
斜
用
地
、
掘
削

道
路
等
の
た
め
に
使
用
し
た
。
政
府
は
こ
れ
ら
の
改
良
が
第
一
〇
三
三
条
下
の
転
換
財
産
と
は
考
え
な
か
っ
た
た
め
、
納
税
者
に
収
用
代

金
は
課
税
さ
れ
る
こ
と
を
説
明
し
た
。
納
税
者
は
納
税
し
た
後
、
税
金
の
還
付
訴
訟
を
提
起
し
た
。
下
級
審
は
還
付
を
認
め
た
た
め
、
政

府
は
そ
の
判
決
を
争
う
こ
と
と
し
た
。

〔
判
旨
〕

下
級
審
の
判
決
を
支
持
し
、
還
付
を
認
め
た
。
理
由
は
収
用
代
金
の
投
資
が
元
の
財
産
の
継
続
で
あ
る
十
分
な
証
拠
が
あ
り
、
改
良
は

収
用
さ
れ
た
土
地
の
使
用
に
関
連
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
し
た
の
で

55
）

あ
る
。

本
件
は
、S

im
ila
r o
r R

ela
ted in S

erv
ice o

r U
se

に
は
該
当
し
な
い
け
れ
ど
も
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
⒢
に
よ
り
そ
の
要
件
が

L
ik
e K

in
d

で
よ
い
こ
と
か
ら
財
産
の
交
換
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
〇
三
三
条
の
要
件
で
あ
る
、L

ik
e K

in
d

は
第
一
〇
三
一

条
に
お
け
る
規
定
と
同
様
の
解
釈
が
さ
れ
て
お
り
、
転
換
財
産
の
認
容
範
囲
は
か
な
り
広
範
囲
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、L

ik
e

 
K
in
d

と
は
、
財
産
の
性
質（th

e n
a
tu
re

）及
び
特
徴（ch

a
ra
cter

）と
の
関
係
を
内
容
と
し
て
、
そ
の
程
度（g

ra
d
e

）又
は
品
質（q

u
a
lity

）

は
関
係
な
い
と
さ
れ
て

56
）

い
る
。
例
え
ば
、
不
動
産
の
価
値
が
異
な
っ
て
い
て
も
不
動
産
ど
う
し
で
あ
れ
ば
同
種
類（L

ik
e K

in
d

）で
あ
り
、

一
筆
の
不
動
産
と
数
筆
の
不
動
産
と
の
交
換
も
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
適
用
要
件
と
し
て
の
転
換
財
産
の
判
断
基
準
は
、
厳
格
なfu

n
ctio

n
a
l u
se

テ
ス
ト
が
次
第

に
要
件
が
緩
和
さ
れ
、
特
に
不
動
産
の
公
用
収
用
に
お
い
て
は
、
立
法
に
よ
っ
てL

ik
e K

in
d

テ
ス
ト
へ
移
行
さ
れ
、
か
な
り
広
範
囲
に
お

い
て
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
適
用
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

㈤

Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
効
果

Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
適
用
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
課
税
繰
延
べ
の
法
的
効
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
実
現
総

額
（a

m
o
u
n
t rea

lized

）
の
金
額
を
基
準
と
し
て
、
一
定
期
間
内
に
①
実
現
総
額
以
上
の
価
格
の
転
換
財
産
を
取
得
し
た
場
合
は
、
実
現

総
額
全
額
が
課
税
繰
延
べ
の
対
象
と
な
る
。
②
実
現
総
額
以
下
の
転
換
財
産
を
取
得
し
た
場
合
は
、
転
換
財
産
の
価
格
が
課
税
繰
延
べ
対

象
と
な
り
、
差
額
に
つ
い
て
は
課
税
対
象
と
な
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
実
現
総
額
（a

m
o
u
n
t rea

lized

）
と
は
、
納
税
者
が
受
領
し
た
補
償
金
や
保
険
金
の
総
額
か
ら
、
そ
れ
ら
の
金
額
を

受
領
す
る
た
め
に
掛
か
っ
た
諸
費
用
を
控
除
し
た
額
で

57
）

あ
り
、
こ
の
金
額
と
収
用
等
の
対
象
と
な
っ
た
元
の
財
産
の
調
整
税
務
簿
価
（a

d
-

ju
sted b

a

58
）

sis

）
の
差
額
が
実
現
損
益
と
な
る
。
そ
し
て
実
現
総
額
が
調
整
税
務
簿
価
を
越
え
る
とrea

lized g
a
in

が
発
生
す
る
こ
と
と
な

る
の
で
あ
る
。
②
の
場
合
、
実
現
総
額
が
転
換
資
産
の
取
得
価
格
（co

st o
f th

e rep
la
cem

en
t

）
を
越
え
る
金
額
と
、rea

lized g
a
in

の
い
ず
れ
か
少
な
い
方
がreco

g
n
ized g

a
in

と
し
て
税
法
上
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

新
た
に
取
得
し
た
財
産
の
税
務
簿
価
（b

a

59
）

sis

）
は
、
転
換
資
産
の
取
得
費
用
か
ら
繰
延
べ
利
益
（d

eferred g
a
in

）
額
を
減
算
調
整
し

算
定
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
効
果
に
お
い
て
、
問
題
と
な
る
こ
と
は
実
現
総
額
の
金
額
の
算
定
で
あ
る
が
、
判
例
は
抵
当
財
産
の
公
用
収
用
に
お
い
て
、
収
用

権
者
が
債
務
額
を
控
除
し
た
場
合
の
実
現
総
額
の
算
定

60
）

問
題
や
、賃
貸
物
件
の
収
入
の
損
失
に
係
る
補
償
金
が
実
現
総
額
に
含
ま
れ

61
）

る
か
、
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あ
る
い
は
移
転
費
用
等
が
支
払
わ
れ
た
場
合
の
移
転
費
用
が
実
現
総
額
の
金
額
に
含
ま
れ

62
）

る
か
、と
言
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

注（
１
）

西
谷
剛
「
資
料

ア
メ
リ
カ
の
損
失
補
償
基
準
（R

elo
ca
tio
n A

ct

）」
横
国
大
横
浜
国
際
経
済
法
学
第
五
巻
第
一
号
一
九
三
頁
（
一
九
九
六
）。

（
２
）

条
文
に
つ
い
て
は
巻
末
参
考
資
料
六
五
頁
参
照
。

（
３
）

L
u
cile M

cA
u
la
y
 
F
IL
IP
P
IN
I,
a
s E

x
ecu

y
rix
 
o
f th

e L
a
st W

ill a
n
d
 
T
esta

m
en
t o

f C
a
rra

 
M
cA
u
la
y
,
D
ecea

sed
,
v
.
U
N
IT
E
D

 
S
T
A
T
E
S o

f A
m
erica

,
200 F

.
S
u
p
p 286,

294-95
(N
D
 
C
a
l.
1961)

参
照
。

（
４
）

M
a
rg
a
ret v

.
D
E
T
T
M
E
R
S
,
E
x
ecu

trix
,
E
sta
te o

f H
errick L

 
Jo
h
n
sto
n
,
D
ecea

sed
,
a
n
d M

a
rg
a
ret v

.
D
ettm

ers,
In
d
iv
id
u
a
lly
,
v
.

C
O
M
M
IS
S
IO
N
E
R
 
O
F
 
IN
T
E
R
N
A
L
,
430 F

.
2d 1019,

1022
23
(6th C

ir.
1970)

参
照
。

（
５
）

ハ
ン
ド
（
一
八
七
二
｜
一
九
六
一
）
優
れ
た
内
容
の
判
決
文
で
知
ら
れ
る
判
事

著
書
と
し
て
、T

h
e S

p
irit o

f L
ib
erty

(1952),
B
ill o

f R
ig
h
ts

(1958)

が
あ
る
。
田
中
英
夫
編
『
英
米
法
辞
典
』
九
三
七
頁
（
東
大
出
版
会

一
九
九
一
）
参
照
。

（
６
）

149 F
.
2d 567,

568
71
(2d C

ir.
1945).

（
７
）

163 F
.
su
p
p 379,

380
82
(C
t.
C
l.
1958).

（
８
）

261 F
.
2d 580,

580
84
(4th C

ir.
1958).

（
９
）

318 F
.
2d 841,

843
45
(9th C

ir.
d
en
ied 375 U

S 922.
1963).

（
10
）

IR
C
1033

(a
)
(E
)
(ii)

（
11
）

IR
C
1033

(a
)

（
12
）

279 F
.
2d
.
220

(C
t C

l.
1960).

（
13
）

ta
k
in
g

の
意
味
と
し
て
、
①
正
規
の
手
続
き
に
よ
る
公
用
収
用
・
公
用
制
限
を
意
味
す
る
場
合
と
、
②
財
産
権
に
対
す
る
公
的
な
制
限
や
侵
害
の
程
度
・

性
格
が
憲
法
上
損
失
補
償
を
必
要
と
す
る
程
度
に
い
た
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
場
合
が
あ
る
が
こ
こ
で
は
前
者
の
意
味
で
理
解
す
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

田
中
・
前
掲
注
（
５
）
八
三
八
頁
参
照
。

（
14
）

S
u
pra n

o
te12 a

t223
24
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（
15
）

cf.,
P
A
U
L
 
R
.
M
cD
A
N
IE
L
,
H
U
G
H
 
J.
A
U
L
T
,
M
A
R
T
IN
 
J.
M
cM

A
H
O
N
 
Jr,

D
A
N
IE
L
 
L
.
S
IM
M
O
N
S
,
F
E
D
E
R
A
L
 
IN
C
O
M
E

 
T
A
X
A
T
IO
N
 
C
A
S
E
 
A
N
D
 
M
A
T
E
R
IA
L
S
,
765

(U
n
iv
ersity C

a
seb

o
o
k S

eries 3d ed 1994):
T
H
E
 
F
O
U
N
D
A
T
IO
N
 
P
R
E
S
S IN

C
.

cf.,
D
o
ro
th
y C

.
T
h
o
rp
e G

la
ss M

fg
.
C
o
rp v

.
C
o
m
m
issio

n
er 51 T

C
 
300 305

06
(1968).

（
16
）

274 F
.
2d 656

(3d C
ir.
1960).

（
17
）

Id
.
a
t 660

61

（
18
）

cf.,
M
cD
A
N
IE
L
 
eta

l.,
su
pra n

o
te15,

a
t 765.

cf.,

譲
渡
抵
当
の
執
行
に
つ
い
てC

o
o
p
era

tiv
e P

u
b
lish

in
g C

o
.
v
.
C
o
m
m
issio

n
er 115 F

.
2d 1017,

1021
22
(9th C

ircert.
1940).

（
19
）

196 F
.
su
p
p
.
129

(D
.
M
a
ss.

1961).

（
20
）

Id
.
a
t 132

33

（
21
）

米
国
に
お
い
て
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
五
条
ま
た
は
州
憲
法
に
基
づ
い
て
、p

o
w
er o

f em
in
en
t d
o
m
a
in

（
収
用
権
）
が
行
使
さ
れ
る
た
め
の
前
提
条

件
。
田
中
・
前
掲
注
（
５
）
六
八
四
頁
参
照
。

（
22
）

C
C
H
,
S
tan

d
ard

 
F
ed
eral T

ax R
eporter

,
C
o
m
m
erce C

lea
rin
g H

o
u
se,

55
(1994),

Id
.
a
t 149.

B
O
R
IS I.

B
IT
T
K
E
R
,
L
A
W
R
E
N
C
E

 
L
O
K
K
E
N
,
F
E
D
E
R
A
L
 
T
A
X
A
T
IO
N
 
O
F
 
IN
C
O
M
E
,
E
S
T
A
T
E
S A

N
D
 
G
IF
T
S v2

,
P
44

34
(2d ed

.
1989):

W
A
R
R
E
N
,
G
O
R
H
A
M
&

L
A
M
O
N
T
.

（
23
）

B
IT
T
K
E
R
&
L
O
K
K
E
N
,
su
pra n

o
te22,

a
t P

44
35.

（
24
）

54 T
C
 
863

(1970).

（
25
）

Id
.
a
t 870

71

（
26
）

56 T
C
 
1126

(1971).

（
27
）

Id
.
a
t 1136

37

（
28
）

C
C
H
,
S
ta
n
d
a
rd F

ed
era

l T
a
x R

ep
o
rter,

su
pra n

o
te22,

a
t 55,

Id
.
a
t 150.

cf.,
F
ra
n
k O

.
M
a
ix
n
er a

n
d L

o
u
ise M

.
M
a
ix
n
er v

.
C
o
m
m
issio

n
er.

33 T
C
 
191

(1959).

（
29
）

R
ev
.
R
u
l 81

180

（
30
）

320 F
.
2d 809

(5th C
ir.
1963).

（
31
）

Id
.
a
t 810

11
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（
32
）

C
C
H
,
S
ta
n
d
a
rd F

ed
era

l T
a
x R

ep
o
rter,

su
pra n

o
te22,

a
t 55,

Id
.
a
t 150.

B
IT
T
K
E
R
&
L
O
K
K
E
N
,
su
pra n

o
te22,

a
t P

44
37.

R
ev
.
R
u
l 63

221,
R
ev
.
R
u
l 81

180.

（
33
）

IR
C
1033

(a
)
(2)

(B
),
IR
C
1033

(g
)
(4)

二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
の
同
時
多
発
テ
ロ
に
お
い
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
内
の
特
定
地
区
（
通
称
「
リ
バ
テ
ィ
ー
・
ゾ
ー
ン
」）
の
復
興
の
た
め
、
総
合

景
気
対
策
法
に
よ
り
テ
ロ
で
破
壊
さ
れ
た
資
産
に
つ
い
て
は
、転
換
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
資
産
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
内
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、

二
年
の
期
間
が
五
年
に
延
長
さ
れ
て
い
る
（cf.,

IR
S N

o
tice 2002

42,
R
ev
en
u
e B

u
lletin 2002

27

）。

（
34
）

B
IT
T
K
E
R
&
L
O
K
K
E
N
,
su
pra n

o
te22,

a
t P

44
39.

（
35
）

65 T
C
 
263

(1975).

（
36
）

Id
.
a
t 271

72

（
37
）

B
IT
T
K
E
R
&
L
O
K
K
E
N
,
su
pra n

o
te22,

a
t P

44
40.

（
38
）

M
cD
A
N
IE
L
 
eta

l.,
su
pra n

o
te15,

a
t 767.

（
39
）

275 F
.
2d 27

(3d C
ir.
1960).

（
40
）

Id
.
a
t 30

32

（
41
）

C
L
A
R
E
N
C
E F

.
M
cC
A
R
T
H
Y
,
T
H
E
 
F
E
D
E
R
A
L
 
IN
C
O
M
E
 
T
A
X
 
Its
 
S
ou
rces an

d A
pplication

,
P
13

32
(1978):

P
ren

tice-H
a
ll In

c
 

E
n
g
lew

o
o
d C

liffs.

（
42
）

cf.,
R
ev
.
R
u
l.
83

70.
1983

1C
u
m
.
B
u
ll.
189,

R
ev
R
u
l.
76

319,
1976

2C
u
m
.
B
u
ll.
242

※C
u
m
.
B
u
ll

と
はC

u
m
u
la
tiv
e B

u
lletin

,

Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
公
的
公
報

参
照

W
est’s T

a
x L

a
w
 
D
ictio

n
a
ry 213

）.

（
43
）

M
cD
A
N
IE
L
,
eta

l.,
su
pra n

o
te12,

a
t 768.

（
44
）

R
ev
.
R
u
l.
70

399,
1970

2C
u
m
.
B
u
ll.
165.

（
45
）

R
ev
.
R
u
l.
70

466,
1970

2C
u
m
.
B
u
ll.
165.

（
46
）

R
ev
.
R
u
ll.
64

237,
1964

2C
u
m
.
B
u
ll.
319.

（
47
）

R
ev
.
R
u
l.
71

41,
1971

1C
u
m
.
B
u
ll.
223.

（
48
）

R
ev
.
R
u
l.
79

261,
1979

2C
u
m
.
B
u
ll.
295.
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（
49
）

303 F
.
2d 326

(2d C
ir.
1962).

（
50
）

Id
.
a
t 328

29

（
51
）

B
IE
E
K
E
R
&
L
O
K
K
E
N
 
su
pra n

o
te22,

a
t P

44
41

〜P
44

43.

（
52
）

本
条
の
要
件
は
、
貿
易
、
事
業
、
投
資
目
的
で
使
用
さ
れ
て
い
る
不
動
産
、（
貿
易
に
お
け
る
株
式
、
販
売
目
的
で
所
有
さ
れ
て
い
る
財
産
は
含
ま
な
い
）

が
、
公
用
収
用
等
（
そ
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
も
含
む
）
に
よ
っ
て
不
可
抗
力
に
よ
る
転
換
が
な
さ
れ
た
場
合
、〝

lik
e k

in
d
"

で
あ
る
財
産
を〝

sim
ila
r o
r

 
rela

ted in serv
ice o

r u
se "

で
あ
る
と
見
做
す
規
定
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
⒢
⑶
に
お
い
て
屋
外
広
告
展
示
物
も
不
動
産
と
し
て
見
做
す
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
は
一
九
七
六
年
に
追
加
さ
れ
、
そ
の
目
的

は
連
邦
及
び
州
の
ハ
イ
ウ
ェ
ー
の
美
観
の
た
め
の
法
律
と
関
係
し
て
い
る
。

（
53
）

B
IE
E
K
E
R
&
L
O
K
K
E
N
 
su
pra n

o
te22,

a
t P

44
47.

（
54
）

589 F
.
2d 446

(9th C
ir.
1979).

（
55
）

Id
.
a
t 448

50

（
56
）

M
ich
a
el D

 
R
o
se,

Jo
h
n C

.
C
h
o
m
m
ie,

F
E
D
R
A
L
 
IN
C
O
M
E
 
T
A
X
A
T
IO
N
,
315

(3d ed 1988):
W
E
S
T
 
P
U
B
L
IS
H
IN
G
 
C
O
.

（
57
）

実
現
総
額
に
は
、
受
領
す
る
金
額
、
受
入
財
産
（
取
得
資
産
）
及
び
提
供
さ
れ
る
役
務
の
公
正
な
市
場
価
格
（
Ｆ
Ｍ
Ｖ
）、
相
手
が
引
き
受
る
あ
ら
ゆ
る
債

務
額
が
含
ま
れ
る
（IR

C
1001

(b
)

）。
諸
費
用
と
し
て
は
、
弁
護
士
報
酬
、
不
動
産
鑑
定
費
用
等
で
あ
る
。

cf.,
B
IE
E
K
E
R
&
L
O
K
K
E
N
 
su
p
ra n

o
te22,

a
t P

44
49,

伊
藤
公
哉
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
税
法
』
一
三
四
頁
（
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
一
）
参
照
。

（
58
）

現
物
財
産
の
取
得
時
に
お
け
る
（
当
初
の
）
原
始
投
資
基
準
額
（o

rig
in
a
l b
a
sis,in

itia
l b
a
sis

）
は
、
資
本
的
支
出
な
ど
の
追
加
投
資
が
行
わ
れ
た
場

合
に
は
加
算
調
整
さ
れ
、
減
価
償
却
な
ど
の
場
合
は
減
算
調
整
さ
れ
、
こ
の
加
算
減
算
調
整
さ
れ
た
投
資
基
準
額
を
言
う
（
伊
藤
・
上
掲
九
八
頁
）。

C
f.,
R
o
b
ert S

ellers S
m
ith
 
W
est’s T

ax L
aw
 
D
iction

ary
,
14
(2005):

T
H
O
M
S
O
N
 
W
E
S
T
.

（
59
）

納
税
者
が
現
物
財
産
に
対
し
て
投
下
し
た
資
本
（
税
引
後
の
資
金
）
の
残
高
（
伊
藤
・
前
掲
注
（
45
）
一
四
頁
）。

（
60
）

C
o
m
m
issio

n
er v

.
F
o
rtee,

In
c,
211 F

.
2d 915,

915
16
(2d C

ir d
en
ied 348 U

S 826.
1954).

C
o
m
m
issio

n
er v

.
B
a
b
co
ck 259 F

.
2d 689,

692-93
(9th C

ir.
1958).

原
則
的
に
は
納
税
者
が
負
債
を
免
れ
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
譲
渡
抵

当
に
支
払
わ
れ
た
金
額
は
実
現
総
額
に
含
ま
れ
る
が
、B

a
b
co
ck

事
件
は
原
則
と
異
な
る
異
例
の
取
扱
い
を
し
て
い
る
。

（
61
）

T
iefen

b
ru
n
n v

.
C
o
m
m
issio

n
er,

74 T
C
.
1566,

1571
77
(1980)

賃
貸
収
入
損
失
に
関
し
て
補
償
は
実
現
総
額
の
一
部
分
で
は
な
い
。

（
62
）

G
ra
p
h
ic P

ress,
In
c.
v
.
C
o
m
m
issio

n
er,

523 F
.
2d 585,

588
89
(9th C

ir.
1975).
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E
.
R
.
H
itch

co
ck C

o
.
v
.
U
n
ited S

ta
tes,

514 F
.
2d 484,

486
87
(2d C

ir.
1975).

M
ck
itrick v

.
U
n
ited S

ta
tes 373 F

.
S
u
p
p
.
471,

472
73
(S
D
 
o
h
io
.
1974).
移
転
費
用
は
原
則
と
し
て
実
現
総
額
と
し
て
再
投
資
の
資
格
を
有
し
て
い
る
。

第
二
節

わ
が
国
に
お
け
る
規
定
と

１
）

解
釈

わ
が
国
に
お
け
る
公
用
収
用
の
基
本
法
で
あ
る
、
土
地
収
用
法
が
制
定
さ
れ
た
の
が
昭
和
二
六
年
で
あ
る
が
、
昭
和
四
二
年
の
改
正
以

後
、
本
格
的
な
改
正
が
平
成
一
三
年
に
行
わ
れ
た
。
今
回
の
改
正
で
は
、
補
償
基
準
を
法
令
化
し
、
さ
ら
に
生
活
再
建
措
置
規
定
を
制
定

す
る
等
被
収
用
者
の
権
利
の
保
護
の
充
実
に
努
め
る
よ
う
改
め
ら
れ
た
。
一
方
、
収
用
事
業
に
関
す
る
事
前
説
明
会
・
公
聴
会
の
開
催
の

義
務
付
け
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
利
害
関
係
人
に
対
し
十
分
な
説
明
を
行
い
円
滑
な
収
用
手
続
き
が
取
ら
れ
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
、
権
利

の
保
護
と
手
続
き
の
円
滑
化
と
い
う
収
用
手
続
き
の
柱
と
な
る
部
分
の
改
正
が
な
さ
れ
て

２
）

い
る
。

し
か
し
、
阿
部
泰
隆
教
授
も
指
摘
す
る
よ
う
に
実
際
の
収
用
手
続
き
に
お
い
て
は
、
補
償
金
の
額
を
巡
る
起
業
者
と
被
収
用
者
の
攻
防

と
馴
合
い
が
あ
り
種
々
の
問
題
事
例
が
発
生
し
て

３
）

い
る
。
補
償
金
と
課
税
を
巡
る
問
題
に
お
い
て
も
、
名
古
屋
市
が
三
〇
年
に
渡
り
、
公

園
用
地
買
収
を
有
利
に
進
め
る
た
め
、
地
権
者
に
建
物
を
建
て
る
計
画
が
あ
っ
た
よ
う
に
装
う
虚
偽
の
書
類
を
作
成
さ
せ
、
租
税
特
別
措

置
法
に
基
づ
く
所
得
の
減
免
措
置
を
受
け
る
よ
う
、
税
逃
れ
の
指
南
を
行
っ
て
い
た
事
例
も
明
ら
か
と
な
っ
て

４
）

い
る
。
こ
の
よ
う
に
補
償

金
の
課
税
問
題
は
、
収
用
手
続
き
に
お
い
て
は
被
収
用
者
の
大
き
な
関
心
事
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
課
税
を
巡
る
特
例
措
置
の
解
釈
、
運

用
次
第
に
よ
っ
て
は
受
け
取
る
最
終
的
な
金
額
も
変
わ
り
、
受
け
取
っ
た
金
額
の
再
投
資
の
方
法
に
も
考
慮
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

そ
こ
で
本
節
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
の
公
用
収
用
に
お
け
る
課
税
の
特
例
規
定
の
問
題
を
、
前
節
で
検
討
し
た
米
国
の
規
定
を
念
頭
に
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す
え
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

㈠

特
別
控
除
の
概
要
と
問
題
点
の
検
討

収
用
等
に
よ
り
、
資
産
を
譲
渡
し
た
場
合
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
五
〇
〇
〇
万
円
の
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除

が
認
め
ら
れ
る
（
租
税
特
別
措
置
法
三
三
条
の
四
、
六
五
条
の
二
）。

①
譲
渡
が
、
公
共
事
業
施
行
者
か
ら
の
資
産
買
取
り
等
の
申
出
の
あ
っ
た
日
か
ら
六
ヶ
月
を
経
過
し
た
日
ま
で
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。

②
一
つ
の
収
用
交
換
等
又
は
一
つ
の
収
用
換
地
等
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
資
産
の
収
用
交
換
等
に
よ
る
譲
渡
が
二
年
以
上
に
分
割
し
て

行
わ
れ
た
場
合
、
そ
の
資
産
の
譲
渡
の
う
ち
、
最
初
の
年
の
譲
渡
で
あ
る
こ
と
。

③
資
産
の
収
用
交
換
等
又
は
収
用
換
地
等
に
よ
る
譲
渡
が
、
そ
の
資
産
に
つ
い
て
最
初
に
買
取
り
等
の
申
出
を
受
け
た
者
に
よ
っ
て
行

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

こ
の
規
定
の
適
用
は
、
選
択
適
用
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
代
替
資
産
等
を
取
得
し
た
場
合
の
課
税
の
特
例
（
課
税
繰
延
べ
）
を
受
け
て
い

な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
確
定
申
告
書
に
、
こ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
旨
の
記
載
が
あ
り
、
事
業
施
行
者
か
ら
交
付
を
受
け

た
買
取
証
明
書
等
の
添
付
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
規
定
の
趣
旨
は
、
い
わ
ゆ
る
売
惜
し
み
等
に
よ
る
補
償
金
の
釣
り
上
げ
等
の
ゴ
ネ
得
を
排
除
し
、
買
取
り
等
の
申
出
に
応
じ
て
早

期
に
資
産
を
譲
渡
し
た
者
を
課
税
上
優
遇
し
て
、
公
共
事
業
用
地
の
早
期
に
お
け
る
円
滑
な
取
得
を
促
進
す
る
目
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
お

り
、
専
ら
行
政
側
の
都
合
の
た
め
の
規
定
で
あ
る
と
理
由
付
け
ら
れ
て

５
）

い
る
。

し
か
し
、
同
様
な
特
別
控
除
の
制
度
は
居
住
用
住
宅
の
譲
渡
に
も
用
意
さ
れ
て
い
る
。
居
住
用
住
宅
の
特
別
控
除
規
定
の
趣
旨
は
、
居
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住
用
財
産
の
処
分
は
一
般
の
資
産
の
譲
渡
に
比
し
て
特
殊
な
事
情
に
あ
り
、
担
税
力
が
弱
い
こ
と
等
を
考
慮
し
た

６
）

も
の
で
あ
る
と
か
、
生

活
の
本
拠
で
あ
る
居
住
用
財
産
を
譲
渡
し
た
場
合
に
そ
の
譲
渡
所
得
に
対
す
る
税
負
担
を
軽
減
し
て
、
こ
れ
に
代
わ
る
居
住
用
財
産
の
取

得
を
容
易
な
ら
し
め
る
こ
と
に

７
）

あ
る
等
の
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
公
用
収
用
の
特
別
控
除
と
の
理
由
付
け
が
異
な
る
の
は
な
ぜ
な
の
か

明
ら
か
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
居
住
用
資
産
が
収
用
に
か
か
る
事
例
も
あ
り
、
こ
の
両
規
定
の
趣
旨
が
以
上
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
、
そ
れ
が
こ
の
規
定
の
解
釈

原
理
と
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
さ
ら
な
る
検
証
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

㈡

課
税
繰
延
べ
規
定
の
概
要
と
問
題
点
の
検
討

収
用
等
の
特
例
規
定
と
し
て
、
前
記
五
〇
〇
〇
万
円
の
特
別
控
除
規
定
の
他
に
、
課
税
繰
延
べ
規
定
が
存
在
す
る
。
こ
の
課
税
繰
延
べ

規
定
は
収
用
等
に
よ
っ
て
資
産
を
譲
渡
し
補
償
金
を
受
領
し
た
場
合
、
こ
の
補
償
金
の
全
部
ま
た
は
一
部
で
代
替
資
産
を
取
得
し
、
代
替

資
産
の
取
得
価
格
が
補
償
金
を
越
え
る
と
き
は
補
償
金
の
全
額
が
繰
延
べ
ら
れ
、
取
得
価
格
が
補
償
金
以
下
で
あ
る
場
合
は
こ
の
差
額
が

課
税
さ
れ
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
仕
組
み
は
、
米
国
の
不
可
抗
力
に
よ
る
転
換
（In

v
o
lu
n
ta
ry C

o
n
v
ersio

n

）
規
定
と

同
じ
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
規
定
の
問
題
点
を
米
国
の
規
定
の
論
点
と
対
比
し
つ
つ
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

⒜

「
収
用
」
の
意
味

第
一
に
租
税
特
別
措
置
法
三
三
条
一
項
一
号
（
法
人
に
あ
っ
て
は
同
法
六
四
条
一
項
一
号
）
は
、「
収
用
」
に
よ
り
補
償
金
を
取
得
し
た

場
合
の
規
定
で
あ
る
が
「
収
用
」
の
意
味
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
「
収
用
」
が
そ
も
そ
も
資
産
の
譲
渡
に
該
当
す
る
の
か
が

問
題
と
な
る
。

つ
ま
り
資
産
の
譲
渡
が
な
け
れ
ば
そ
も
そ
も
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
発
生
し
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
、
収
用
も
資
産
の
譲
渡
で
あ
る
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と
い
う
前
提
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
収
用
に
よ
る
権
利
取
得
の
法
的
性
格
は
「
原
始
取
得
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
土
地
所
有
者
（
被

収
用
者
）
は
収
用
に
よ
っ
て
土
地
所
有
権
を
承
継
的
に
移
転
す
る
の
で
は
な
く
、
権
利
取
得
裁
決
に
よ
る
反
射
的
効
果
と
し
て
土
地
所
有

権
を
失
う
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
資
産
の
譲
渡
と
は
権
利
の
「
承
継
的
移
転
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
収
用
は
「
承
継
的
移
転
」
で
は

な
く
資
産
の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
と
い
う
議
論
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
最
高
裁
は
昭
和
四
三
年
一
〇
月
三
一
日
の

８
）

判
決
に
お
い
て
「
資
産
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
に
対
す
る
課
税
は
、
資
産
の
値

上
が
り
に
よ
り
そ
の
資
産
の
所
有
者
に
帰
属
す
る
増
加
益
を
所
得
と
し
て
、
そ
の
資
産
が
所
有
者
の
支
配
を
離
れ
て
他
に
移
転
す
る
の
を

機
会
に
こ
れ
を
精
算
し
て
課
税
す
る
趣
旨
の
も
の
と
解
す
べ
き
」
と
判
示
し
、
譲
渡
を
承
継
的
移
転
に
限
定
し
な
い
解
釈
を
し
て
お
り
、

法
的
論
理
よ
り
も
結
果
と
し
て
の
経
済
的
効
果
を
重
視
す
る
解
釈
を
行
っ
て
い
る
と
い
え

９
）

よ
う
。

⒝

「
収
用
」
の
範
囲

次
に
「
収
用
等
」
の
範
囲
が
問
題
と
な
る
。
収
用
の
基
本
的
な
手
続
き
は
、
最
初
に
土
地
収
用
法
三
条
に
規
定
す
る
公
共
の
利
益
と
な

る
事
業
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
「
事
業
認
定
」
を
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
。
事
業
認
定
は
起
業
者
に
収
用
（
使
用
）

権
を
付
与
す
る
行
政
処
分
で
あ
る
が
、
当
該
事
業
（
本
体
事
業
）
に
つ
い
て
受
け
る
も
の
と
、
本
体
事
業
の
施
行
者
が
当
該
施
設
等
に
関

す
る
事
業
（
関
連
事
業
）
を
行
う
た
め
に
受
け
る
も
の
と
が
あ
り
、
租
税
特
別
措
置
法
の
収
用
等
は
関
連
事
業
の
た
め
の
収
用
（
使
用
）

も
含
ま
れ
る
こ
と
と
し
て

10
）

い
る
。

⒞

「
収
用
」
に
お
け
る
損
失
補
償
金

ま
た
収
用
に
は
権
利
取
得
を
目
的
と
す
る
「
取
得
収
用
」
と
、
起
業
者
が
所
有
す
る
土
地
に
付
着
す
る
所
有
権
以
外
の
第
三
者
の
権
利

を
公
共
事
業
等
の
施
行
の
障
害
を
除
去
す
る
た
め
起
業
者
が
強
制
的
に
権
利
を
消
滅
さ
せ
る
「
消
滅
収
用
」
が
あ
る
が
、
消
滅
収
用
は
租

税
特
別
措
置
法
で
い
う
収
用
等
に
は
該
当
し
な
い
が
消
滅
収
用
に
よ
り
取
得
し
た
補
償
金
は
課
税
繰
延
べ
規
定
も
含
め
た
収
用
等
の
特
例
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の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て

11
）

い
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
土
地
収
用
法
に
基
づ
い
て
土
地
等
が
使
用
さ
れ
補
償
金
を
取
得
す
る
場
合
で
あ
る
。
一
般
に
、
私
法
上
の
関
係
で

い
え
ば
土
地
の
使
用
対
価
は
不
動
産
所
得
と
し
て
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
と
は
取
扱
い
を
異
に
す
る
が
、
租
税
法
上
は
例
外
的
に
他
人
の

土
地
を
使
用
す
る
場
合
、
借
地
権
等
を
設
定
し
、
そ
の
対
価
と
し
て
支
払
を
受
け
る
金
額
が
そ
の
土
地
の
更
地
と
し
て
の
価
格
の
二
分
の

一
を
越
え
る
場
合
は
土
地
の
譲
渡
と
見
做
さ
れ
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
が
行
わ

12
）

れ
る
。
租
税
特
別
措
置
法
に
お
い
て
も
、
前
記
の
税

法
上
の
関
係
に
準
拠
し
、
い
わ
ゆ
る
「
み
な
し
譲
渡
」
に
該
当
す
る
場
合
は
、
収
用
等
の
特
例
が
適
用
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
土
地

収
用
法
に
基
づ
く
補
償
金
で
あ
っ
て
も
、
課
税
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
「
使
用
」
の
問
題
に
関

し
、
最
高
裁
平
成
一
〇
年
一
一
月
一
〇
日
伊
江
島
補
助
飛
行
場
反
戦
地
主
所
得
税
事
件

13
）

判
決
が
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
沖
縄
で
米
軍
が
使

用
し
て
い
る
伊
江
島
補
助
飛
行
場
の
敷
地
の
所
有
者
が
、
反
戦
地
主
と
し
て
契
約
が
毎
年
締
結
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
契
約
地
主
と
な
る
こ

と
を
拒
ん
で
い
た
た
め
、
米
軍
用
地
使
用
等
措
置
法
一
四
条
、
土
地
収
用
法
七
二
条
に
よ
り
、
昭
和
六
二
年
五
月
か
ら
一
〇
年
間
の
使
用

裁
決
を
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
同
年
三
月
に
賃
料
相
当
分
の
損
失
補
償
金
を
受
領
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
件
の
論
点
は
、
収
入
の
計
上
時

期
が
権
利
確
定
主
義
か
管
理
支
配
基
準
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
本
件
補
償
金
の
性
質
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
問
題

と
な
る
事
例
で
あ
る
。
第
一
審
は
補
償
金
の
性
質
を
使
用
裁
決
と
同
様
、
賃
料
つ
ま
り
「
土
地
使
用
の
対
価
」
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
に

対
し
、
控
訴
審
は
「
国
に
よ
る
使
用
権
取
得
の
対
価
」
つ
ま
り
一
種
の
権
利
金
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
と

14
）

し
た
。
こ
れ
は
、
土
地
収
用
法

の
収
用
は
原
始
取
得
と
さ
れ
て
お
り
、
強
制
使
用
の
場
合
も
同
様
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
控
訴
審
は
、

そ
の
補
償
金
の
性
質
か
ら
、
一
審
判
決
と
は
異
な
り
、
一
課
税
年
分
で
総
収
入
と
し
て
一
括
計
上
す
べ
き
も
の
と
し
た
。

私
見
で
は
あ
る
が
こ
の
事
例
の
場
合
、
強
制
使
用
に
お
い
て
は
、
建
物
又
は
構
築
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
地
上
権
又
は
賃
借
権
の
設

定
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
課
税
繰
延
べ
が
適
用
さ
れ
な
い
事
例
で
あ
っ
た
が
、
課
税
繰
延
べ
規
定
が
救
済
規
定
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
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れ
ば
、
本
件
飛
行
場
を
一
種
の
構
築
物
と
拡
大
解
釈
し
、
課
税
繰
延
べ
規
定
を
適
用
す
る
余
地
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
こ
の
事
例
は
土
地
収
用
法
と
租
税
法
の
損
失
補
償
金
の
評
価
、
つ
ま
り
性
質
の
見
方
が
異
な
る
こ
と
も
判
示
し
て
お
り
、
損

失
補
償
金
の
課
税
及
び
課
税
の
特
例
を
巡
る
根
本
的
な
考
え
方
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
節
を
改
め
て
検
討
す

る
。

⒟

「
収
用
」
の
恐
れ

以
上
の
ほ
か
に
、
収
用
等
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
の
問
題
と
し
て
、
任
意
買
収
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
。
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
で
は
収

用
等
の
ほ
か
に
、
収
用
等
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
も
課
税
繰
延
べ
を
適
用
す
る
規
定
と
な
っ
て
い
た
。
わ
が
国
の
土
地
収
用
実
務
は
、
あ
る

面
で
は
収
用
等
の
恐
れ
を
背
景
と
し
て
任
意
買
収
に
よ
り
事
を
進
め
て
い
る
と
い
わ
れ
て

15
）

い
る
。
任
意
買
収
は
そ
の
法
形
式
だ
け
を
見
れ

ば
、
起
業
者
と
土
地
所
有
者
の
私
法
上
の
売
買
契
約
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
法
上
の
売
買
契
約
は
当
事
者
の
自
由
な
意
思
に
よ
り
価
格
を

決
め
る
こ
と
が
で
き
、
土
地
所
有
者
は
契
約
交
渉
の
な
か
で
土
地
の
価
格
の
折
り
合
い
を
付
け
る
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
公
共
事
業
等

の
施
行
予
定
地
は
、
一
旦
事
業
認
定
が
な
さ
れ
た
後
は
、
土
地
の
価
格
は
事
業
認
定
の
告
示
の
時
に
決
ま
り
交
渉
の
余
地
は
な
い
（
土
地

収
用
法
七
一
条
）。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
租
税
特
別
措
置
法
は「
資
産
に
つ
い
て
買
取
り
の
申
出
を
拒
む
と
き
は
土
地
収
用
法
等
の
規

定
に
基
づ
い
て
収
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
」
当
該
資
産
が
買
い
取
ら
れ
、
対
価
を
取
得
す
る
と
き
も
、
収
用
等
と
同
じ
取

扱
い
を
す
る
こ
と
に
し
て

16
）

い
る
。

こ
の
規
定
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
「
拒
め
ば
収
用
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
の
解
釈
で
あ
る
。
租
税
特
別
措
置
法
に
は
直
接
規
定
は

な
く
、
実
務
的
に
は
あ
る
資
産
が
あ
る
収
用
事
業
の
た
め
必
要
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
土
地
収
用
法
の
手
続
き
を
踏
め
ば
、
最
終
的
に

は
収
用
裁
決
に
よ
り
そ
の
資
産
を
収
用
す
る
こ
と
が
客
観
的
に
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
事
業
認
定
を
受
け
た
場
合

で
あ
る
が
、
事
業
の
性
格
上
そ
の
施
行
場
所
や
区
域
が
制
約
さ
れ
、
若
し
く
は
特
定
さ
れ
る
も
の
、
又
は
公
共
性
が
高
く
そ
の
事
業
の
急
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施
を
必
要
と
す
る
特
定
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
事
業
認
定
を
受
け
な
く
て
も
該
当
す
る
と
い
わ
れ
て

17
）

い
る
。
手
続
き
の
具
体
的
な
特
例
の

適
用
要
件
と
し
て
は
、
起
業
者
が
発
行
す
る
収
用
証
明
書
の
添
付
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
証
明
書
の
発
行
の
種
類
を
規
定
し
て
い

る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
一
四
条
五
項
二
号
か
ら

18
）

五
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
と
い
う
解
釈
が
取
ら
れ
て
い
る
。

⒠

代
替
資
産
の
範
囲

最
後
に
代
替
資
産
の
範
囲
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
は
代
替
資
産
の
範
囲
を
原
則
は“S

im
ila
r o
r rela

ted
 

in serv
ice o

r u
se”

と
し
、
不
動
産
の
代
替
に
関
し
て
は“lik

e k
in
d
”

ま
で
適
用
範
囲
を
広
げ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
代
替

資
産
の
範
囲
は
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
二
二
条
四
項
、
租
税
特
別
措
置
法
規
則
一
四
条
二
項
の
規
定
に
よ
り
原
則
と
し
て
譲
渡
資
産
と

種
類
を
同
じ
く
す
る
資
産
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
①
個

19
）

別
法
、
②
一

20
）

組
法
、
③
事
業
継

21
）

続
法
の
区
分
に
よ
っ

て
判
断
さ
れ
る
こ
と
と

22
）

な
る
。
代
替
資
産
の
範
囲
は
、
こ
の
三
つ
の
区
分
に
よ
り
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
代
替
資
産
の
適

合
性
を
巡
る
問
題
が
生
ず
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
そ
の
取
得
価
格
の
算
定
を
め
ぐ
り
問
題
と
な
る
こ
と
が

23
）

あ
る
。

⒡

代
替
資
産
の
取
得
期
間

そ
の
ほ
か
、
代
替
資
産
の
取
得
の
時
期
等
は
米
国
と
同
様
二
年
の
期
間
制
限
を
定
め
て
い
る
。

以
上
よ
う
に
わ
が
国
の
公
用
収
用
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
規
定
の
論
点
の
考
察
か
ら
、
日
米
両
国
の
規
定
は
極
め
て
類
似
し
た
法
律
構

成
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
次
節
で
は
、
わ
が
国
の
公
用
収
用
に
お
け
る
課
税
繰
延

べ
規
定
の
解
釈
原
理
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
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注（
１
）

こ
の
分
野
の
唯
一
の
研
究
と
し
て
玉
國
文
敏
「
わ
が
国
に
お
け
る
損
失
補
償
金
課
税
の
実
際
と
理
論
的
検
討
」
租
税
法
研
究
三
号
九
七
頁
（
有
斐
閣
、
一

九
七
五
）。

（
２
）

国
土
交
通
省
総
合
政
策
局
土
地
収
用
管
理
室
『
完
全
施
行
版
Ｑ
＆
Ａ
土
地
収
用
法
平
成
一
三
年
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
二
）
参
照
。

法
令
解
説
資
料
総
覧N

o
239

、
四
九
頁
（
第
一
法
規
、
二
〇
〇
一
）。

（
３
）

小
高
剛
編
『
損
失
補
償
の
理
論
と
実
際
』
六
一
頁
（
住
宅
新
報
社
、
一
九
九
七
）。

（
４
）

平
成
一
五
年
六
月
二
五
日
読
売
新
聞
朝
刊
。

名
古
屋
市
が
同
市
緑
区
の
「
氷
上
公
園
」
の
用
地
買
収
を
有
利
に
進
め
る
た
め
に
お
こ
な
っ
て
い
た
も
の
で
、
名
古
屋
国
税
局
に
地
権
者
一
五
人
前
後
が

約
一
億
四
〇
〇
〇
万
円
の
申
告
漏
れ
を
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
５
）

日
本
税
理
士
会
連
合
会
編
『
買
換
・
交
換
・
収
用
の
税
務
事
典
三
訂
版
』
三
二
八
頁
（
東
林
出
版
社
、
二
〇
〇
二
）。

（
６
）

最
判
平
成
元
年
三
月
二
八
日
税
資
一
九
六
号
一
二
六
〇
頁
、
大
阪
地
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
税
資
二
一
五
号
九
二
二
頁
。

（
７
）

大
阪
地
判
昭
和
六
三
年
二
月
二
六
日
税
資
一
六
三
号
六
〇
〇
頁
・
シ
ュ
ト
イ
エ
ル
三
二
〇
号
一
頁
、
京
都
地
判
平
成
三
年
一
〇
月
一
八
日
税
資
一
八
六
号

九
八
六
頁
。

（
８
）

税
資
五
三
号
七
九
九
頁
・
訟
務
月
報
一
四
巻
一
二
号
一
四
四
二
号
。

評
釈
と
し
て
岡
村
忠
生
（
租
税
判
例
百
選
第
三
版
六
〇
頁
）
清
永
敬
次
（
租
税
判
例
百
選
第
二
版
七
〇
頁
）
山
田
康
王
（
税
務
事
例
九
巻
四
号
一
三
頁
）

そ
の
他
の
文
献
に
つ
い
て
は
清
永
百
選
に
掲
げ
る
参
考
文
献
参
照
。

（
９
）

日
本
税
理
士
会
連
合
会
編
・
前
掲
注
（
５
）
三
三
三
頁
。

（
10
）

租
税
特
別
措
置
法
基
本
通
達
三
三
｜
一
、
三
三
｜
二
、
三
三
｜
四
。

（
11
）

日
本
税
理
士
連
合
会
編
・
前
掲
注
（
５
）
三
三
四
頁
、
三
三
七
頁
。

（
12
）

所
得
税
法
施
行
令
七
九
条
一
項
、
法
人
税
法
施
行
令
一
三
八
条
一
項
。

（
13
）

事
案
は
沖
縄
の
米
軍
基
地
の
土
地
使
用
に
か
か
る
損
失
補
償
金
課
税
事
案
で
あ
る
。

那
覇
地
判
平
成
六
年
一
二
月
一
四
日
判
タ
八
八
七
号
一
九
四
頁
・
判
時
一
五
四
一
号
七
二
頁
・
税
資
二
〇
六
号
七
二
四
頁
、
福
岡
高
判
那
覇
支
部
（
控
訴

審
）
平
成
八
年
一
〇
月
三
一
日
行
集
四
七
巻
一
〇
号
一
〇
六
七
頁
・
訟
務
月
報
四
四
巻
七
号
一
二
〇
二
頁
・
判
タ
九
二
九
号
一
五
一
頁
・
税
資
二
二
一
号
二

七
八
頁
、
最
判
（
上
告
審
）
平
成
一
〇
年
一
一
月
一
〇
日
判
時
一
六
六
一
号
二
九
頁
・
判
タ
九
九
〇
号
一
二
四
頁
・
税
資
二
三
九
号
三
頁
・
裁
判
所
時
報
一
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二
三
一
号
四
頁
。

（
14
）

評
釈
と
し
て
山
田
二
郎
（
判
例
評
論
四
四
六
号
一
八
五
頁
）、
高
須
要
子
（
平
成
九
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
二
三
二
頁
）、
佐
藤
英
明
（
平
成
一
〇
年
度

重
要
判
例
解
説
三
一
頁
）、
石
島
弘
（
民
商
法
雑
誌
一
二
一
巻
四
・
五
号
一
七
九
頁
）、
田
中
治
（
税
研
一
〇
六
号
八
一
頁
）。

（
15
）

例
え
ば
宇
賀
克
也
『
国
家
補
償
法
』
四
三
〇
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
）。

（
16
）

租
税
特
別
措
置
法
三
三
条
一
項
二
号
、
同
六
四
条
一
項
二
号
。

（
17
）

与
良
秀
雄
編
『
土
地
収
用
法
・
都
市
計
画
法
と
税
務
』
三
二
頁
（
大
蔵
財
務
協
会
、
一
九
九
九
）。

（
18
）

最
終
的
に
土
地
が
収
用
さ
れ
る
資
産
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
は
極
め
て
難
し
い
こ
と
か
ら
、
申
告
要
件
と
し
て
税
制
上
は
証
明
書
の
添
付
を
要
件
と
し

て
い
る
。
添
付
要
件
の
宥
恕
規
定
も
あ
る
が
、
証
明
書
自
体
の
提
出
に
関
し
て
の
猶
予
ま
で
は
認
め
て
い
な
い
（
租
税
特
別
措
置
法
三
三
条
五
項
）。

（
19
）

代
替
資
産
の
原
則
は
譲
渡
資
産
が
次
に
掲
げ
る
資
産
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
た
資
産
で
あ
れ
ば
代
替
資
産
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
①
土
地

又
は
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
、
②
建
物
（
そ
の
付
属
設
備
を
含
む
）
又
は
建
物
に
付
属
す
る
一
切
の
構
築
物
、
③
建
物
に
付
属
す
る
構
築
物
以
外
の
構
築

物
、
④
そ
の
他
の
資
産
、
例
え
ば
①
の
場
合
土
地
と
借
地
権
の
交
換
等
は
許
容
さ
れ
、
②
の
場
合
は
付
属
設
備
だ
け
を
譲
渡
し
建
物
を
取
得
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）

譲
渡
資
産
が
土
地
等
、
建
物
及
び
付
属
設
備
、
構
築
物
で
そ
の
区
分
の
異
な
る
二
以
上
の
資
産
が
一
組
の
資
産
と
し
て
一
つ
の
効
用
を
有
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
場
合（
例
え
ば
土
地
と
建
物
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
）、
そ
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
同
じ
効
用
を
有
す
る
一
組
の
資
産
を
取
得
し
た
と
き

は
、
そ
の
取
得
し
た
資
産
の
す
べ
て
を
代
替
資
産
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
の
一
組
の
資
産
が
有
す
る
一
つ
の
効
用
と
は
二
以
上
の
異
な
る
資
産

が
①
居
住
の
用
、
②
店
舗
又
は
事
務
所
の
用
、
③
工
場
、
発
電
所
又
は
変
電
所
の
用
、
④
倉
庫
の
用
、
⑤
①
か
ら
④
以
外
の
、
劇
場
の
用
、
運
動
場
の
用
、

遊
技
場
の
用
そ
の
他
こ
れ
ら
の
用
の
区
分
に
類
す
る
も
の
、
こ
れ
ら
の
用
に
一
体
と
し
て
供
さ
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る
も
の
を
い
う
。
例
え
ば
、
事
務
所
と

敷
地
が
譲
渡
さ
れ
、
別
に
所
有
し
て
い
る
土
地
に
事
務
所
だ
け
建
築
す
る
場
合
等
で
あ
る
。

（
21
）

個
別
法
、
一
組
法
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
事
業
又
は
事
業
に
準
ず
る
も
の
（
事
業
と
称
す
る
に
至
ら
な
い
不
動
産
ま
た
は
船
舶
の
貸
付
等
）

の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
資
産
で
、
対
価
補
償
金
の
額
を
以
て
、
そ
の
事
業
又
は
事
業
に
準
ず
る
も
の
の
用
に
供
す
る
土
地
又
は
減
価
償
却
資
産
を
取
得
し
た

場
合
は
こ
れ
ら
の
資
産
を
代
替
資
産
と
す
る
。
こ
れ
は
、
農
地
、
漁
業
権
等
そ
の
再
取
得
が
困
難
な
資
産
は
従
来
の
事
業
を
継
続
す
る
た
め
の
資
産
を
代
替

資
産
と
し
て
広
く
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
22
）

日
本
税
理
士
会
連
合
会
編
・
前
掲
注
（
５
）
四
五
六
頁
、
与
良
秀
雄
編
・
前
掲
注
（
17
）
四
七
頁
。

（
23
）

大
阪
地
判
昭
和
四
四
年
五
月
一
五
日
税
資
五
六
号
六
六
四
頁
・
訟
務
月
報
一
五
巻
九
号
一
〇
九
四
号
代
替
資
産
の
取
得
価
格
と
し
て
、
代
替
資
産
購
入
代
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金
、
登
記
手
続
費
用
、
建
物
改
造
費
、
ル
ー
ム
ク
ー
ラ
ー
移
転
費
は
直
接
費
用
、
利
用
価
値
増
大
費
用
と
し
て
含
ま
れ
る
が
、
電
柱
移
設
費
、
電
話
移
設
費
、

移
転
案
内
費
は
移
転
に
伴
う
経
費
で
、
改
造
中
の
火
災
保
険
料
、
伝
票
類
印
刷
替
費
用
は
ど
ち
ら
に
も
該
当
し
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
三
節

わ
が
国
の
現
行
法
解
釈
の
問
題
点

平
成
一
三
年
の
土
地
収
用
法
の
改
正
に
お
い
て
、
補
償
基
準
の
法
令
化
が
図
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
は
損
失
補
償
金
の
交
付
に
当
た
っ
て

は
、
昭
和
三
七
年
閣
議
決
定
の
損
失
補
償
基
準
要
綱
、
用
対
連
基
準
等
を
基
に
そ
の
金
額
の
交
付
を
決
定
し
て
い
た
が
、
今
般
の
改
正
に

お
い
て
そ
の
内
容
が
法
令
化
さ
れ
、
新
た
に
生
活
再
建
の
た
め
の
措
置
も
も
り
込
ま
れ
た
。
し
か
し
、
伊
江
島
補
助
飛
行
場
反
戦
地
主
所

得
税
事
件
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
収
用
と
課
税
に
お
け
る
損
失
補
償
金
の
評
価
は
同
一
で
は
な
く
、
公
用
収
用
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
の

解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
交
付
さ
れ
る
損
失
補
償
金
の
税
法
上
の
評
価
、
振
分
け
が
最
初
に
行
わ
れ
る
。
次
に
振
分
け
ら

れ
た
損
失
補
償
金
に
つ
い
て
課
税
繰
延
べ
の
対
象
と
な
る
も
の
に
つ
き
、
順
次
課
税
繰
延
べ
の
適
用
判
断
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
本
節
に
お
い
て
は
、
損
失
補
償
金
の
評
価
と
そ
れ
に
連
な
る
課
税
繰
延
べ
の
解
釈
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
次
節
に
お
い
て

現
行
法
解
釈
の
新
た
な
試
み
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

現
行
法
の
課
税
繰
延
べ
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
前
述
し
た
と
お
り
ま
ず
第
一
に
損
失
補
償
金
の
税
法
上
の
評
価
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
評
価
の
前
提
と
し
て
損
失
補
償
金
の
収
用
処
分
と
課
税
処
分
の
関
係
を
確
認
し
、
次
い
で
損
失
補
償
金
を
め
ぐ

る
課
税
繰
延
べ
の
解
釈
上
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
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㈠

損
失
補
償
金
の
収
用
処
分
と
課
税
処
分
の
関
係

⒜

収
用
処
分
に
お
け
る
損
失
補
償
金

わ
が
国
の
憲
法
は
私
有
財
産
制
を
前
提
と
し
て
、
正
当
な
補
償
の
も
と
に
私
有
財
産
を
公
共
の
用
の
た
め
収
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

し
て
い
る
。
そ
の
た
め
土
地
収
用
法
や
都
市
計
画
法
、
鉱
業
法
、
漁
業
法
等
で
収
用
権
限
を
認
め
る
一
方
、
そ
の
収
用
等
に
よ
り
損
失
補

償
金
を
交
付
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
手
続
き
で
、
ど
う
い
う
内
容
の
補
償
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
収
用
理
論
に
お
い
て
は
、
あ
る
収
用
行
為
が
あ
っ
た
場
合
の
補
償
の
内
容
と
し
て
は
、
権
利
対
価

１
）

補
償
、
付
随
的
損
失
の
補
償（
通

損

２
）

補
償
）、
生
活
権

３
）

補
償
、
営
業

４
）

補
償
、
精
神
的
損
失
補
償
（
慰

５
）

謝
料
）、
土
地
使
用
の
補

６
）

償
等
が
収
用
損
失
と
し
て
考
え
ら
れ
、
収
用
損

失
に
対
比
さ
れ
る
概
念
と
し
て
事
業

７
）

損
失
と
い
う
概
念
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
補
償
金
の
算
定
に
あ
た
っ
て
、
法
は
被
収
用
者
の
財
産
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
金
額
を
決
定
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

収
用
手
続
き
に
は
大
き
く
分
け
て
、「
事
業
認
定
」
の
手
続
き
と
、「
収
用
又
は
使
用
の
裁
決
」
の
手
続
き
が
あ
る
。
損
失
補
償
金
の
内

容
に
つ
い
て
は
後
者
の
手
続
き
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に

８
）

な
る
。土
地
収
用
法
は
四
六
条
の
二
に
お
い
て
補
償
金
の
支
払
と
し
て
、

土
地
又
は
土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
権
利
に
対
す
る
補
償
金
を
支
払
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
土
地
に
対
す
る
補
償
金
の
額

は
土
地
収
用
法
七
一
条
に
お
い
て
「
近
傍
類
地
の
取
引
価
格
等
を
考
慮
し
て
算
定
し
た
事
業
の
認
定
の
告
示
の
時
に
お
け
る
相
当
な
価
格

に
、
権
利
取
得
裁
決
の
時
ま
で
の
物
価
の
変
動
に
応
ず
る
修
正
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
」
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
土
地
が
収

用
さ
れ
る
時
に
補
償
さ
れ
る
金
額
は
土
地
の
価
格
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
補
償
は
原
則
と
し
て
法
に
規
定
が
な
け
れ
ば
補
償
さ
れ
な
い
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
収
用
法
は
収
用
等
に
よ
り
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
損
害
は
、
土
地
の
価
格
と
そ
れ
以
外
の
も
の
と
に
区
分
し
支
払
わ
れ

る
構
成
を
取
っ
て
い
る
。

損
失
補
償
に
お
け
る
土
地
の
価
格
の
評
価
に
つ
い
て
は
鑑
定
評
価
上
、
三
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
更
地
価
格
主
義
、
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移
転
主
義
、
残
地
の
発
生
と
残
地
補
償
制
度
で
あ
る
と
さ
れ
て

９
）

い
る
。
こ
の
三
点
を
前
提
に
、
取
引
価
格
す
な
わ
ち
不
動
産
鑑
定
評
価

10
）

基
準

で
い
う
「
取
引
事
例
比

11
）

較
法
」
で
不
動
産
価
格
を
算
定
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
算
出
さ
れ
た
価
格
が
、
土
地
の
相
当
な
価
格
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
最
高
裁
は
、
昭
和
四
八
年
一
〇
月
一
八
日
の

判
決
に
お
い
て
、
相
当
な
価
格
と
は
「
損
失
補
償
は
土
地
所
有
者
が
被
る
特
別
な
犠
牲
の
回
復
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
完
全
な
補
償
、
す
な
わ
ち
、
収
用
の
前
後
を
通
じ
て
被
収
用
者
の
財
産
価
値
を
等
し
か
ら
し
む
る
よ
う
な
補
償
を
な
す
べ
き
で
あ

り
、
金
銭
を
も
っ
て
補
償
す
る
場
合
に
お
い
て
は
近
傍
に
お
い
て
同
等
の
代
替
地
を
取
得
す
る
に
足
り
る
金
額
を
補
償
す
べ
き
」
と
判
示

12
）

し
た
。
他
に
は
、
客
観
的
か
つ
正
常
な
市
場
価
値
を
指
す

13
）

も
の
、
当
該
土
地
の
一
般
的
利
用
価
値
、
換
言
す
れ
ば
客
観
的
評
価
に
お
け
る

価
値
を
指
す

14
）

も
の
、
収
用
土
地
の
客
観
的
取
引
価
格
と
解
す
る

15
）

も
の
、
等
が
判
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
算
定
基
準
の
合
憲
性
に
つ

い
て
最
高
裁
は
平
成
一
四
年
六
月
一
一
日

16
）

判
決
に
お
い
て
、
憲
法
二
九
条
三
項
に
違
反
し
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
土
地
の
価
格
の
評
価
に
対
し
て
、
期
待
的
利
益
の
損
失
の
評
価
は
ど
う
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
今
日
、
土
地
の
価
格
は
客

観
的
取
引
価
格
で
評
価
す
る
こ
と
が
通
用
し
な
く
な
っ
て
お
り
、
新
た
な
評
価
方
法
と
し
て
収
益
還
元
法
（
Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
）
が
主
流
と
な
り
、

国
際
会
計
基
準
（
Ｉ
Ａ
Ｓ
）
に
お
け
る
投
資
用
不
動
産
の
時
価
評
価
基
準
に
も
Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て

17
）

い
る
こ
と
の
整

合
性
は
ど
う
す
る
の
か
等
と
い
う
問
題
は
あ
ろ
う
が
、
土
地
収
用
法
に
お
け
る
損
失
補
償
は
、
土
地
の
価
格
と
収
用
に
伴
う
様
々
な
補
償

を
土
地
の
所
有
権
の
剥
奪
と
い
う
行
為
に
対
す
る
対
価
と
し
て
給
付
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
の
総
額
全
額
に
つ
い
て
課
税
繰
延
べ
の

対
象
と
す
る
の
か
が
税
法
上
の
問
題
で
あ
る
。

⒝
課
税
処
分
に
お
け
る
損
失
補
償
金

土
地
収
用
法
及
び
損
失
補
償
基
準
要
綱
に
従
っ
て
交
付
さ
れ
た
補
償
金
に
つ
い
て
、
租
税
法
上
の
評
価
規
定
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
区

分
は
も
っ
ぱ
ら
解
釈
に
よ
り
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
指
針
と
し
て
の
租
税
特
別
措
置
法
基
本
通
達
三
三
｜
九
（
昭
和
五
七
直
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資
三
｜
三
改
正
）
は
補
償
金
の
種
類
を
、
対
価
補
償
金
、
収
益
補
償
金
、
経
費
補
償
金
、
移
転
補
償
金
、
そ
の
他
対
価
補
償
金
の
実
質
を

有
し
な
い
補
償
金
の
五
つ
に
区
分
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
昭
和
四
一
年
三
月
五
日
付
直
審
（
所
）
一
〇
外
通
達
の
別
表
１
に
お
い
て
は
、

損
失
補
償
基
準
の
条
文
に
対
応
し
、
不
動
産
の
譲
受
け
の
対
価
の
支
払
調
書
摘
要
欄
に
記
載
す
る
補
償
金
の
名
称
と
税
法
適
用
上
の
区
分

を
細
か
く
規
定
し
て

18
）

い
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
区
分
は
課
税
に
お
け
る
便
宜
上
の
区
分
で
あ
っ
て
、
収
用
に
係
る
損
失
補
償
金
の
総
額
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か

が
な
お
問
題
と
な
る
。
判
例
の
態
度
は
、「
土
地
対
価
補
償
金
、
建
物
対
価
補
償
金
、
収
益
補
償
金
、
経
費
補
償
金
お
よ
び
動
産
移
転
補
償

金
の
名
目
に
よ
る
本
件
収
用
補
償
金
の
総
額
は
、
本
件
収
用
に
か
か
る
土
地
お
よ
び
建
物
の
対
価
を
代
替
資
産
の
取
得
価
格
と
同
額
と
し

た
上
、
こ
れ
に
移
転
に
伴
う
経
費
の
補
償
も
加
え
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
収
用
補
償
金
は
そ
の
名
義
が
い
ず
れ
で
あ
る

か
を
問
わ
ず
、
一
部
が
移
転
に
伴
う
経
費
の
補
償
金
で
あ
る
ほ
か
は
、
す
べ
て
が
本
件
収
用
に
か
か
る
土
地
お
よ
び
建
物
の
対
価
補
償
金

で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
対
価
補
償
金
を
本
件
収
用
に
か
か
る
資
産
の
客
観
的
交
換
価
値
に
限
定
し
て
把
握
す
る
必
要
は
な

い
」
と
し
て

19
）

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
判
例
は
課
税
繰
延
べ
の
対
象
と
な
る
金
額
を
、
名
目
上
の
対
価
補
償
金
つ
ま
り
収
用
物
件

の
客
観
的
交
換
価
値
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
広
く
損
失
補
償
金
を
そ
の
対
象
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
課
税
繰
延
べ
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
収
入
の
基
準
、
根
拠
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
指
針
を
示
す
学
説
等
も
存
在
し
な
い
。
実

務
上
も
、
原
則
的
に
は
判
例
の
態
度
と
同
様
、
前
記
の
五
つ
の
区
分
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
処
分
を
行
っ
て
い
る
。
対
価
補
償
金
に
つ
い

て
は
課
税
の
特
例
が
適
用
さ
れ
、
収
益
補
償
金
、
経
費
補
償
金
に
関
し
て
は
対
価
補
償
金
と
し
て
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
が

原
則
不
適
用
、
移
転
補
償
金
に
関
し
て
は
曳
家
補
償
及
び
移
設
困
難
な
場
合
の
補
償
、
借
家
人
補
償
は
対
価
補
償
金
と
し
て
取
扱
う
こ
と

と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
逆
収
用
の
請
求
つ
ま
り
土
地
等
が
収
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
土
地
の
上
に
あ
る
建
物
な
ど
の
資
産
に
つ

い
て
そ
の
収
用
を
請
求
す
る
場
合
の
対
価
、
土
地
等
が
収
用
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
建
物
の
取
壊
し
等
の
損
失
に
係
る
補
償
金
も
対
価
補
償
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金
と
さ
れ
て

20
）

い
る
。

前
記
の
う
ち
収
益
補
償
金
、
経
費
補
償
金
が
対
価
補
償
金
と
し
て
取
扱
う
こ
と
の
で
き
る
場
合
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
実
務
は
次
の
よ

う
な
取
扱
い
を
す
る
。
一
つ
は
収
益
補
償
金
の
対
価
補
償
金
へ
の
振
替
え
で
あ
り
、
建
物
が
収
用
さ
れ
た
場
合
で
、
収
益
補
償
金
の
交
付

を
受
け
て
い
る
場
合
、
お
よ
び
建
物
の
対
価
補
償
金
が
収
用
等
を
さ
れ
た
建
物
の
再
取
得
価
格
に
満
た
な
い
時
は
、
収
益
補
償
金
の
う
ち

当
該
満
た
な
い
金
額
に
達
す
る
ま
で
の
金
額
を
対
価
補
償
金
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
租
税
特
別
措
置
法
基
本
通
達
三
三
｜
一
一
）
と
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
機
械
装
置
等
の
売
却
損
の
補
償
金
は
対
価
補
償
金
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
（
同
通
達
三
三
｜
一
三
）。

こ
の
よ
う
に
課
税
庁
は
、
収
益
補
償
金
及
び
経
費
補
償
金
が
対
価
補
償
金
と
し
て
認
め
ら
れ
る
場
合
を
拡
大
解
釈
し
て
い
る
が
、
現
実

に
は
営
業
補
償
金
等
の
名
目
で
受
取
っ
た
補
償
金
に
つ
い
て
収
益
補
償
金
に
該
当
す
る
の
か
経
費
補
償
金
に
該
当
す
る
の
か
争
わ
れ
た
事

例
が
多
数

21
）

あ
り
、
学
説
も
営
業
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
収
益
上
の
損
失
補
償
は
収
益
補
償
金
で
、
こ
れ
に
対
し
営
業
自
体
を

廃
止
す
る
こ
と
に
対
す
る
補
償
金
は
、
営
業
権
の
譲
渡
対
価
で
あ
り
対
価
補
償
金
で
あ
る

22
）

と
か
、
免
許
を
受
け
た
営
業
等
の
営
業
の
権
利

等
が
資
産
と
は
独
立
に
取
引
さ
れ
る
慣
習
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
正
常
な
取
引
価
格
の
額
を
補
償
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
も

し
こ
の
よ
う
な
補
償
金
が
支
払
わ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
営
業
権
の
対
価
補
償
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら

23
）

れ
る
と
し
て
お
り
、
そ

の
判
断
基
準
は
相
対
的
で
個
別
的
で
あ
る
。

そ
の
他
補
償
金
に
つ
い
て
は
、
み
ぞ
・
か
き

24
）

補
償
、
少
数
残
存
者
補
償
、
離
職
者

25
）

補
償
等
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
補
償
金
は
課

税
繰
延
べ
の
対
象
と
な
る
補
償
金
に
は
該
当
し
な
い
が
、
補
償
金
が
精
神
的
慰
謝
料
や
見
舞
金
に
該
当
す
れ
ば
非
課
税
所
得
と
し
て
取
扱

わ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
（
租
税
特
別
措
置
法
基
本
通
達
三
三
｜
九
）。

以
上
、
収
用
処
分
と
課
税
処
分
に
お
け
る
損
失
補
償
金
の
関
係
を
見
て
き
た
が
、
収
用
処
分
に
お
い
て
交
付
さ
れ
る
補
償
金
と
し
て
は
、

昭
和
四
八
年
の
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
代
替
地
原
則
を
採
用
し
交
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
課
税
処
分
に
お
い
て
は
代
替
地
を
取

北研45(2・ )122 320

論 説



得
す
る
に
足
り
る
金
額
を
五
つ
の
区
分
で
再
検
討
し
、
課
税
繰
延
べ
を
適
用
で
き
る
部
分
と
課
税
（
例
外
的
に
非
課
税
）
す
る
部
分
に
損

失
補
償
金
を
評
価
し
直
す
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
税
法
上
の
解
釈
に
よ
っ
て
課
税
を
受
け
最
終
的
な
処
分
可
能
金
額
が
代

替
地
を
取
得
で
き
な
い
こ
と
と
な
れ
ば
、
昭
和
四
八
年
の
最
高
裁
判
決
の
代
替
地
原
則
は
実
質
的
に
は
保
障
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
損
失
補
償
金
の
課
税
繰
延
べ
を
巡
る
解
釈
は
、
課
税
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
収
用
処
分
も
含
め
た
被
収
用
者
（
納
税
者
）

の
権
利
保
障
の
問
題
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
る
。

㈡

現
行
課
税
繰
延
べ
規
定
の
解
釈

課
税
繰
延
べ
規
定
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
と
お
り
、
基
本
と
な
る
三
つ
の
形
態
が
存
在
し
、
そ
の
中
で
も
基
本
と
な
る
の
が
、

い
わ
ゆ
る
同
種
類
の
財
産
の
交
換
規
定
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
所
得
税
法
第
五
八
条
が
、
昭
和
三
四
年
に
従
来
取
扱
い
に
よ
り
認

め
ら
れ
て
い
た
も
の
を
法
文
化
し
た
の
で

26
）

あ
る
。
わ
が
国
で
所
得
税
が
採
用
さ
れ
た
の
は
明
治
二
〇
（
一
八

27
）

八
七
）
年
で
、
キ
ャ
ビ
タ
ル
・

ゲ
イ
ン
で
あ
る
譲
渡
所
得
課
税
が
行
わ
れ
る
の
が
昭
和
二
一
年
で
あ
る

28
）

こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
実
務
が
昭
和
二
四
年
に

29
）

通
達
に
よ
り
、
交

換
に
よ
る
課
税
繰
延
べ
を
認
め
て
い
た
の
は
、
相
当
早
い
段
階
で
こ
の
よ
う
な
制
度
を
導
入
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

居
住
用
住
宅
の
交
換
に
つ
い
て
は
、
課
税
繰
延
べ
規
定
と
特
別
控
除
規
定
が
併
存
し
て
お
り
、
そ
の
適
用
は
選
択
と
な
っ
て
い
る
。
規

定
の
創
設
は
昭
和
二
七
年
と
古
い
が
、
幾
度
と
な
く
改
廃
が
行
わ
れ
、
わ
が
国
の
土
地
、
住
宅
政
策
に
振
り
回
さ
れ
た
感
が
あ
る
制
度
と

な
っ
て
い
る
。

こ
の
両
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
特
例
規
定
と
し
て
厳
格
に
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
適
用
要
件
の
判
断
は
限
定
的
で
あ
る
。

第
三
の
形
態
と
し
て
、
公
用
収
用
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
制
度
は
そ
の
創
設
が
米
国
と
同
様
、
理
論
的
に
認
め
ら
れ
創
設
さ
れ
た
も
の

で
は
な
く
、
偶
発
的
事
象
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
公
用
収
用
に
お
け
る
特
例
規
定
は
、
居
住
用
住
宅
の
特
例
規
定
と
同
様
、
課
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税
繰
延
べ
の
ほ
か
に
特
別
控
除
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
選
択
適
用
と
な
っ
て
い
る
。

課
税
繰
延
べ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
論
点
と
し
て
米
国
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
課
税
繰
延
べ
規
定
と
比
べ
、
収
用
と
任
意
買
収
の
範
囲
に

つ
い
て
は
、
米
国
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
適
用
範
囲
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
代
替
資
産
の
範
囲
は
米
国
に
比
し
、
細
分
に
渡
っ

て
規
定
は
さ
れ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
み
れ
ば
そ
の
適
用
範
囲
は
米
国
と
同
様
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
代
替
資
産
の
取
得
時
期
に
つ
い
て
は
米
国
と
ほ
ぼ
同
一
の
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
、
そ
の
解
釈
の
指
針
は
、
租
税
特
別
措
置
法
と
い
う
立
法
形
式
を
根
拠
と
し
て
、
原
則
課
税
に
対
す
る
例
外
規
定
は
、
法
の

解
釈
と
し
て
は
厳
格
、
限
定
的
に
解
釈
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
根
底
に
あ
る
。

さ
ら
に
根
本
的
な
問
題
と
し
て
、
わ
が
国
の
制
度
に
お
い
て
は
課
税
繰
延
べ
の
対
象
と
な
る
損
失
補
償
金
の
範
囲
の
問
題
が
あ
る
。
米

国
に
お
い
て
はb

a
sis

の
問
題
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
収
用
段
階
で
は
、
被
収
用
者
に
交
付
さ
れ
る
補
償
金
は
個
別
払
い
の
原
則
、
渡

し
切
り
の
原
則
、
一
部
前
払
い
制

30
）

度
等
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
が
、
課
税
段
階
に
お
い
て
は
、
受
取
っ
た
損
失
補
償
金
を
再
評
価
し
そ
の
内

容
を
吟
味
し
、
課
税
繰
延
べ
と
な
る
補
償
金
、
課
税
さ
れ
る
補
償
金
、
非
課
税
と
な
る
補
償
金
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と

は
、
わ
が
国
の
収
用
に
か
か
る
損
失
補
償
金
の
多
様
性
と
、
所
得
税
に
お
け
る
所
得
区
分
の
多
様
性
が
、
米
国
の
制
度
に
比
べ
複
雑
と
な
っ

て
い
る
た
め
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
損
失
補
償
金
の
評
価
の
問
題
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
、
こ
の
損
失
補
償
金
は
損
害
賠

償
金
と
の
境
界
が
曖
昧
と
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
問
題
は
さ
ら
に
複
雑
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）

収
用
さ
れ
る
土
地
に
対
す
る
補
償
の
議
論
と
し
て
、
完
全
補
償
説
と
相
当
補
償
説
の
対
立
、
財
産
権
補
償
と
生
活
権
補
償
の
問
題
等
が
基
本
的
な
議
論
と

し
て
あ
る
。
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（
２
）

離
作
料
、
営
業
上
の
損
失
、
建
物
の
移
転
に
よ
る
賃
貸
料
の
損
失
、
み
ぞ
か
き
補
償
等
を
い
う
。
通
損
補
償
は
憲
法
二
九
条
三
項
の
正
当
な
補
償
に
該
当

し
、
政
策
上
の
補
償
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
（
宇
賀
克
也
『
国
家
補
償
法
』
四
三
九
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
））。

（
３
）

生
活
権
補
償
の
明
確
な
定
義
は
ま
だ
さ
れ
て
い
な
い
が
、
最
広
義
の
意
味
に
お
い
て
は
権
利
対
価
補
償
を
含
め
た
意
味
で
理
解
さ
れ
る
が
、
一
般
的
に
は

個
別
の
財
産
に
対
す
る
補
償
で
は
な
く
、
生
活
全
体
に
対
す
る
補
償
と
し
て
権
利
対
価
補
償
や
慰
謝
料
を
除
い
た
概
念
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
そ
こ
で
生
活

権
補
償
と
い
う
言
葉
と
は
別
に
生
活
再
建
補
償
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
場
合
も
あ
る
。

（
４
）

土
地
の
収
用
・
使
用
に
伴
い
営
業
用
の
建
物
等
を
移
転
す
る
こ
と
よ
る
営
業
上
の
損
失
補
償
で
あ
り
、
営
業
休
止
補
償
（
休
業
補
償
）、
営
業
規
模
縮
小
補

償
、
営
業
廃
止
補
償
が
あ
る
。

（
５
）

収
用
に
よ
っ
て
生
ず
る
被
収
用
者
の
精
神
的
苦
痛
で
あ
る
が
、
従
来
判
例
・
学
説
と
も
こ
れ
を
消
極
的
に
解
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
収
用
を
有
利
に
進
め

る
た
め
、
慰
謝
料
名
目
の
不
明
確
な
支
出
が
あ
っ
た
と
い
う
背
景
が
あ
る
が
、
一
般
に
社
会
通
念
上
受
忍
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
近
年
、

住
み
慣
れ
た
土
地
か
ら
の
移
転
、
機
会
費
用
的
発
想
、
将
来
の
生
活
の
不
安
等
を
掲
げ
積
極
的
に
解
す
る
立
場
も
有
力
と
な
っ
て
い
る（
宇
賀
・
前
掲
注（
２
）

四
五
八
頁
）。

（
６
）

土
地
使
用
の
補
償
の
他
、
公
用
制
限
つ
ま
り
土
地
利
用
規
制
に
伴
う
損
失
補
償
の
可
否
が
問
題
と
な
る
。
補
償
の
要
否
を
租
税
（
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
）

課
税
と
関
係
付
け
る
見
解
と
し
て
、
岩
田
規
久
男
『
土
地
と
住
宅
の
経
済
学
』
一
七
一
頁
（
日
経
新
聞
社
、
一
九
七
七
）。

（
７
）

収
用
等
の
結
果
、
起
業
地
お
よ
び
残
地
等
に
生
ず
る
損
失
を
い
う
。
例
え
ば
、
収
用
等
が
さ
れ
る
土
地
の
隣
接
地
の
利
用
価
値
を
維
持
す
る
た
め
の
、
み

ぞ
・
か
き
補
償
、
テ
レ
ビ
電
波
障
害
の
補
償
、
日
照
阻
害
に
対
す
る
補
償
、
水
枯
渇
補
償
等
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
８
）

小
高
剛
『
損
失
補
償
研
究
』
二
八
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）、
行
政
事
件
訴
訟
実
務
研
究
会
編
『
判
例
概
説

土
地
収
用
法
』
一
〇
頁
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、

二
〇
〇
〇
）。

（
９
）

田
辺
愛
壹
『
損
失
補
償
制
度
』
二
二
頁
（
清
文
社
、
二
〇
〇
三
）。

（
10
）

昭
和
三
九
年
に
不
動
産
鑑
定
の
評
価
の
拠
り
所
と
な
る
統
一
基
準
と
し
て
制
定
さ
れ
、
不
当
鑑
定
の
判
断
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
11
）

通
常
土
地
の
鑑
定
に
関
し
不
動
産
鑑
定
評
価
基
準
は
取
引
事
例
比
較
法
、
収
益
還
元
法
、
原
価
法
の
三
方
式
を
併
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
損
失
補

償
の
場
合
取
引
事
例
比
較
法
を
基
準
手
法
と
し
他
の
二
方
式
を
参
考
手
法
と
し
て
い
る
。

佐
久
間
曻
『
用
地
買
収
の
理
論
と
実
践
』
七
〇
頁
（
プ
ロ
グ
レ
ス
、
二
〇
〇
四
）
参
照
。

（
12
）

民
集
二
七
巻
九
号
一
二
一
〇
頁
・
判
例
時
報
六
三
一
号
一
頁
。

評
釈
と
し
て
芝
池
義
一
（
民
商
法
雑
誌
七
一
巻
三
号
五
四
四
頁
）、
松
島
諄
吉
（
行
政
判
例
百
選

三
〇
二
頁
）、
池
田
敏
雄
（
行
政
判
例
百
選

二
版
三
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二
四
頁
、
同
三
版
三
二
八
頁
、
同
四
版
三
五
二
頁
）、
矢
島
基
美
（
憲
法
判
例
百
選

三
版
二
〇
六
頁
、
同
四
版
二
二
〇
頁
）、
船
田
正
之
（
街
づ
く
り
国
づ

く
り
判
例
百
選
一
五
〇
頁
）。

（
13
）

静
岡
地
判
平
成
一
一
年
一
月
二
九
日
判
例
集
未
搭
載
（
事
件
番
号
静
岡
地
平
成
四
年
ウ
第
三
号
）。

（
14
）

徳
島
地
判
昭
和
二
九
年
二
月
一
二
日
行
集
五
巻
二
号
三
九
二
頁
。

（
15
）

大
阪
高
判
昭
和
三
九
年
一
一
月
九
日
下
民
一
五
巻
一
一
号
二
六
四
一
号
・
判
時
四
〇
一
号
四
四
頁
。

評
釈

鳥
巣
英
司
（
街
づ
く
り
国
づ
く
り
判
例
百
選
一
四
八
頁
）。

（
16
）

民
集
五
六
巻
五
号
九
五
八
号
・
判
タ
一
〇
九
八
号
一
〇
四
頁
・
判
時
一
七
九
二
号
四
七
頁
。

評
釈

小
高
剛
（
法
学
教
室
二
六
六
号
一
四
六
頁
）、
林
知
吏
（
法
学
教
室
二
七
〇
号
別
冊
一
一
頁
）
青
野
洋
士
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
四
〇
号
一
一
四
頁
）、

大
隈
義
和
（
判
例
評
論
五
三
一
号
二
頁
）。

（
17
）

不
動
産
鑑
定
評
価
基
準
が
一
四
年
七
月
に
改
正
（
国
土
交
通
事
務
次
官
通
知
）
さ
れ
、
新
鑑
定
基
準
が
一
五
年
一
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。
改
正
の
要

点
と
し
て
収
益
性
を
重
視
し
た
鑑
定
評
価
の
充
実
と
し
て
Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
の
導
入
と
不
動
産
の
証
券
化
に
は
原
則
と
し
て
Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
を
適
用
す
る
こ
と
を
規
定
し

て
い
る
。
Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
と
は
従
来
の
収
益
還
元
法
の
主
流
で
あ
る
直
接
還
元
法
（
特
定
の
期
間
の
純
収
益
を
一
定
率
で
割
戻
し
て
現
在
価
値
を
求
め
る
方
法
）

と
異
な
り
、
対
象
不
動
産
の
保
有
期
間
に
得
ら
れ
る
純
収
益
と
期
間
満
了
後
の
売
却
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
と
予
測
さ
れ
る
価
値
を
現
在
価
格
に
割
戻
し
足
し

上
げ
る
方
法
で
あ
る
。

（
18
）

木
村
秀
穂
編
『
公
共
用
地
等
の
補
償
の
税
務
平
成
一
五
年
版
』
二
四
二
頁
（
財
団
法
人
納
税
協
会
連
合
会
、
二
〇
〇
三
）。

（
19
）

大
阪
地
判
昭
和
四
四
年
五
月
一
五
日
税
資
五
六
号
六
六
四
頁
・
訟
務
月
報
一
五
巻
九
号
一
〇
九
四
号
。

評
釈

清
永
敬
次
（
シ
ュ
ト
イ
エ
ル
九
七
号
六
頁
）、
北
谷
健
一
（
税
務
弘
報
一
八
巻
一
〇
五
頁
）。

（
20
）

租
税
特
別
措
置
法
三
三
条
三
項
二
号
、
同
施
行
令
二
二
条
一
三
項
一
号

同
通
達
三
三
｜
二
七
。

（
21
）

東
京
地
判
昭
和
四
八
年
二
月
一
五
日
税
資
六
九
号
三
六
三
頁
、
東
京
地
判
昭
和
四
八
年
一
二
月
一
八
日
訟
務
月
報
二
〇
巻
四
号
一
五
四
頁
。

そ
の
他
、
玉
国
文
敏
「
わ
が
国
に
お
け
る
補
償
金
課
税
の
実
際
と
理
論
的
問
題
点
｜

損
失
補
償
金
に
対
す
る
課
税
を
中
心
と
し
て
｜

」
租
税
法
研
究
第

三
号
一
〇
五
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
五
）
参
照
。

（
22
）

玉
国
・
上
掲
一
〇
四
頁
。

（
23
）

日
本
税
理
士
会
連
合
会
編
集
『
買
換
・
交
換
・
収
用
の
税
務
事
典
三
訂
版
』
四
二
八
頁
（
東
林
出
版
社
、
二
〇
〇
二
）。

（
24
）

実
費
弁
償
的
な
性
格
の
補
償
金
と
し
て
非
課
税
（
租
税
特
別
措
置
法
基
本
通
達
三
三
｜
一
八
）
と
さ
れ
て
い
る
。
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（
25
）

原
則
と
し
て
一
時
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
解
す
る
。

（
26
）

武
田
昌
輔
『
Ｄ
Ｈ
Ｃ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
所
得
税
⑶
』
四
二
六
二
頁
（
第
一
法
規
、
加
除
式
）。

（
27
）

金
子
宏
『
租
税
法
第
十
二
版
』
四
二
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
）。

（
28
）

金
子
・
上
掲
五
二
頁
。

（
29
）

大
野
新
二
「
圧
縮
記
帳
に
お
け
る
課
税
繰
越
趣
旨
の
再
吟
味
」
税
務
大
学
校
論
叢
三
五
号
一
七
頁
（
二
〇
〇
〇
）、
佐
藤
文
雄
「
日
米
に
お
け
る
固
定
資
産

の
交
換
の
税
務
処
理
⑴
」
京
産
大
経
済
経
営
論
叢
第
二
二
巻
第
三
号
二
三
一
頁
（
一
九
八
七
）
は
昭
和
二
四
年
の
国
税
庁
通
達
も
米
国
法
の
強
い
影
響
が
う

か
が
え
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
30
）

田
辺
・
前
掲
注
（
９
）
二
一
九
頁
。

第
四
節

現
行
法
解
釈
の
一
試
論

本
節
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
わ
が
国
の
課
税
繰
延
べ
規
定
の
解
釈
の
新
た
な
提
示
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ

ま
で
の
議
論
を
整
理
す
る
と
、
わ
が
国
の
公
用
収
用
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
規
定
は
、
米
国
の
規
定
を
母
法
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。

米
国
に
お
い
て
公
用
収
用
概
念
は
一
八
七
一
年
のP

u
m
p
ell v

.
G
reen B

a
y C

o
.

１
）

事
件
を
き
っ
か
け
に
、
財
産
の
収
用
概
念
は
非
常
に

広
範
な
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
も
こ
の
広
範
な
収
用
概
念
に
対
応
し
た
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
は
、「
公
用
収
用
の
恐
れ
」ま
で
も
含
む
事
態
に
も
適
用
さ
れ
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
公
用
収
用
に
係

る
損
失
補
償
金
で
再
投
資
し
た
財
産
に
関
し
て
は
、
原
則
的
に
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
一
条
の
「
同
種
類
（L

ik
e-K

in
d

）」
の
要
件
よ
り
狭
い

概
念
で
あ
る
、「
同
一
及
び
役
務
又
は
使
用
と
関
係
（S

im
ila
r o
r R

ela
ted in S

erv
ise o

r U
se

）」
す
る
財
産
へ
の
転
換
が
要
求
さ
れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
判
例
は
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
が
救
済
規
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の
要
件
を
次
第
に
緩
和
し
、
寛
大
な
解
釈
を
行
っ
た
。
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そ
の
結
果
、
一
九
五
八
年
に
は
公
用
収
用
に
係
る
不
動
産
に
限
っ
て
は
、
転
換
財
産
の
範
囲
を
同
種
類
（L

ik
e-K

in
d

）
に
広
げ
る
立
法
措

置
が
と
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
米
国
の
「
救
済
措
置
」
と
し
て
の
解
釈
原
理
に
対
し
、
わ
が
国
の
解
釈
原
理
は
、
課
税
庁
、
通
説
、
判
例
も
租
税
特
別
措

置
法
と
い
う
立
法
が
、
本
法
の
例
外
規
定
で
あ
る
と
い
う
形
式
面
を
重
視
し
た
厳
格
、
限
定
的
な
解
釈
を
行
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
公
用
収
用
の
課
税
繰
延
べ
規
定
の
立
法
趣
旨
は
明
確
で
は
な
く
、
そ
の
成
立
は
漁
業
者
の
救
済
と
い
う
偶
発
的
な
出
来
事
を

切
っ
掛
け
と
し
て
お
り
、
こ
の
規
定
の
解
釈
原
理
に
つ
い
て
は
未
だ
明
確
な
理
論
構
成
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
公
用
収
用
の
課
税
繰
延
べ

規
定
の
解
釈
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
性
が
あ
ろ
う
。

㈠

課
税
繰
延
べ
の
論
拠

⒜

わ
が
国
に
お
け
る
議
論

税
法
上
、
な
ぜ
課
税
繰
延
べ
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
学
説
上
こ
の
よ
う
な
議
論

が
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
わ
が
国
の
課
税
繰
延
べ
規
定
が
、
租
税
特
別
措
置
法
と
い
う
本
法
に
対
す
る
例
外

規
定
、
特
例
規
定
と
い
う
形
式
的
な
位
置
付
け
の
み
で
政
策
立
法
と
の
見
方
を
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
こ

の
課
税
繰
延
べ
の
論
拠
と
し
て
、
現
行
規
定
創
設
時
の
前
後
に
、「
機
能
説
」、「
救
済
説
」と
い
う
二
つ
の
説
が
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て

２
）

い
る
。

ま
ず
「
機
能
説
」
と
は
、
譲
渡
資
産
と
同
種
の
資
産
を
取
得
し
た
場
合
、
そ
の
取
引
に
よ
っ
て
積
極
的
に
利
益
を
実
現
し
よ
う
と
す
る

意
思
は
な
い
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
客
観
的
に
も
、
同
種
の
機
能
を
有
す
る
資
産
が
企
業
に
留
ま
っ
て
お
り
、
同
一
の
実
物
資
本
が
継
続
的

に
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
の
と
等
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
資
産
の
移
転
と
い
う
法
律
事
実
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
質
的
に
は
利
益
の「
実
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現
」
を
「
認
識
」
す
べ
き
契
機
が
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
説
は
投
資
の
継
続
性
を
強
調
す
る
も
の
で
、
現
在
で
も
課
税
繰
延
べ
の
根
拠
と
し
て
判
例
で
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の

で

３
）

あ
る
。

次
に
「
救
済
説
」
と
は
、
交
換
は
現
金
な
い
し
現
金
等
価
物
を
全
く
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
収
受
し
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
取
得
資

産
が
固
定
資
産
で
あ
る
か
ら
、
近
い
将
来
に
お
い
て
こ
れ
を
流
動
化
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
利
益
の
「
実

現
」
を
「
認
識
」
す
る
と
、
納
税
者
に
苛
酷
な
税
負
担
を
課
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

当
初
課
税
当
局
は
、
救
済
説
を
も
と
に
、
通
達
に
よ
る
課
税
繰
延
べ
の
取
扱
い
を
し
て
い
た
が
、
ア
メ
リ
カ
税
法
の
規
定
の
趣
旨
を
参

し
ゃ
く
し
て
機
能
説
を
機
軸
と
し
、
救
済
説
を
加
味
し
現
行
規
定
の
基
礎
と
な
る
立
法
を
行
っ
た
も
の
と
さ
れ
て

４
）

い
る
。

こ
れ
ら
の
議
論
は
「
交
換
」
に
よ
る
課
税
繰
延
べ
全
般
つ
い
て
の
議
論
で
あ
り
、
当
時
の
状
況
か
ら
は
、
固
定
資
産
の
交
換
、
買
換
と

公
用
収
用
等
の
交
換
、
買
換
の
課
税
繰
延
べ
に
つ
い
て
の
共
通
す
る
議
論
と
し
て
認
識
し
て
い
た
よ
う
で

５
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時

点
に
お
い
て
は
課
税
繰
延
べ
の
論
拠
と
し
て
は
二
つ
の
考
え
方
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
論
拠
が
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が

あ
る
の
か
ま
で
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

⒝

米
国
に
お
け
る
議
論

米
国
に
お
い
て
は
課
税
繰
延
べ
の
論
拠
と
し
て
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
のM

a
rv
in
 
A
.
C
h
irelstein

教
授
の
説
が

６
）

あ
る
。M

a
rv
in
 
A
.

C
h
irelstein

教
授
は
、
課
税
繰
延
べ
は
極
め
て
概
括
的
で
は
あ
る
が
、
次
の
三
つ
の
形
態
に
分
類
で
き
る
と
し
て
い
る
。

第
一
の
形
態
は
、「
投
資
の
継
続
性
が
存
す
る
場
合
」で
あ
る
。
こ
の
形
態
で
は
、
課
税
繰
延
べ
は
利
益
と
損
失
の
い
ず
れ
に
も
同
様
に

適
用
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
、
有
形
財
産
と
他
の
同
種
類
の
有
形
財
産
と
の
交
換
、
会
社
の
吸
収
合
併
が
挙
げ

ら
れ
る
と
す
る
。
内
国
歳
入
法
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
形
態
は
、
新
た
な
投
資
は
古
い
投
資
の
単
な
る
継
続
で
、
実
質
的
な
変
更
は
な
く
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形
式
的
で
同
一
的
な
変
更
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
利
益
の
「
実
現
」
が
な
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
最
終
的
な
「
認
識
」
の
機
会
と
し

て
は
不
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
一
の
形
態
に
つ
い
て
米
国
の
制
度
で
い
え
ば
、
典
型
的
な
も

の
と
し
て
は
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
一
条
の
同
種
類
の
交
換
（L

ik
e-K

in
d ex

ch
a
n
g
e

）
で
あ
り
、
わ
が
国
の
制
度
で
い
え
ば
所
得
税
法
五
八

条
の
固
定
資
産
の
交
換
等
が
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
形
態
は
、
交
換
等
に
よ
る
課
税
繰
延
べ
の
基
本
と
な
る
こ
と
は
前
述

し
た
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
の
形
態
と
し
て
は
、「
難
し
い
問
題
、
つ
ま
り
課
税
繰
延
べ
は
通
常
利
益
を
制
限
す
る
」と
し
て
、
課
税
が
繰
延
べ
ら
れ
る
状
況
下

に
お
い
て
、
そ
の
理
由
付
け
が
厄
介
で
あ
る
定
期
賃
借
権
の
終
了
、
不
可
抗
力
の
転
換
、
居
住
用
財
産
の
売
却
等
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

こ
の
第
二
の
形
態
は
こ
の
よ
う
な
法
律
行
為
の
課
税
繰
延
べ
を
「
救
済
措
置
」
と
し
て
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
形
態
に
属

す
る
の
が
、
ま
さ
し
く
公
用
収
用
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
制
度
で
あ
り
、
米
国
に
お
い
て
は
さ
ら
に
居
住
用
住
宅
の
交
換
・
買
換
も
こ
れ

に
該
当
す
る
と
理
解
し
て
い
る
。

第
三
の
形
態
と
し
て
「
租
税
回
避
の
方
法
」
あ
る
。
こ
の
場
合
課
税
繰
延
べ
は
損
失
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
洗
替
売

買
（
あ
る
証
券
を
売
却
し
三
〇
日
以
内
に
同
一
証
券
を
取
得
す
る
こ
と
）
や
家
族
間
及
び
そ
の
他
関
連
当
事
者
と
の
売
買
等
で
あ
る
。
内

国
歳
入
法
は
納
税
者
の
自
己
財
産
の
不
真
正
処
分
に
よ
る
「
実
現
」
要
件
の
操
作
ま
た
は
不
当
利
用
に
対
し
、
損
失
を
否
認
す
る
こ
に
よ

り
対
応
し
て
い
る
。
洗
替
売
買
の
場
合
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
九
一
条
で
は
再
取
得
証
券
が
売
却
証
券
の
基
礎
価
格
を
引
継
ぐ
こ
と
を
求
め
て

い
る
。
そ
し
て
、
損
失
控
除
は
真
正
処
分
後
に
為
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
第
三
の
形
態
の
趣
旨
は
、
例
え
ば
洗
替
売
買
の
特
例
は
、
手
持

ち
の
証
券
を
形
式
的
に
処
分
す
る
こ
と
で
含
み
損
を
は
き
だ
し
、
人
為
的
な
損
失
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
阻
止
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
第
三
の
形
態
は
あ
る
種
の
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー
行
為
を
阻
止
す
る
た
め
、
あ
え
て
課
税
繰
延
べ
を
適
用
し
、
そ
の
取

引
本
来
の
課
税
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
米
国
に
お
い
て
は
課
税
繰
延
べ
の
理
論
的
な
論
拠
の
一
つ
と
し
て
、
不
可
抗
力
の
転
換
、
居
住
用
財
産
の
売
却
は
「
救
済

措
置
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
米
国
に
お
け
る
判
例
も
不
可
抗
力
に
よ
る
転
換
規
定
は
救
済
規
定
で
あ
り
、
寛
大
な
解
釈
が
な
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
も
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

⒞

ま
と
め

以
上
の
よ
う
に
、
課
税
繰
延
べ
の
論
拠
と
し
て
は
投
資
継
続
性
（
機
能
説
）
と
救
済
性
（
救
済
説
）
の
考
え
方
が
存
在
し
、
わ
が
国
の

公
用
収
用
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
規
定
の
母
法
で
あ
る
米
国
の
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
は
、
米
国
に
お
い
て
は
救
済
規
定
で
あ
る
と
の
位

置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
課
税
繰
延
べ
全
体
に
共
通
す
る
論
拠
と
し
て
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
一
条
や
第
一
〇
三
三
条

の
取
引
は
、
単
な
る
形
式
的
な
財
産
処
分
に
す
ぎ
な
い
点
に
着
目
し
た
規
定
で
、
同
種
類
の
交
換
は
、
経
済
的
実
態
と
し
て
財
産
に
対
す

る
納
税
者
の
投
資
は
精
算
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
納
税
者
は
原
則
と
し
て
損
益
を
認
識
す
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、
交
換
取
引
に
よ

り
実
現
さ
れ
る
利
益
は
、
納
税
者
の
手
許
に
納
税
の
た
め
の
資
金
引
当
て
を
伴
わ
な
い
点
も
、
理
由
で
あ
る
と
の
指
摘
も

７
）

あ
る
。

㈡

租
税
特
別
措
置
法
の
位
置
付
け

公
用
収
用
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
措
置
は
、
特
別
控
除
と
と
も
に
法
律
上
認
め
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
。
そ
し
て
公
用
収
用
に
お
け
る
課

税
繰
延
べ
は
、
本
稿
で
い
う
課
税
繰
延
べ
の
形
態
区
分
と
し
て
は
「
制
度
と
し
て
の
課
税
繰
延
べ
」
の
一
形
態
で
あ
る
。
そ
の
規
定
方
式

は
、
形
式
上
は
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
り
本
法
（
所
得
税
法
、
法
人
税
法
）
に
対
す
る
例
外
規
定
と
し
て
の
立
法
形
式
を
取
っ
て
い
る
。

金
子
教
授
は
租
税
特
別
措
置
と
は
、
租
税
類
別
措
置
（d

ifferen
tia
l ta

x trea
tm
en
ts

）
と
は
異
な
り
、
担
税
力
そ
の
他
の
点
で
同
様
の

状
況
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ん
ら
か
の
政
策
目
的
の
実
現
の
た
め
、
特
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
税
負
担
を
軽
減
し
、
あ
る

い
は
加
重
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
措
置
の
こ
と
で
、
税
負
担
の
軽
減
を
内
容
と
す
る
租
税
特
別
措
置
を
租
税
優
遇
措
置
、
加
重
す
る
租
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税
特
別
措
置
を
租
税
重
加
措
置
と
い
う
と
説
明

８
）

さ
れ
、
こ
れ
が
通
説
的
見
解
で
あ
る
と
さ
れ
て

９
）

い
る
。
そ
し
て
、
様
々
な
批
判
の
多
い
租

税
優
遇
措
置
の
整
理
合
理
化
を
進
め
る
た
め
に
は
、
米
国
の
租
税
歳
出
予
算
（ta

x
 
ex
p
en
d
itu
re b

u
d
g
et

）
の
制
度
が
有
効
で
あ
る
と

さ
れ
て

10
）

い
る
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
救
済
措
置
は
優
遇
措
置
と
は
異
な
る
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
租
税
法
に
お

け
る
優
遇
措
置
はT

a
x ex

p
en
d
itu
re

（
租
税

11
）

支
出
）
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
租
税
支
出
の
命
名
者
で
あ
るS

u
rrey

教
授
に
よ
れ
ば
、

所
得
税
の
規
定
を
優
遇
措
置
で
あ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
な
規
定
と
構
造
的
な
規
定
と
に
区
別
し
、
財
産
の
交
換
の
課
税
繰
延
べ
は
優
遇
措

置
に
は
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
て

12
）

い
る
。

し
か
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
租
税
特
別
措
置
法
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
本
法
の
例
外
規
定＝

優
遇
措
置
と
い
う
形
式
的
な
理
由
に

よ
り
、
厳
格
か
つ
限
定
的
に
解
釈
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
通
説
の
見
解
に
対
し
て
は
、
わ
が
国
の
課
税
繰
延
べ
規
定
が
米
国
の
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
を
母
法
と
し
て
成
立
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
、
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

第
一
に
、
租
税
優
遇
措
置
が
現
実
の
制
度
に
お
い
て
優
遇
措
置
に
当
た
る
か
否
か
の
判
断
は
容
易
で
は

13
）

な
く
、
わ
が
国
の
課
税
繰
延
べ

制
度
が
形
式
上
租
税
特
別
措
置
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
み
で
優
遇
措
置
と
判
断
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
次
に
、
こ
の
規
定

が
優
遇
措
置
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
根
拠
と
し
て
、S

u
rrey

教
授
の
提
唱
し
た
租
税
支
出
（ta

x ex
p
en
d
itu
re

）
論
が
有
力
な
根
拠
と
な

る
が
、
米
国
に
お
い
て
は
公
用
収
用
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
は
租
税
支
出
つ
ま
り
優
遇
措
置
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
米
国

に
お
け
る
学
説
、
判
例
は
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
は
救
済
規
定
で
あ
り
、
寛
大
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
水
野
教
授
は
、
わ
が
国
の
収
用
等
の
課
税
繰
延
べ
規
定
は
見
方
を
か
え
れ
ば
、
政
府
か
ら
一
部
無
利
子

の
融
資
を
う
け
て
代
替
資
産
を
取
得
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
も
と
も
と
自
ら
の
意
思
に
よ
り
融
資
を
選
択
し
た
の
で
は
な
い
と
み
る
こ
と
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が
で
き
る
し
、
課
税
す
る
こ
と
は
別
の
土
地
政
策
の
遂
行
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
そ
し
て
収
用
等
の
よ
う
に
自
己
の
意
思
に
よ

ら
な
い
資
産
の
譲
渡
を
、
他
の
資
産
の
譲
渡
と
同
様
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
必
然
性
は
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
救
済
規

定
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
立
法
政
策
上
、
何
ら
か
の
経
済
的
用
途
の
継
続
を
要
件
と
す
べ
き
で
あ
る
と

さ
れ
て

14
）

い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
判
例
、
多
数
説
は
租
税
特
別
措
置
法
と
い
う
法
の
形
式
的
要
件
を
以
て
、
租
税
特
別
措
置
法
は
、
租
税
負
担
の
例
外
を

定
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
適
用
に
あ
た
っ
て
は
慎
重
な
態
度
が
要
求
さ
れ
、
厳
格
な
解
釈
を
取
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て

15
）

い
る
。

し
か
し
、
わ
が
国
の
収
用
等
の
規
定
は
、
米
国
の
不
可
抗
力
に
よ
る
転
換
、
つ
ま
り
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
を
母
法
と
し
て
お
り
、
こ

の
規
定
は
救
済
規
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
わ
が
国
に
お
け
る
収
用
等
の
規
定
も
そ
の
よ
う
な
法
的
性
格
を
有
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
租
税
特
別
措
置
法
は
例
外
規
定
で
あ
り
、
優
遇
措
置
で
あ
る
と
い
う
立
法
形
式
を
重
視
し
た
考
え
方
は
、

租
税
支
出
論
か
ら
は
そ
の
形
式
よ
り
も
実
質
で
判
断
す
べ
き
も
の
で
優
遇
措
置
に
は
当
た
ら
な
い
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
こ
の
規
定
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
水
野
教
授
の
「
所
得
税
の
中
に
長
年
定
着
し
て
し
ま
っ
た
制
度
だ
と
い
う
と
、
こ
れ
は
す

で
に
特
別
措
置
で
は
な
く
て
、
一
般
常
識
的
な
措
置
で
あ
る
」
と
い
う
示
唆
が
参
考
と
な

16
）

ろ
う
。
つ
ま
り
、
立
法
上
の
形
式
に
囚
わ
れ
る

こ
と
な
く
、
何
を
も
っ
て
特
別
措
置
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
現
に
平
成
一
八
年
の
組
織
再
編
税
制
改
正
に
お
い
て

は
、
株
式
交
換
・
株
式
移
転
の
課
税
繰
延
べ
は
従
来
租
税
特
別
措
置
法
で
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
法
人
税
法
下
に
組
入
れ
ら
れ
た
。

そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
わ
が
国
に
お
け
る
収
用
等
の
課
税
繰
延
べ
規
定
は
、
少
な
く
と
も
救
済
措
置
で
あ
っ
て
も
、
優
遇
措
置

で
あ
る
と
い
う
判
断
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
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㈢

損
失
補
償
金
の
評
価

最
後
に
、
課
税
繰
延
べ
の
対
象
と
な
る
損
失
補
償
金
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
が
問
題
と
な
る
。

⒜

損
失
補
償
金
の
内
容

わ
が
国
の
公
用
収
用
に
お
け
る
損
失
補
償
金
に
つ
い
て
は
、
米
国
の
補
償
基
準
と
異

17
）

な
り
、
収
用
の
対
象
と
な
る
土
地
等
の
対
価
の
他
、

そ
れ
に
付
随
す
る
移
転
補
償
金
、
営
業
補
償
金
等
、
様
々
な
名
目
の
補
償
金
が
交
付
さ
れ
る
。
こ
の
補
償
金
の
税
法
上
の
取
扱
い
は
、
交

付
さ
れ
た
補
償
金
の
性
質
の
判
定
を
行
い
、
交
付
さ
れ
た
金
額
の
ど
の
範
囲
を
課
税
繰
延
べ
の
対
象
と
す
る
の
か
、
ま
た
は
課
税
対
象
と

す
る
の
か
、
あ
る
い
は
非
課
税
と
す
る
の
か
再
評
価
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
再
評
価
の
明
確
な
理
論
構
成
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
現

行
の
実
務
上
の
取
扱
い
は
、
損
失
補
償
金
を
税
務
上
の
五
つ
の
区
分
に
再
評
価
し
、
そ
の
区
分
に
応
じ
て
課
税
方
法
を
決
定
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
が
、
損
失
補
償
金
と
非
課
税
で
あ
る
損
害
賠
償
金
の
境
界
、
損
失
補
償
金
に
お
け
る
対
価
性
の
基
準
、
財
産
の
評
価
等
に
つ
い

て
も
、
公
用
収
用
上
の
立
場
と
税
法
上
の
立
場
の
整
合
性
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

収
用
等
の
補
償
金
の
税
法
上
の
区
分
と
し
て
は
、
対
価
補
償
金
、
収
益
補
償
金
、
経
費
補
償
金
、
移
転
補
償
金
、
そ
の
他
の
補
償
金
に

区
分
し
、
再
評
価
す
る
こ
と
は
前
節
で
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。
損
失
補
償
金
に
つ
い
て
、
現
行
の
課
税
繰
延
べ
制
度
が
成
立
す
る
以
前

に
お
い
て
も
、
税
法
上
そ
の
性
格
に
よ
り
補
償
金
を
区
分
し
た
考
え
方
が
存
在

18
）

し
た
。
そ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
補
償
金
を
そ
の
性
格
か
ら

六
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
て
い
る
。
以
下
そ
の
分
類
に
従
え
ば
、
①
実
費
弁
償
的
補
償
金
、
②
精
神
的
損
害
に
対
す
る
補
償
金
、
③

用
役
に
対
す
る
補
償
金
、
④
事
業
の
制
限
に
対
す
る
補
償
金
、
⑤
永
久
的
に
失
う
べ
き
利
益
に
対
す
る
補
償
金
、
⑥
収
用
物
件
の
対
価
た

る
補
償
金
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
分
類
に
よ
る
課
税
に
つ
い
て
は
、
①
は
移
転
費
補
償
、
補
修
費
補
償
、
原
状
回
復
費
補
償
と
し
て
損
害
賠
償
に
類
す
る

も
の
と
し
て
課
税
し
な
い
。
②
は
慰
謝
料
に
類
す
る
も
の
と
し
て
課
税
し
な
い
。
③
は
使
用
料
、
賃
貸
料
と
し
て
不
動
産
所
得
。
④
は
漁
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業
補
償
、
休
業
補
償
と
し
て
事
業
所
得
。
⑤
は
損
害
賠
償
に
類
す
る
も
の
と
し
て
課
税
し
な
い
。
⑥
は
一
定
の
も
の
に
つ
て
い
特
例
措
置

を
取
る
と
さ
れ
て

19
）

い
る
。
さ
ら
に
、
補
償
金
の
区
分
に
つ
い
て
は
昭
和
二
八
年
通
達
「
土
地
収
用
等
の
場
合
に
お
け
る
所
得
税
及
び
再
評

価
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
か
な
り
寛
大
な
取
扱
い
を
し
て
い
る
と
の
指
摘
も

20
）

あ
る
。

こ
れ
を
前
記
の
現
行
通
達
に
よ
る
区
分
に
対
応
さ
せ
れ
ば
、
対
価
補
償
金
は
⑥
、
収
益
補
償
金
は
④
、
経
費
補
償
金
、
移
転
補
償
金
は

①
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
分
類
は
現
行
法
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
前
の
理
論
で
あ
る
が
、
傾
聴
に
値
す
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
①
の
実
費
弁
償

的
補
償
金
に
つ
い
て
は
、
現
行
法
の
も
と
で
は
一
部
、
対
価
補
償
金
と
し
て
課
税
繰
延
べ
の
対
象
に
な
る
が
、
原
則
は
課
税
対
象
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
補
償
金
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
実
質

21
）

判
断
と
し
て
奈
良
県
が
溜
池
を
埋
め
立
て
宅
地
造
成
す
る
計
画
の
も
と
、
溜
池
の
賃
借

人
が
養
魚
業
を
廃
業
す
る
こ
と
に
伴
う
補
償
金
を
交
付
し
た
事
案
に
お
い
て
、
原
告
が
生
活
補
償
金
に
該
当
し
非
課
税
で
あ
る
と
い
う
主

張
を
し
た
の
に
対
し
、
裁
判
所
は
生
活
不
安
等
の
主
観
的
事
情
を
も
考
慮
し
て
補
償
金
を
算
出
し
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
こ
れ
は
損
失
補

償
交
渉
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
方
策
と
見
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
活
補
償
金
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
本
件
溜
池
に
お
い
て
有
す
る
権
利
を

消
滅
さ
せ
る
対
価
と
し
て
出
捐
さ
れ
た
も
の
で
、
対
価
補
償
金
で
あ
る
と
判
断
し
た
も
の
が

22
）

あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
前
記
の
六
つ
の
分
類
に
当
て
は
め
れ
ば
、
④
類
型
に
該
当
す
る
事
案
で
あ
り
、
そ
の
損
失
補
償
金
は
損
害
賠
償
的
性

格
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。

さ
ら
に
、
広
島
国
税
局
に
お
け
る
事
案
（
昭
和
五
一
年
八
月
二
〇
日
付
広
局
直
資
第
二
四
四
号
上
申
に
対
す
る
指
示
）
に
お
い
て
は
、

新
幹
線
工
事
に
伴
っ
て
発
生
し
た
渇
水
被
害
に
対
す
る
賠
償
金
の
課
税
に
つ
い
て
、
広
島
国
税
局
が
特
例
規
定
の
な
い
譲
渡
所
得
と
し
た

の
に
対
し
、
国
税
庁
は
非
課
税
所
得
で
あ
る
と
い
う
回
答
を
し
た
の
で
あ
る
（
昭
和
五
二
年
二
月
七
日
付
直
審
五

23
）

｜
六
）。

こ
の
よ
う
に
、
損
失
補
償
金
と
損
害
賠
償
金
の
限
界
は
実
質
判
断
と
い
い
つ
つ
も
、
そ
の
境
界
は
微
妙
で
あ
り
、
不
明
確
で
あ
る
。
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⒝

損
害
賠
償
金
と
の
区
別

損
害
賠
償
金
に
つ
い
て
は
、
包
括
的
所
得
概
念
の
も
と
で
は
、
納
税
者
の
取
得
し
た
経
済
的
価
値
の
う
ち
原
資
の
維
持
に
必
要
な
部
分

は
所
得
を
構
成
し
な
い
か
ら
、
損
害
の
回
復
と
し
て
の
損
害
賠
償
金
は
、
所
得
で
は
な
く
課
税
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て

24
）

い
る
。

こ
の
損
害
賠
償
金
に
関
し
て
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
所
得
税
法
九
条
一
項
一
六
号
に
お
い
て
非
課
税
所
得
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る

が
、
損
害
賠
償
金
の
評
価
に
つ
い
て
は
損
失
補
償
金
と
同
様
、
実
質
判
断
と
な
り
、
そ
の
課
税
上
の
性
格
は
民
事
訴
訟
等
に
お
け
る
被
害

者
の
請
求
・
主
張
内
容
に
よ
っ
て
定
ま
る
の
か
、
当
事
者
の
主
張
の
如
何
を
問
わ
ず
客
観
的
に
定
ま
る
の
か
等
の
疑
問
が
提
示
さ
れ
て

25
）

い
る
。

米
国
に
お
い
て
は
、
損
害
賠
償
金
を
補
償
的
損
害
賠
償
と
非
補
償
的
損
害
賠
償
（
懲
罰
的
損
害
賠
償
）
に
分
け
て
議
論
し
て
い
る
。
前

者
は
財
産
的
損
害
な
ど
の
金
銭
的
損
失
と
身
体
的
傷
害
、
肉
体
的
・
精
神
的
苦
痛
な
ど
の
非
金
銭
的
損
失
に
お
け
る
場
合
の
課
税
で
あ
り
、

後
者
は
制
度
上
わ
が
国
に
は
見
ら
れ
な
い
議
論
で

26
）

あ
る
。

非
金
銭
的
損
失
に
関
し
て
は
、
人
格
的
権
利
の
取
得
価
格
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
損
害
賠
償
金
は
金
銭
と
し
て
実
現

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
人
格
的
権
利
の
売
買
に
相
当
す
る
も
の
と
の
考
え
方
も
で
き
る
が
、
こ
れ
は
自
由
意
思
に
よ
ら
な
い
不
可
抗

力
に
よ
る
売
買
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら

27
）

れ
る
。
米
国
に
お
い
て
は
近
時
の
学
説
に
お
い
て
、
こ
の
種
の
損
害
賠
償
金
は
人
道
的
立
場
か
ら

一
種
の
公
共
政
策
に
基
づ
い
て
非
課
税
と
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て

28
）

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
非
金
銭
的
損
失
の
非
課
税
措
置
は
納

税
者
救
済
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

金
銭
的
損
失
に
つ
い
て
は
、
損
害
賠
償
金
あ
る
い
は
保
険
金
が
旧
資
産
と
同
等
の
資
産
に
投
下
し
た
の
な
ら
ば
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三

条
の
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
営
業
権
（g

o
o
d
w
ill

い
わ
ゆ
る
暖
簾
代
）
に
係
る
損
害
賠
償
金
等
（
営
業
権
補
償
金
）
は
再
投
資
は

不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
第
一
〇
三
三
条
の
適
用
は
困
難
で
あ
り
、
金
銭
は
損
失
に
関
す
る
も
の
で
も
、
全
て
一
様
な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
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29
）

事
件
を
引
用
し
、
営
業
権
等
が

非
課
税
と
な
る
の
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
の
認
め
る
救
済
様
式
と
ほ
と
ん
ど
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て

30
）

い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
営
業
権
に
か
か
る
損
害
賠
償
金
等
は
、
対
価
補
償
金
と
し
て
課
税
繰
延
べ
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る

も
の
と
、
収
益
補
償
金
と
し
て
課
税
対
象
と
な
る
も
の
に
分
か
れ
て

31
）

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
米
国
に
お
け
る
損
害
賠
償
の
非
課
税
措
置
は
、
わ
が
国
の
考
え
方
と
は
大
き
く
異
な
り
、
こ
こ
で
も
一
種
の
救
済
措
置

と
の
考
え
方
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
包
括
的
所
得
概
念
を
突
き
詰
め
れ
ば
、
担
税
力
の
増
加
が
見
ら
れ
る
経
済
的
利
益
は
課
税
の
対
象
と
な
り
、
租
税
法
上
、
損
失

補
償
金
と
損
害
賠
償
金
の
区
分
は
あ
ま
り
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
課
税
処
分
に
お
い
て
も
損
失
補
償
金
と
損
害

賠
償
金
の
区
分
は
相
対
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
両
者
の
法
的
性
格
の
位
置
付
け
は
困
難
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
現
行
の
損
失
補
償
金
の
評
価
、
判
断
基
準
に
関
し
て
は
別
の
基
準
、
ま
た
は
追
加
基
準
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
損
失
補

償
金
の
法
的
性
格
を
明
確
に
定
義
す
る
税
法
上
の
基
準
も
、
現
時
点
で
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
課

税
繰
延
べ
規
定
が
非
課
税
措
置
に
も
通
じ
る
救
済
規
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
担
税
力
の
増
加
を
伴
わ
な
い
損
失
補
償
金
は
そ
の
名
称
、
性

質
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
課
税
繰
延
べ
の
対
象
と
な
る
よ
う
寛
大
な
解
釈
を
施
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。㈣

結
論

わ
が
国
の
課
税
繰
延
べ
規
定
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
米
国
に
お
け
る
不
可
抗
力
の
転
換（In

v
o
lu
n
ta
ry C

o
n
v
er-

sio
n

）
規
定
で
あ
る
内
国
歳
入
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
第
一
〇
三
三
条
を
母
法
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
解
釈
原
理
は
、
租
税
特
別
措
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置
法
と
い
う
立
法
規
定
の
形
式
に
依
っ
た
厳
格
、
限
定
的
解
釈
に
よ
っ
て
、
納
税
者
に
適
用
す
る
と
い
う
の
が
課
税
庁
、
判
例
の
考
え
方

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
米
国
に
お
い
て
は
Ｉ
Ｒ
Ｃ
第
一
〇
三
三
条
は
救
済
規
定
で
あ
り
、
そ
の
目
的
の
た
め
納
税
者
に
寛
大
な
解
釈
を
施
す
こ

と
が
解
釈
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
課
税
繰
延
べ
の
租
税
特
別
措
置
法
も
租
税
支
出
論
か
ら
す
れ
ば
、
課
税
の
救
済
措
置
は

課
税
の
優
遇
措
置
と
は
区
別
さ
れ
た
概
念
で
、
課
税
繰
延
べ
は
課
税
の
優
遇
措
置
に
も
あ
た
ら
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
る
。
さ
ら
に
わ

が
国
の
損
失
補
償
金
の
評
価
の
問
題
は
、
損
害
賠
償
と
損
失
補
償
の
相
対
化
と
い
う
困
難
な
問
題
が
あ
る
が
、
米
国
に
お
い
て
は
、
両
者

と
も
課
税
に
お
い
て
は
救
済
を
受
け
、
そ
の
指
針
は
担
税
力
の
増
加
と
い
う
こ
と
か
ら
解
釈
の
原
理
を
見
出
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。

以
上
の
解
釈
原
理
か
ら
、
こ
れ
ま
で
わ
が
国
に
お
い
て
課
税
繰
延
べ
規
定
の
解
釈
に
お
い
て
取
ら
れ
て
き
た
解
釈
は
、
必
ず
し
も
当
を

得
た
も
の
で
は
な
い
し
、
一
定
の
変
更
を
迫
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
救
済
規
定
と
解
す
る
こ
と
は
、

課
税
の
前
段
階
の
行
政
処
分
で
あ
る
収
用
に
よ
る
補
償
の
趣
旨
と
の
整
合
性
も
保
た
れ
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）

80U
.
S
(13 W

a
ll)
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(1871).

パ
ン
ペ
リ
ー
事
件
は
、
財
産
権
の
利
用
を
制
限
し
、
そ
の
市
場
価
値
を
減
少
さ
せ
る
も
の
は
す
べ
て
憲
法
上
の
意
味
で
の
収
用
に
あ
た
る
と
し
た
。

例
え
ば
土
地
利
用
規
制
と
損
失
補
償
に
つ
い
て
、
玉
巻
弘
光
「
土
地
利
用
規
制
と
損
失
補
償
の
要
否
」
東
海
法
学
九
号
三
一
五
頁
（
一
九
九
三
）、
同
「
ア

メ
リ
カ
の
土
地
利
用
規
制
と
損
失
補
償
要
否
の
判
断
基
準
」
東
海
法
学
一
四
号
一
四
九
号
（
一
九
九
五
）、
由
喜
門
眞
治
「
ア
メ
リ
カ
の
土
地
利
用
規
制
と
損

失
補
償
｜

合
衆
国
最
高
裁
判
例
に
基
づ
く
日
米
比
較
（
一
）（
二
）（
三
・
完
）」
民
商
法
雑
誌
一
〇
七
巻
三
号
八
〇
頁
（
一
九
九
二
）、
四
・
五
号
二
〇
四

頁
（
一
九
九
三
）、
六
号
四
八
頁
（
一
九
九
三
）
等
参
照
。

（
２
）

小
宮
保
「
資
産
の
交
換
と
税
務
上
の
取
扱
」
税
経
通
信
一
六
巻
三
号
六
〇
頁
（
一
九
六
一
年
）。

（
３
）

浦
和
地
判
昭
和
六
一
年
六
月
三
〇
日
税
資
一
五
〇
号
五
七
五
頁
、
那
覇
地
判
平
成
九
年
三
月
一
日
税
資
二
二
二
号
九
三
六
頁
、
奈
良
地
判
平
成
一
一
年
四
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月
二
一
日
判
例
集
未
搭
載
（
事
件
番
号
九
年
（
行
ウ
）
一
三
号
）、
大
阪
高
判
平
成
一
一
年
一
月
二
六
日
税
資
二
四
〇
号
二
七
四
頁
等
参
照
。

（
４
）

小
宮
・
前
掲
注
（
１
）
六
〇
頁
。

（
５
）

小
宮
・
前
掲
注
（
１
）
六
五
頁
。

（
６
）

M
a
rv
in A

.
C
h
irelstein

,
F
ed
eral In

com
e T

axation
,
333

(9th ed 2002):
N
ew
 
Y
o
rk
,
F
O
U
N
D
A
T
IO
N
 
P
R
W
S
S
.

（
７
）

伊
藤
公
哉
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
税
法
』
一
三
二
〜
一
三
三
頁
（
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
一
）。

（
８
）

金
子
宏
『
租
税
法
第
十
二
版
』
七
八
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
）。

（
９
）

佐
藤
英
明
「
租
税
優
遇
措
置
」
岩
波
講
座
現
代
の
法
８
『
政
府
と
企
業
』
一
五
六
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
）。

（
10
）

金
子
・
前
掲
注
（
８
）
七
九
頁
。

（
11
）

租
税
支
出
に
関
す
る
業
績
は
多
数
あ
る
が
、
概
括
的
な
も
の
と
し
て
大
塚
正
民
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
るT

a
x E

x
p
en
d
itu
res

（
租
税
支
出
）
の
概

念
の
司
法
的
適
用
」
藤
倉
晧
一
郎
編
『
英
米
法
論
集
』
二
五
九
頁
（
東
大
出
版
会
、
一
九
八
七
）、
吉
牟
田
勲
「
租
税
特
別
措
置
縮
減
の
方
法
と
し
て
の
租
税

支
出
制
度
の
研
究
」
税
法
学
四
一
二
号
三
〇
頁
（
一
九
八
五
）。

（
12
）

水
野
忠
恒
「
土
地
税
制
の
手
法
｜

買
換
・
交
換
の
特
例
を
中
心
に
」
租
税
法
研
究
第
一
八
号
八
一
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
）。

（
13
）

佐
藤
・
前
掲
注
（
９
）
一
五
六
頁
。

（
14
）

水
野
・
前
掲
注
（
12
）
八
二
頁
。

（
15
）

玉
國
文
敏
「
わ
が
国
に
お
け
る
補
償
金
課
税
の
実
際
と
理
論
的
問
題
点
｜

損
失
補
償
金
に
対
す
る
課
税
を
中
心
と
し
て
」
租
税
法
研
究
第
三
号
一
一
四

頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
五
）。

東
京
地
判
昭
和
四
四
年
一
二
月
九
日
税
資
五
七
号
六
六
九
頁
、
訟
務
月
報
一
六
巻
三
号
二
九
二
頁
。
こ
の
判
例
の
評
釈
と
し
て
、
川
村
俊
雄
（
税
務
弘
報

一
八
巻
八
六
頁
）、
中
川
一
郎
（
シ
ュ
ト
イ
エ
ル
一
〇
八
号
七
頁
）。

（
16
）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
租
税
特
別
措
置
と
土
地
税
制
」
租
税
法
研
究
一
八
号
一
〇
八
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
年
）〔
水
野
発
言
〕。

（
17
）

今
村
成
和
『
損
失
補
償
制
度
の
研
究
』
五
三
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
六
八
）、
奥
山
恒
朗
編
「
日
米
比
較
公
用
収
用
法
㈡
｜

サ
ト
ー
教
授
セ
ミ
ナ
ー
の
記
録
」

司
法
研
修
所
論
集
一
二
〇
頁
（
一
九
六
七
年
）、
小
高
剛
『
損
失
補
償
の
理
論
と
実
際
』
一
二
四
頁
（
住
宅
新
報
社
、
一
九
九
七
）。

米
国
に
お
け
る
、
損
失
補
償
の
対
価
は
、
土
地
の
収
用
で
あ
れ
ば
、
土
地
の
財
産
的
価
値
の
み
が
損
失
補
償
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
、
物
件
移
転
の
費

用
、
得
意
先
の
喪
失
、
事
業
の
休
廃
止
に
よ
る
損
失
は
結
果
的
損
害
と
し
て
行
政
措
置
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）

湊
良
之
助
「
補
償
金
収
入
」
七
八
〇
頁
會
計
六
六
巻
五
号
（
森
山
書
店
、
一
九
五
四
）。
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（
19
）

湊
・
上
掲
七
八
二
頁
。

（
20
）

湊
・
前
掲
注
（
18
）
七
九
五
頁
。

（
21
）

税
務
訴
訟
に
お
い
て
、
課
税
庁
が
し
ば
し
ば
引
用
す
る
経
済
的
実
質
、
あ
る
い
は
租
税
法
解
釈
に
お
け
る
「
実
質
課
税
の
原
則
」
等
そ
の
意
味
す
る
範
囲

は
一
様
で
は
な
い
。
金
子
・
前
掲
注
（
８
）
一
〇
〇
頁
、
中
里
実
・
神
田
秀
樹
『
ビ
ジ
ネ
ス
・
タ
ッ
ク
ス

企
業
税
制
の
理
論
と
実
務
』
一
〇
六
頁
（
有
斐

閣
、
二
〇
〇
五
）
参
照
。

（
22
）

奈
良
地
判
昭
和
四
七
年
一
一
月
一
七
日
判
決
税
資
六
六
号
九
六
八
頁
、
控
訴
審
大
阪
高
判
昭
和
四
九
年
一
月
三
〇
日
税
資
七
四
号
二
三
一
頁
・
シ
ュ
ト
イ

エ
ル
一
四
四
号
三
六
頁
。

こ
の
評
釈
と
し
て
、
木
下
良
平
（
税
務
事
例
八
巻
一
二
号
二
三
頁
、
一
九
七
六
）。

（
23
）

事
案
は
新
幹
線
工
事
を
施
行
し
た
こ
と
に
伴
い
、
数
年
後
に
周
辺
の
田
の
農
業
用
水
の
枯
渇
が
著
し
く
、
耕
作
が
不
能
と
な
り
、
そ
の
田
の
価
値
が
減
少

し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
減
価
部
分
に
補
償
金
が
払
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
補
償
の
内
容
は
田
と
し
て
の
収
益
が
得
ら
れ
ず
、
山
林
と
し
て
の
収
益
し
か
得
ら

れ
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
被
害
田
か
ら
年
々
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
収
益
を
永
久
資
本
還
元
し
た
土
地
の
価
格
か
ら
山
林
の
土
地
の
価
格
を
引

い
た
額
と
し
た
。

甲
説

特
例
適
用
の
な
い
分
離
譲
渡
所
得

乙
説

補
償
金
が
土
地
の
価
格
の
二
分
の
一
以
上
で
あ
れ
ば
特
例
適
用
の
あ
る
対
価
補
償
金
、
二
分
の
一
未
満
で
あ
れ
ば
不
動
産
所
得

丙
説

非
課
税
所
得

丁
説

事
業
所
得

甲
説
は
広
島
国
税
局
の
取
る
見
解
で
、
事
案
は
所
得
税
法
施
行
令
九
五
条
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
考
え
方
で
、
丙
説
は
国
税
庁
の
取
る
見
解
で
所
得
税
法

施
行
令
三
〇
条
一
項
二
号
該
当
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジh

ttp
: //w

w
w
.n
ta
.g
o
.jp
/ca

teg
o
ry
/tu

ta
tu
/k
o
b
etu

/sy
o
to
k
u
/sin

k
o
k
u
/1106 /01.h

tm

（
24
）

金
子
・
前
掲
注
（
８
）
一
六
一
頁
。

（
25
）

玉
國
文
敏
「
損
害
賠
償
金
の
課
税
所
得
性
の
判
断
基
準

」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
七
七
号
一
一
一
頁
（
一
九
七
八
）。

（
26
）

玉
國
文
敏
「
損
害
賠
償
金
課
税
を
め
ぐ
る
一
考
察
㈠
｜

米
国
所
得
税
法
上
の
取
扱
い
を
中
心
と
し
て
｜

」
明
治
学
院
大
法
学
研
究
三
四
号
九
七
頁
（
一

九
八
五
）、
同
「
懲
罰
的
損
害
賠
償
金
の
課
税
所
得
性
｜

米
国
連
邦
裁
判
例
に
見
る
新
展
開
｜

」
碓
井
光
明
・
小
早
川
光
郎
・
水
野
忠
恒
・
中
里
実
編
『
公

法
学
の
法
と
政
策
・
上
巻
』
四
八
九
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
）
参
照
。

北研45(2・ )140 338

論 説



（
27
）

M
a
rv
in A

.
C
h
irelstein

教
授
の
見
解
で
あ
る
が
、F

ed
eral In

com
e T

axation

の
第
九
版
に
お
い
て
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
第
五
版
の
抄
訳
と
し
て

関
西
大
学
大
学
院
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
五
六
号
八
一
頁
参
照
。

（
28
）

玉
國
・
前
掲
注
（
26
）「
損
害
賠
償
金
課
税
を
め
ぐ
る
一
考
察
㈠
｜

米
国
所
得
税
上
の
取
扱
い
を
中
心
と
し
て
｜

」
一
二
〇
頁
。

（
29
）

114 F
.
2d 110

(1944).

玉
國
・
前
掲
注
（
26
）「
損
害
賠
償
金
課
税
を
め
ぐ
る
一
考
察
㈠
｜

米
国
所
得
税
法
上
の
取
扱
い
を
中
心
と
し
て
｜

」
一
一
一
頁
参
照
。

（
30
）

C
h
irelstein

,
S
u
pra n

o
te6,

a
t43.

（
31
）

日
本
税
理
士
会
連
合
会
編
『
買
換
・
交
換
・
収
用
の
税
務
辞
典
三
訂
版
』
四
二
八
頁
（
東
林
出
版
社
、
二
〇
〇
二
）、
玉
國
・
前
掲
注
（
15
）「
わ
が
国
に

お
け
る
補
償
金
課
税
の
実
際
と
理
論
的
問
題
点
」
一
〇
五
頁
。

終
章

終
わ
り
に
｜

残
さ
れ
た
問
題

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
検
証
し
て
き
た
課
税
繰
延
べ
の
意
味
、
公
用
収
用
に
お
け
る
日
米
の
課
税
繰
延
べ
の
意
義
、
そ
し
て
そ
の
解
釈
原

理
を
前
提
と
し
て
、
本
稿
で
は
解
明
で
き
な
か
っ
た
問
題
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

本
稿
は
今
日
、
租
税
法
の
分
野
を
越
え
て
関
心
が
持
た
れ
て
い
る
「
課
税
繰
延
べ
」
を
研
究
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、「
課
税
繰

延
べ
」
は
そ
の
法
的
効
果
に
よ
り
、
節
税
、
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー
、
租
税
回
避
等
に
利
用
さ
れ
た
り
、
各
種
の
経
済
政
策
の
た
め
の

特
別
措
置
規
定
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
そ
の
多
用
さ
に
比
べ
、
租
税
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
そ
の
意
義
や
理
論
的
根
拠
が

検
討
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
冒
頭
で
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
本
稿
は

「
公
用
収
用
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
」
の
解
釈
原
理
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
こ
で
の
結
論
は
、
わ
が
国
の
「
公
用
収
用
に
お
け
る
課

税
繰
延
べ
」
規
定
は
、
形
式
的
に
は
租
税
特
別
措
置
法
と
い
う
立
法
形
式
を
取
っ
て
い
る
が
、
そ
の
実
質
は
米
国
の
内
国
歳
入
法
（
Ｉ
Ｒ
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Ｃ
）
第
一
〇
三
三
条
の
不
可
抗
力
に
よ
る
転
換
（In

v
o
lu
n
ta
ry co

n
v
ersio

n

）
を
母
法
と
し
て
立
法
さ
れ
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
米
国
に
お
け
る
不
可
抗
力
に
よ
る
課
税
繰
延
べ
の
意
義
及
び
理
論
的
根
拠
は
納
税
者
の
救
済
に
あ
り
、そ
の
た
め
の
解
釈
原
理
は
、

寛
大
な
解
釈
を
基
本
と
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
比
し
、
わ
が
国
に
お
け
る
公
用
収
用
の
課
税
繰
延
べ
規
定
の
解
釈
原
理
は
、
こ
れ
ま
で
租
税
特
別
措
置
法
と
い
う
立
法
形
式
を

捉
え
て
優
遇
措
置
と
理
解
し
、
厳
格
、
限
定
的
解
釈
を
行
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
通
説
、
判
例
の
立
場
に
異
を
唱
え
る
の
が
本
稿
の
立

場
で
あ
る
。
し
か
し
、「
公
用
収
用
」
と
「
課
税
」
と
い
う
典
型
的
な
行
政
処
分
を
う
け
る
者
に
対
す
る
各
々
の
法
律
分
野
を
統
一
す
る
理

論
の
解
明
は
十
分
と
は
い
え
ず
次
の
よ
う
な
問
題
が
残
さ
れ
る
。

第
一
に
、
収
用
処
分
と
課
税
処
分
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
公
用
収
用
に
お
け
る
損
失
補
償
は
、
憲

法
二
九
条
三
項
を
め
ぐ
っ
て
、
完
全
補
償
説
と
相
当
補
償
説
の
議
論
が
展
開
さ
れ
、
そ
の
後
財
産
権
の
性
質
い
わ
ゆ
る
大
き
な
財
産
、
小

さ
な
財
産
論
や
被
収
用
者
の
生
活
権
等
に
立
脚
し
た
学
説
が
発
展
し
て
き
た
の
は
周
知
の
事
実
で

１
）

あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
行
政
は
公

用
収
用
に
あ
た
っ
て
は
、
収
用
前
と
収
用
後
の
被
収
用
者
の
状
況
を
一
変
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
租
税
法
は
課
税
繰

延
べ
と
い
う
制
度
を
採
用
し
、
被
収
用
者
の
状
況
の
継
続
性
を
維
持
す
る
可
能
性
を
持
た
せ
た
。
し
か
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
こ
れ
を

救
済
規
定
と
理
解
せ
ず
、
被
収
用
者
つ
ま
り
納
税
者
に
対
す
る
適
用
と
し
て
は
、
厳
格
、
限
定
的
な
解
釈
原
理
を
採
用
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
公
用
収
用
の
議
論
に
お
い
て
は
、
損
失
補
償
金
交
付
後
の
行
政
作
用
で
あ
る
租
税
の
賦
課
と
い
う
問
題
は
全
く
意
識
さ
れ
な

い
ま
ま
議
論
の
展
開
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
憲
法
は
税
負
担
の
問
題
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
補
償
の
問
題
を
解
決
す
れ
ば
よ
い
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

行
政
は
、
公
用
収
用
と
い
う
公
権
力
の
行
使
に
よ
っ
て
、
財
産
上
に
特
別
の
犠
牲
を
強
い
ら
れ
た
者
に
対
し
、
全
体
的
な
公
平
の
見
地

か
ら
こ
れ
を
救
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
と
、
租
税
の
負
担
は
等
し
く
国
民
の
間
に
公
平
に
配
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
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義
務
を
持
ち
、
両
者
の
義
務
衝
突
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
政
策
を
も
っ
て
望
む
こ
と
が
、
憲
法
上
の
要
請
と
し
て
適
格
な
の
か
決
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宇
賀
教
授
は
、
損
失
補
償
の
内
容
を
論
ず
る
場
合
に
は
、
税
制
の
問
題
も
重
要
に
な
る
と
し
て
、
た
と
え
従
前
の
生
活
を
再
建
す
る
の

に
十
分
な
額
の
補
償
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
補
償
金
に
対
し
て
課
税
が
な
さ
れ
、
税
引
き
後
の
額
の
み
で
は
生
活
再
建
を
な
し
え
な
い

と
い
う
事
態
が
生
じ
た
の
で
は
、
結
局
、
補
償
額
が
十
分
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
の
課
税
繰
延

べ
と
特
別
控
除
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
設
け
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て

２
）

い
る
。

前
段
の
指
摘
は
正
し
い
と
し
て
も
、
後
段
の
租
税
法
上
の
措
置
に
対
す
る
考
え
は
一
義
的
で
あ
り
、
正
確
な
理
解
に
欠
け
て
い
る
き
ら

い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
特
別
控
除
は
行
政
側
の
収
用
手
続
き
の
迅
速
性
を
維
持
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
り
、
課
税
繰
延

べ
制
度
こ
そ
が
前
述
し
た
義
務
衝
突
を
調
和
す
る
た
め
の
法
制
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
課
税
繰
延
べ
制
度
を
救
済
規
定

と
理
解
す
る
こ
と
で
公
用
収
用
理
論
と
の
調
和
を
考
慮
し
よ
う
と
考
え
た
。
し
か
し
、
両
処
分
を
貫
く
緻
密
な
理
論
構
築
を
さ
ら
に
探
る

必
要
が
あ
り
、
被
収
用
者
の
補
償
を
収
用
処
分
の
段
階
で
完
結
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
課
税
処
分
と
併
せ
て
考
慮
す
る
の
か
等
両
者
を
貫

く
共
通
の
理
論
と
施
策
の
探
求
が
残
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
公
用
収
用
の
性
格
を
前
提
と
し
た
損
失
補
償
の
問
題
が
あ
る
。
伝
統
的
学
説
に
よ
れ
ば
、
公
用
収
用
に
よ
る
損
失
補
償
は
、

行
政
の
適
法
な
公
権
力
の
行
使
を
前
提
と
し
て
、
特
別
の
犠
牲
を
全
体
の
公
平
負
担
に
お
い
て
給
付
す
る
財
産
補
償
で

３
）

あ
り
、
民
法
上
み

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
公
用
収
用
を
強
制
売
買
と
す
る
考
え
方
も
存
在
す
る
が
今
日
こ
の
説
を
支
持
す
る
も
の
は

４
）

な
い
。
ま
た
、
損
失
補
償

を
財
産
権
補
償
、
公
平
負
担
の
見
地
か
ら
説
明
す
る
考
え
方
に
対
し
、
生
活
権
補
償
か
ら
説
明
す
る
考
え
方
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
損
失
補

償
を
民
法
上
の
不
当
利
得
制
度
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も

５
）

あ
る
。
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損
失
補
償
金
は
、
伝
統
的
学
説
の
立
場
に
た
て
ば
行
政
法
上
独
自
の
財
産
補
償
金
で
あ
り
、
強
制
売
買
で
あ
る
と
す
れ
ば
売
買
代
金
と

な
り
、
不
当
利
得
類
似
制
度
で
あ
る
と
す
れ
ば
利
得
が
物
（
収
用
物
件
等
）
で
あ
り
、
物
を
返
還
で
き
な
い
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、

「
存
ス
ル
利
益
」
と
し
て
の
金
銭
の
返
還
金
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
公
用
収
用
と
損
失
補
償
の
関
係
と
し
て
問
題
に
な
る
も
の
と
し
て
、
任
意
買
収
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

芝
池
義
一
教
授
は
収
用
補
償
と
任
意
買
収
の
対
価
を
異
質
な
も
の
と
み
る
の
は
正
当
で
は
な
い
と
し
て
、
損
失
補
償
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と

し
て
加
害
行
為
の
権
力
性
を
挙
げ
る
必
要
は
な
い
も
の
と
さ
れ
て

６
）

い
る
。
し
か
し
、
判
例
は
任
意
買
収
は
形
式
的
に
は
売
買
で
あ
っ
て
も
、

実
質
的
に
は
収
用
手
続
と
親
近
性
を
も
つ
強
制
的
契
機
に
基
づ
く
行
為
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
の
、
任
意
買
収
は
あ
く
ま
で
も
民
法

上
の
売
買
契
約
で
あ
り
、
対
価
の
請
求
権
は
当
事
者
間
の
契
約
に
よ
っ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て

７
）

い
る
。
し
か
し
土
地
収
用
実
務

に
お
い
て
は
、
任
意
買
収
も
損
失
補
償
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
そ
の
対
価
も
損
失
補
償
金
と
同
様
の
交
付
手
順
を
踏
ん
で

８
）

い
る
。
こ
の
よ

う
な
取
扱
い
に
対
す
る
反
対
説
も
有
力
で
あ
り
、
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
任
意
買
収
と
い
う
行
為
は
損
失
補
償
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の

対
価
が
損
失
補
償
金
で
あ
る
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
租
税
法
上
は
、
任
意
買
収
の
対
価
も
損
失
補
償
金
と
別
異
に
扱
う
こ
と
と
は
し

て
い
な
い
と
す
る
と
、
収
用
処
分
と
課
税
処
分
の
損
失
補
償
を
巡
る
取
扱
い
の
整
合
性
は
、
必
ず
し
も
保
た
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
混
乱

の
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
の
論
点
と
し
て
、
国
家
賠
償
と
損
失
補
償
の
接
近
・
相
対
化
の
問
題
が
あ
る
。
従
来
、
行
政
上
の
損
害
賠
償
と
損
失
補
償
と
は
基

本
的
に
異
な
る
法
制
度
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
近
時
、
学
説
に
お
い
て
損
害
賠
償
と
損
失
補
償
を
金
銭
的
救
済
と
い
う
点
で
、

共
通
の
性
格
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
両
制
度
の
区
別
を
相
対
化
し
、
被
害
者
の
立
場
か
ら
共
通
の
法
原
理
の
も
と
で
統
一
し
よ
う
と
す

る
見
解
が
示
さ
れ
て
い

９
）

る
が
、
課
税
の
有
無
に
よ
り
、
そ
の
金
銭
的
救
済
は
不
十
分
と
な
り
う
る
場
合
も
あ
る
。

国
家
賠
償
は
公
法
上
の
損
害
賠
償
と
し
て
賠
償
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
租
税
法
上
、
損
害
賠
償
金
は
基
本
的
に
非
課
税
で
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あ
り
、
課
税
繰
延
べ
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
賠
償
と
損
失
補
償
の
接
近
・
相
対
化
に
よ
っ
て
、
国
家
補
償
の
い
わ
ゆ

る
谷
間
を
埋
め
る
こ
と
が
出
来
た
と
し
て
も
、
阿
部
教
授
が
指
摘
す
る
よ

10
）

う
に
、
損
害
賠
償
金
と
損
失
補
償
金
の
取
扱
い
で
種
々
の
差
が

生
ず
る
こ
と
に
対
し
、
こ
れ
が
合
理
的
か
ど
う
か
整
理
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
課
税
処
分
の
問
題
を
差
し
置
い
て
論
ず
る
こ
と

は
片
手
落
ち
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

例
え
ば
、
土
地
収
用
に
際
し
補
償
金
が
支
払
わ
れ
た
後
、
土
地
収
用
裁
決
が
違
法
で
あ
っ
た
が
、
収
用
地
が
す
で
に
公
共
の
用
に
供
さ

れ
て
い
る
い
る
場
合
、
通
常
は
事
情
判
決
（
行
訴
法
三
一
条
）
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
適
法
行
為
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た

補
償
金
が
違
法
行
為
に
よ
っ
て
受
け
た
損
害
賠
償
金
に
替
わ
る
こ
と
を
意
味
し
て

11
）

い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
収
用
処
分
と
課
税
処
分
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
制
度
に
お
い
て
行
政
が
負
う
べ
き
義
務
、
責
任
が
各
々
異
な
っ

て
お
り
、
統
一
さ
れ
た
理
論
構
築
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
両
方
の
処
分
に
よ
り
、
利
益
を
侵
害
さ
れ
る
者
は
一

人
で
あ
り
、
侵
害
者
も
行
政
主
体
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
が
、
行
政
作
用
と
し
て
の
権
力
は
同
一
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
制
度
の
関

係
を
統
一
す
べ
き
理
論
構
成
の
必
要
性
が
存
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
は
、
収
用
法
上
の
損
失
補
償
金
の
評
価
と
税
法
上

の
評
価
を
ど
の
よ
う
に
統
一
的
に
理
解
す
べ
き
か
と
い
う

12
）

問
題
と
、
損
失
補
償
と
国
家
賠
償
の
接
近
・
相
対
化
、
谷
間
を
埋
め
る
理
論
に

対
応
す
る
問
題
と
が

13
）

あ
り
、
行
政
法
、
租
税
法
の
枠
を
越
え
て
論
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

注（
１
）

学
説
史
と
し
て
、
高
田
敏
「
財
産
権
の
「
公
共
の
福
祉
」
適
合
性
と
「
正
当
な
補
償
」
序
説
｜

完
全
補
償
説
と
相
当
補
償
説
を
め
ぐ
っ
て
｜

」
阪
大
法

学
第
一
四
九
・
一
五
〇
号
一
頁
（
一
九
八
九
）。

（
２
）

宇
賀
克
也
『
国
家
補
償
法
』
四
六
七
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
）。

（
３
）

宇
賀
・
上
掲
三
八
七
頁
、
田
中
二
郎
『
新
版
行
政
法
上
巻
』
二
一
一
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
）、
塩
野
宏
『
行
政
法

第
二
版
』
二
七
七
頁
（
有
斐
閣
、
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一
九
九
四
）。

（
４
）

棟
居
快
行
「
公
用
収
用
法
理
の
展
開
と
発
展
可
能
性
㈤
｜

損
失
補
償
制
度
の
一
考
察
｜

」
神
戸
法
學
雑
誌
第
三
三
巻
二
号
二
七
五
頁
（
一
九
八
三
）、

相
原
一
介
「
公
用
収
用
の
際
の
所
有
権
移
転
」
山
梨
学
院
大
法
学
論
集
五
号
一
二
頁
（
一
九
八
二
）、
強
制
売
買
説
に
つ
い
て
芝
池
義
一
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る

公
法
学
的
公
用
収
用
法
理
論
の
確
立
」
法
学
論
叢
九
二
巻
一
号
六
二
頁
（
一
九
七
二
）、
九
三
巻
二
号
二
一
頁
（
一
九
七
三
）、
九
三
巻
四
号
四
〇
頁
（
一
九

七
三
）
参
照
。

（
５
）

南
博
方
『
行
政
法
第
三
版
』
一
七
五
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
）。

（
６
）

芝
池
義
一
『
行
政
救
済
法
講
義
第
二
版
』
一
六
七
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
）。

（
７
）

広
島
地
判
昭
和
五
三
年
二
月
二
七
日
判
タ
三
六
九
号
二
七
七
頁
。

（
８
）

西
埜
章
、
田
辺
愛
壹
『
損
失
補
償
の
理
論
と
実
務
』
二
五
頁
（
プ
ロ
グ
レ
ス
、
二
〇
〇
五
）。

（
９
）

宮
田
三
郎
『
国
家
責
任
法
』
四
頁
（
信
山
社
、
二
〇
〇
〇
）。

（
10
）

阿
部
泰
隆
「
賠
償
と
補
償
の
間
｜

両
者
の
異
同
と
国
家
補
償
の
谷
間
を
埋
め
る
試
み
に
つ
い
て
｜

」
法
曹
時
報
三
七
巻
六
号
一
〇
頁
（
一
九
八
五
）。

（
11
）

秋
山
義
明
「
土
地
収
用
に
お
け
る
事
情
判
決
と
若
干
の
問
題
点
」
季
刊
用
地
二
⑶
四
〇
頁
（
二
〇
〇
一
）。

（
12
）

収
用
法
と
税
法
の
関
係
は
、
補
償
金
の
問
題
に
止
ど
ま
る
問
題
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
課
税
特
例
の
適
用
要
件
と
し
て
事
業
認
定
が
お
こ
な
わ
れ
得
る
状

況
の
判
断
と
し
て
、
事
業
者
判
断
基
準
説
と
許
可
・
意
見
書
取
得
基
準
説
の
対
立
が
あ
り
、
後
者
の
説
は
課
税
庁
が
実
質
判
断
を
行
う
こ
と
を
主
張
す
る
説

で
あ
り
、
こ
の
調
整
理
論
も
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
首
藤
重
幸
「
収
用
等
に
伴
い
取
得
し
た
場
合
の
課
税
特
例
の
適
用
要
件
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
八
六
号
一

三
七
頁
（
二
〇
〇
五
）
参
照
。

（
13
）

阿
部
・
前
掲
注
（
10
）
一
頁
。

こ
の
論
文
に
お
い
て
阿
部
教
授
は
、
税
法
上
、
損
失
補
償
金
と
損
害
賠
償
金
の
課
税
に
お
い
て
種
々
の
差
が
生
ず
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
こ
れ
が
合

理
的
か
ど
う
か
を
整
理
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
賠
償
と
補
償
の
限
界
事
例
と
し
て
、
野
犬
幼
児
咬
殺
事
件
、
高
知
落
石
事
故
、
工
場
誘

致
政
策
変
更
事
件
、
公
営
団
地
計
画
廃
止
事
件
、
空
港
・
新
幹
線
公
害
、
事
業
損
失
の
補
償
化
、
破
壊
消
防
と
結
果
責
任
的
解
釈
、
予
防
接
種
事
故
等
の
事

例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
が
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
事
例
の
課
税
問
題
は
補
償
額
と
の
問
題
も
含
め
最
終
的
に
国
家
が
負
担
す
る
金
額
、
国
民
側
か
ら
す

れ
ば
最
終
的
な
手
取
り
額
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
補
償
、
課
税
の
本
質
を
問
う
問
題
で
あ
る
。
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内
国
歳
入
法
第
一
〇
三
三
条
私
訳
（
抄
訳
）

⒜

一
般
原
則

財
産
が
強
制
又
は
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
転
換
さ
れ
た
場
合
（
盗
難
、
没
収
、
接
収
お
よ
び
公
用
収
用
ま
た
は
そ
の
恐
れ
、
切
迫
に
よ
る

財
産
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
損
失
の
結
果
を
原
因
と
し
て
）

⑴

同
種
類
の
財
産
へ
の
転
換

同
種
類
又
は
そ
の
財
産
と
役
務
ま
た
は
使
用
に
お
い
て
関
係
す
る
財
産
に
転
換
し
た
場
合
は
利
益
を
認
識
し
な
い
。

⑵

金
銭
へ
の
転
換

金
銭
又
は
、
同
種
類
ま
た
は
そ
の
財
産
と
役
務
ま
た
は
使
用
に
お
い
て
関
係
し
な
い
財
産
に
転
換
し
た
場
合
、
利
益
（
利
益
が
あ
っ
た

場
合
）
は
こ
の
条
項
に
お
い
て
以
下
の
規
定
を
除
き
認
識
さ
れ
る
。

A

非
認
識
利
益

納
税
者
が
下
記
B
に
規
定
さ
れ
て
い
る
期
間
内
に
、
交
換
の
目
的
を
以
て
同
種
類
又
は
そ
の
財
産
と
役
務
ま
た
は
使
用
に
お
い
て
関

係
す
る
財
産
を
購
入
す
る
か
、
こ
の
よ
う
な
財
産
を
所
有
す
る
会
社
の
支
配
を
得
る
た
め
に
株
式
を
購
入
し
た
場
合
、
納
税
者
の
選
択

に
よ
り
こ
の
よ
う
な
財
産
又
は
株
式
の
取
得
価
格
を
越
え
る
転
換
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
利
益
が
認
識

さ
れ
る（
一
年
な
い
し
そ
れ
以
上
の
課
税
期
間
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
金
銭
を
受
領
し
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
）。
こ
の
よ
う
な
選

択
は
内
国
歳
入
庁
長
官
の
発
し
た
規
則
に
定
め
る
期
間
と
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
条
文
の
目
的
の
た
め
に

⒤

転
換
さ
れ
た
財
産
の
譲
渡
前
に
財
産
又
は
株
式
の
取
得
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
譲
渡
の
日
に
納
税
者
に
よ
っ
て
財
産
の
保
有
が
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な
く
て
も
転
換
さ
れ
た
財
産
と
交
換
の
目
的
の
た
め
に
取
得
し
て
い
た
も
の
と
見
做
さ
れ
る
。
そ
し
て

ⅱ

納
税
者
は
本
条
⒝
に
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
財
産
又
は
株
式
の
購
入
は
、
第
一
〇
一
二
条
の
意
味
す
る
範
囲
に
お
い
て

は
財
産
又
は
株
式
の
非
調
整
取
得
価
格
の
費
用
で
あ
る
と
考
慮
す
る
。

B

財
産
交
換
の
た
め
の
時
期

前
段
A
で
規
定
さ
れ
た
期
間
は
、
転
換
さ
れ
た
財
産
の
譲
渡
の
日
、
も
し
く
は
接
収
の
恐
れ
ま
た
は
切
迫
ま
た
は
転
換
さ
れ
た
財
産

の
公
用
収
用
の
日
の
う
ち
の
最
初
の
日
の
ど
ち
ら
か
早
い
日
を
期
間
の
初
日
と
す
る
。
そ
し
て
終
日
は

⒤

転
換
の
利
益
の
任
意
の
一
部
分
が
認
識
さ
れ
る
最
初
の
課
税
期
間
終
了
後
二
年
間
、
又
は

ⅱ

長
官
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
期
間
及
び
条
件
に
し
た
が
っ
た
、
納
税
者
に
よ
る
申
立
て
は
長
官
の
指
定
す
る
最
も
遅
い
日
の
終
了

時
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
申
立
て
は
、
長
官
の
発
し
た
規
則
に
定
め
る
期
間
と
方
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

C

転
換
利
益
に
係
る
不
足
額
査
定
賦
課
通
知
の
時
期

納
税
者
が
A
段
の
規
定
を
選
択
し
た
場
合
、
そ
の
時

⒤

不
足
額
査
定
賦
課
通
知
の
た
め
の
法
令
期
間
は
、
転
換
の
利
益
の
一
部
が
実
現
し
た
課
税
期
間
に
お
い
て
、
転
換
財
産
の
交
換（
長

官
の
発
し
た
規
則
の
規
定
す
る
方
法
で
）
を
す
る
納
税
者
又
は
交
換
す
る
意
図
の
な
い
納
税
者
に
対
し
て
長
官
が
通
知
を
発
し
た
日

か
ら
三
年
の
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
は
利
益
を
理
由
と
す
る
不
足
額
査
定
賦
課
の
法
令
期
間
は
終
了
し
な
い
。
さ
ら
に

ⅱ

こ
の
よ
う
な
不
足
額
は
、
六
二
一
二
条
C
の
規
定
又
は
他
の
法
律
の
規
定
お
よ
び
査
定
賦
課
を
妨
げ
る
法
律
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
三
年
の
期
間
満
了
以
前
に
賦
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

D

選
択
に
係
る
他
の
不
足
額
査
定
賦
課
通
知
の
時
期

納
税
者
に
よ
っ
て
A
段
に
規
定
す
る
選
択
が
な
さ
れ
、
転
換
の
利
益
の
一
部
が
認
識
さ
れ
た
直
前
の
課
税
期
間
の
始
期
以
前
に
他
の

論 説
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財
産
又
は
株
式
が
購
入
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
選
択
の
結
果
の
範
囲
に
お
け
る
不
足
額
は
、
直
前
の
課
税
期
間
以
前
の
課
税
期
間
の
終

期
に
直
前
の
課
税
期
間
に
査
定
さ
れ
た
不
足
額
は
、
そ
の
期
間
満
了
以
前
は
い
つ
で
も
査
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
六
二
一
二
条
C
ま

た
は
六
五
〇
一
条
ま
た
は
他
の
法
律
の
規
定
お
よ
び
査
定
賦
課
を
妨
げ
る
法
律
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
）。

E

定
義
｜

こ
の
条
文
の
目
的

⒤

支
配
｜
「
支
配
」と
い
う
用
語
は
、
議
決
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
全
て
の
種
類
の
株
式
の
権
利
を
合
算
し
少
な
く
と
も
八
〇
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
の
株
式
の
所
有
権
を
持
つ
こ
と
及
び
会
社
の
他
の
全
て
の
種
類
の
株
式
の
総
計
の
少
な
く
と
も
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
持

つ
こ
と
を
意
味
す
る
。

ⅱ

転
換
財
産
の
譲
渡
｜
「
転
換
財
産
の
譲
渡
」と
い
う
用
語
は
損
壊
、
盗
難
、
没
収
、
接
収
、
又
は
転
換
財
産
の
公
用
収
用
又
は
接

収
及
び
公
用
収
用
の
恐
れ
ま
た
は
切
迫
の
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
財
産
が
売
却
ま
た
は
交
換
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

⒝
、
⒞
、
⒟
、
⒠
、
⒡
略

⒢

取
引
、
事
業
又
は
投
資
の
た
め
営
利
目
的
で
使
用
さ
れ
て
い
る
不
動
産
の
公
用
収
用

⑴

特
別
規
則

本
条
⒜
の
目
的
で
、
取
引
、
事
業
又
は
投
資
の
た
め
営
利
目
的
で
使
用
さ
れ
て
い
る
不
動
産
（
取
引
行
為
の
た
め
の
棚
卸
商
品
ま
た
は

売
却
の
た
め
主
と
し
て
所
有
さ
れ
て
い
る
財
産
は
含
ま
な
い
）
が
強
制
又
は
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
転
換
し
た
場
合
（
没
収
、
接
収
ま
た
は

公
用
収
用
の
結
果
及
び
、
そ
の
恐
れ
ま
た
は
切
迫
を
原
因
と
し
て
）、
取
引
、
事
業
又
は
投
資
の
た
め
営
利
目
的
で
使
用
す
る
た
め
保
有
さ

れ
る
同
種
類
の
財
産
は
、
転
換
さ
れ
た
財
産
と
同
一
又
は
役
務
ま
た
は
使
用
と
関
係
す
る
財
産
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
。
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⑵

制
限

本
項
⑴
は
本
条
⒜
⑵
A
に
規
定
す
る
会
社
の
支
配
を
得
る
た
め
の
株
式
の
購
入
に
は
適
用
し
な
い
。

⑶

不
動
産
と
し
て
の
屋
外
広
告
展
示
物
取
扱
い
の
選
択

A

一
般
原
則

こ
の
章
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
選
択
は
、
屋
外
広
告
展
示
物
を
構
成
す
る
財
産
を
不
動
産
と
し
て
取
扱
う
こ
と
を
長
官
の
規
定
す
る

時
期
及
び
方
法
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
章
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
選
択
は
一
七
九
⒜
条
（
事
業
財
産
の
値
下
り
費
用
の

選
択
と
の
関
係
）
の
も
と
選
択
さ
れ
た
財
産
と
は
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

B

選
択

本
項
A
の
も
と
な
さ
れ
た
選
択
は
、
長
官
の
承
諾
が
な
く
と
も
無
効
と
な
ら
な
い
。

C

屋
外
広
告
展
示
物

こ
の
章
の
目
的
で
、「
屋
外
広
告
展
示
物
」と
い
う
用
語
は
堅
く
組
み
立
て
ら
れ
た
看
板
、
展
示
物
又
は
地
面
に
永
久
的
に
備
え
付
け

ら
れ
た
装
置
ま
た
は
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
に
永
久
的
に
付
属
す
る
か
ま
た
は
他
の
本
来
的
な
永
久
建
築
物
の
設
置
ま
た
は
展
示
物
の
使
用
、

商
業
ま
た
は
他
の
公
衆
の
た
め
の
広
告
を
意
味
す
る
。

D

交
換
財
産
の
性
質

こ
の
章
の
目
的
で
、
本
条
C
（
及
び
不
動
産
と
し
て
納
税
者
に
よ
っ
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
）
に
規
定
さ
れ
た
強
制
又
は
不
可
抗
力
に

よ
り
転
換
さ
れ
た
屋
外
広
告
展
示
物
の
た
め
の
交
換
財
産
と
し
て
不
動
産
が
購
入
さ
れ
た
と
き
の
関
係
は
、
交
換
財
産
は
納
税
者
が
所

有
し
て
い
た
転
換
財
産
と
同
種
類
の
関
係
に
お
け
る
利
害
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
ら
ず
転
換
財
産
と
同
種
類
の
財

産
と
考
え
る
。
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⑷

特
別
規
則

本
項
⑴
に
規
定
さ
れ
て
い
る
強
制
又
は
不
可
抗
力
に
よ
る
転
換
の
場
合
、
本
条
⒜
⑵
B
⒤
を
「
二
年
」
を
「
三
年
」
に
代
え
て
適
用
す

る
。

⒣
⒤
⒥
⒦
⒧
略

【
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r in

co
m
e,
w
a
r-p
ro
fits a

n
d ex

cess-p
ro
fits ta

x a
cts.

一
九
三
九
年
歳
入
法

S
ec.

112
(f)
(1)

(f)
In
v
o
lu
n
ta
ry C

o
n
v
ersio

n
.
-If p

ro
p
erty

(a
s a resu

lt o
f its d

estru
ctio

n in w
h
o
le o

r p
a
rt,

th
eft,

seizu
re,

o
r

 
req

u
isitio

n o
r co

n
d
em
n
a
tio
n o

r th
rea

t o
r im

m
in
en
ce th

ereo
f)
is co

m
p
u
lso
rily o

r in
v
o
lu
n
ta
rily co

n
v
erted

-

(1)
C
o
n
v
ersio

n in
to sim

ila
r p
ro
p
erty

.
-In
to p

ro
p
erty sim

ila
r o
r rela

ted in serv
ice o

r u
se to th

e p
ro
p
erty so

 
co
n
v
erted

,
n
o g

a
in sh

a
ll b

e reco
g
n
ized

.

S
ec.

112
(f)
(2)

﹇(f)
In
v
o
lu
n
ta
ry C

o
n
v
ersio

n
.
-

＊
＊
＊
﹈

(2)
C
o
n
v
ersio

n in
to m

o
n
ey w

h
ere d

isp
o
sitio

n o
ccu

rred p
rio
r to 1951.

-In
to m

o
n
ey
,
a
n
d th

e d
isp
o
sitio

n o
f th

e
 

co
n
v
erted p

ro
p
erty o

ccu
rred b

efo
re Ja

n
u
a
ry 1 1951,

n
o
g
a
in sh

a
ll b

e reco
g
n
ized

＊
＊
＊

F
o
r th

e p
u
rp
o
ses o

f th
is p

a
ra
g
ra
p
h a

n
d p

a
ra
g
ra
p
h
(3),

th
e term

“d
isp
o
sitio

n o
f th

e co
n
v
erted

 
p
ro
p
erty

”

m
ea
n
s th

e d
estru

ctio
n
,
th
eft,

seizu
re,

req
u
isitio

n
,
o
r co

n
d
em
n
a
tio
n
 
o
f th

e co
n
v
erted

 
p
ro
p
erty

,
o
r th

e sa
le o

r
 

ex
ch
a
n
g
e o

f su
ch p

ro
p
erty u

n
d
er th

ea
t o
r im

m
in
en
ce o

f req
u
isitio

n o
r co

n
d
em
n
a
tio
n
.
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S
ec.

112
(f)
(3)

﹇(f)
In
v
o
lu
n
ta
rty C

o
n
v
ersio

n
.
-

＊
＊
＊
﹈

(3)
C
o
n
v
ersio

n in
to m

o
n
ey w

h
ere d

isp
o
sitio

n o
ccu

rred a
fter 1950.

-In
to m

o
n
ey o

r in
to p

ro
p
erty n

o
t sim

ila
r

 
o
r rela

ted in serv
ice o

r u
se to th

e co
n
v
erted p

ro
p
erty

,
a
n
d th

e d
isp
o
sitio

n o
f th

e co
n
v
erted p

ro
p
erty

(a
s d
efin

ed
 

in p
a
ra
g
ra
p
h
(2))

o
ccu

rred a
fter D

ecem
b
er 31,

1950,
th
e g

a
in
(if a

n
y
)
sh
a
ll b

e reco
g
n
ized ex

cep
t to th

e ex
ten

t
 

h
erein

a
fter p

ro
v
id
ed in th

is p
a
ra
g
ra
p
h
:

(A
)
N
o
n
reco

g
n
itio

n o
f G

a
in
.
-If th

e ta
x
p
a
y
er d

u
rin
g th

e p
erio

d sp
ecified in su

b
p
a
ra
g
ra
p
h
(B
),
fo
r th

e p
u
rp
o
se

 
o
f rep

la
cin
g th

e p
ro
p
erty so co

n
v
erted

,
p
u
rch

a
ses o

th
er p

ro
p
erty

 
sim

ila
r o

r rela
ted

 
in
 
serv

ice o
r u

se to
 
th
e

 
p
ro
p
erty

 
so
 
co
n
v
erted

,
o
r p

u
rch

a
ses sto

ck
 
in
 
th
e a

cq
u
isitio

n
 
o
f co

n
tro
l o
f a
 
co
rp
o
ra
tio
n
 
o
w
n
in
g
 
su
ch
 
o
th
er

 
p
ro
p
erty

,
a
t th

e electio
n o

f th
e ta

x
p
a
y
er th

e g
a
in sh

a
ll b

e reco
g
n
ized o

n
ly to th

e ex
ten

t th
a
t th

e a
m
o
u
n
t rea

lized
 

u
p
o
n su

ch co
n
v
ersio

n
(reg

a
rd
less o

f w
h
eth

er su
ch a

m
o
u
n
t is receiv

ed in o
n
e o
r m

o
re ta

x
a
b
le y

ea
rs)

ex
ceed

s th
e

 
co
st o

f su
ch o

th
er p

ro
p
erty o

r su
ch sto

ck
.
S
u
ch electio

n sh
a
ll b

e m
a
d
e a
t su

ch tim
e a
n
d in su

ch m
a
n
n
er a

s th
e

 
S
ecreta

ry m
a
y b

y reg
u
la
tio
n
s p
rescrib

e.
F
o
r th

e p
u
rp
o
se o

f th
is p

a
ra
g
ra
p
h
-

(i)
n
o p

ro
p
erty o

r sto
ck a

cq
u
ired b

efo
re th

e d
isp
o
sitio

n o
f th

e co
n
v
erted p

ro
p
erty sh

a
ll b

e co
n
sid
ered to h

a
v
e

 
b
een a

cq
u
ired fo

r th
e p

u
rp
o
se o

f rep
la
cin
g su

ch co
n
v
erted p

ro
p
erty u

n
less h

eld b
y th

e ta
x
p
a
y
er o

n th
e d

a
te o

f
 

su
ch d

isp
o
sitio

n
;
a
n
d

(ii)
th
e ta

x
p
a
y
er sh

a
ll b

e co
n
sid
ered to h

a
v
e p

u
rch

a
sed p

ro
p
erty o

r sto
ck o

n
ly if,

b
u
t fo

r th
e p

ro
v
isio

n
s o
f

 
sectio

n 113
(a
)
(9),

th
e u
n
a
d
ju
sted b

a
sis o

f su
ch p

ro
p
erty o

r sto
ck w

o
u
ld b

e its co
st w

ith
in th

e m
ea
n
in
g o

f sectio
n
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113
(a
).

(B
)
P
erio

d W
ith
in W

h
ich P

ro
p
erty M

u
st B

e R
ep
la
ced

.-

T
h
e p

erio
d referred to in su

b
p
a
ra
g
ra
p
h
(A
)
sh
a
ll b

e th
e p

erio
d b

eg
in
n
in
g w

ith th
e d

a
te o

f th
e d

isp
o
sitio

n o
f th

e
 

co
n
v
erted

 
p
ro
o
erty

,
o
r th

e ea
rliest d

a
te o

f th
e th

rea
t o

r im
m
in
en
ce o

f req
u
isitio

n
 
o
r co

n
d
em
n
a
tio
n
 
o
f th

e
 

co
n
v
erted p

ro
p
erty

,
w
h
ich
ev
er is th

e ea
rlier,

a
n
d en

d
in
g
-

(i)
o
n
e y

ea
r a

fter th
e clo

se o
f th

e first ta
x
a
b
le y

ea
r in w

h
ich a

n
y p

a
rt o

f th
e g

a
in u

p
o
n th

e co
n
v
ersio

n is
 

rea
lized

,
o
r

(ii)
su
b
ject to su

ch term
s a
n
d co

n
d
itio

n
s a
s m

a
y b

e sp
ecified b

y th
e S

ecreta
ry
,
a
t th

e clo
se o

f su
ch la

ter d
a
te

 
a
s th

e S
ecreta

ry m
a
y d

esig
n
a
te u

p
o
n a

p
p
lica

tio
n b

y th
e ta

x
p
a
y
er.

S
u
ch a

p
p
lica

tio
n sh

a
ll b

e m
a
d
e a
t su

ch tim
e

 
a
n
d in su

ch m
a
n
n
er a

s th
e S

ecreta
ry m

a
y b

y reg
u
la
tio
n
s p
rescrib

e.

(C
)
T
im
e fo

r A
ssessm

en
t o
f D

eficien
cy A

ttrib
u
ta
b
le to G

a
in u

p
o
n C

o
n
v
ersio

n
.-If a ta

x
p
a
y
er h

a
s m

a
d
e th

e
 

electio
n p

ro
v
id
ed in su

b
p
a
ra
g
ra
p
h
(A
),
th
en
(i)
th
e sta

tu
to
ry p

erio
d fo

r th
e a
ssessm

en
t o
f a
n
y d

eficien
cy
,
fo
r a
n
y

 
ta
x
a
b
le y

ea
r in w

h
ich a

n
y p

a
rt o

f th
e g

a
in u

p
o
n su

ch co
n
v
ersio

n is rea
lized

,
a
ttrib

u
ta
b
le to su

ch g
a
in sh

a
ll n

o
t

 
ex
p
ire p

rio
r to th

e ex
p
ira
tio
n o

f th
ree y

ea
rs fro

m
 
th
e d

a
te th

e S
ecreta

ry is n
o
tified b

y th
e ta

x
p
a
y
er
(in su

ch
 

m
a
n
n
er a

s th
e S

ecreta
ry m

a
y b

y reg
u
la
tio
n
s p
rescrib

e)
o
f th

e rep
la
cem

en
t o
f th

e co
n
v
erted p

ro
o
erty o

r o
f a
n

 
in
ten

tio
n n
o
t to rep

la
ce,

a
n
d
(ii)

su
ch d

eficien
cy m

a
y b
e a
ssessed p

rio
r to th

e ex
p
rira

tio
n o
f su

ch th
ree-y

ea
r p
erio

d
 

n
o
tw
ith
sta
n
d
in
g th

e p
ro
v
isio

n
s o
f sectio

n 272
(f)
o
r th

e p
ro
v
isio

n
s o
f a
n
y o

th
er la

w
 
o
r ru

le o
f la

w
 
w
h
ich w

o
u
ld

 
o
th
erw

ise p
rev

en
t su

ch a
ssessm

en
t.
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(D
)
T
im
e fo

r A
ssessm

en
t o
f O

th
er D

eficien
cies A

ttrib
u
ta
b
le to E

lectio
n
.-If th

e electio
n p

ro
v
id
ed in su

b
p
a
ra
-

g
ra
p
h
(A
)
is m

a
d
e b

y th
e ta

x
p
a
y
er a

n
d su

ch o
th
er p

ro
p
erty o

r su
ch sto

ck w
a
s p
u
rch

a
sed p

rio
r to th

e b
eg
in
n
in
g

 
o
f th

e la
st ta

x
a
b
le y

ea
r in w

h
ich a

n
y p

a
rt o

f th
e g

a
in u

p
o
n su

ch co
n
v
ersio

n is rea
lized

,
a
n
y d

eficien
cy
,
to th

e
 

ex
ten

t resu
ltin

g fro
m
 
su
ch electio

n
,
fo
r a
n
y ta

x
a
b
le y

ea
r en

d
in
g b

efo
re su

ch la
st ta

x
a
b
le y

ea
r m

a
y b

e a
ssessed

(n
o
tw
ith
sta
n
d
in
g th

e p
ro
v
isio

n o
f sectio

n 272
(f)
o
r 275 o

r th
e p

ro
v
isio

n
s o
f a
n
y o

th
er la

w
 
o
r ru

le o
f la

w
 
w
h
ich

 
w
o
u
ld
 
o
th
erw

ise p
rev

en
t su

ch
 
a
ssessm

en
t)
a
t a

n
y
 
tim

e b
efo

re th
e ex

p
ira
tio
n
 
o
f th

e p
erio

d
 
w
ith
in
 
w
h
ich
 
a

 
d
eficien

cy fo
r su

ch la
st ta

x
a
b
le y

ea
r m

a
y b

e a
ssessed

.

内
国
歳
入
法
第
一
〇
三
三
条
（
二
〇
〇
五
年
）。In

v
o
lu
n
ta
ry co

n
v
ersio

n
s.

(a
)
G
en
era

l ru
le.

If p
ro
p
erty

(a
s a resu

lt o
f its d

estru
ctio

n in w
h
o
le o

r in p
a
rt,

th
eft,

seizu
re,

o
r req

u
isitio

n
 

o
r co

n
d
em
n
a
tio
n o

r th
rea

t o
r im

m
in
en
ce th

ere o
f)
is co

m
p
u
lso
rily o

r in
v
o
lu
n
ta
rily co

n
v
erted

-

(1)
C
o
n
v
ersio

n in
to sim

ila
r p
ro
p
erty

.
In
to p

ro
p
erty sim

ila
r o
r rela

ted in serv
ice o

r u
se to th

e p
ro
p
erty so

 
co
n
v
erted

,
n
o g

a
in sh

a
ll b

e reco
g
n
ized

.

(2)
C
o
n
v
ersio

n in
to m

o
n
ey
.
In
to m

o
n
ey o

r in
to p

ro
p
erb

y n
o
t sim

ila
r o

r rela
ted in serv

ice o
r u

se to th
e

 
co
n
v
erted

 
p
ro
p
erty

,
th
e g

a
in
(if a

n
y
)
sh
a
ll b

e reco
g
n
ized

 
ex
cep

t to
 
th
e
 
ex
ten

t h
erein

a
fter p

ro
v
id
ed
 
in
 
th
is

 
p
a
ra
g
ra
p
h
:

(A
)
N
o
n
reco

g
n
itio

n o
f g
a
in
.
If th

e ta
x
p
a
y
er d

u
rin
g th

e p
erio

d sp
ecified in su

b
p
a
ra
g
ra
p
h
(B
),
fo
r th

e p
u
rp
o
se

 
o
f rep

la
cin
g th

e p
ro
p
erty so co

n
v
erted

,
p
u
rch

a
ses o

th
er p

ro
p
erty

 
sim

ila
r o

r rela
ted

 
in
 
serv

ice o
r u

se to
 
th
e
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p
ro
p
erty

 
so
 
co
n
v
erted

,
o
r p

u
rch

a
ses sto

ck
 
in
 
th
e a

cq
u
isitio

n
 
o
f co

n
tro
l o
f a
 
co
rp
o
ra
tio
n
 
o
w
n
in
g
 
su
ch
 
o
th
er

 
p
ro
p
erty

,
a
t th

e electio
n o

f th
e ta

x
p
a
y
er th

e g
a
in sh

a
ll b

e reco
g
n
ized o

n
ly to th

e ex
ten

t th
a
t th

e a
m
o
u
n
t rea

lized
 

u
p
o
n su

ch co
n
v
ersio

n
(reg

a
rd
less o

f w
h
eth

er su
ch a

m
o
u
n
t is receiv

ed in o
n
e o
r m

o
re ta

x
a
b
le y

ea
rs)

ex
ceed

s th
e

 
co
st o

f su
ch o

th
er p

ro
p
erty o

r su
ch sto

ck
.
S
u
ch electio

n sh
a
ll b

e m
a
d
e a
t su

ch tim
e a
n
d in su

ch m
a
n
n
er a

s th
e

 
S
ecreta

ry m
a
y b

y reg
u
la
tio
n
s p
rescrib

e.
F
o
r p
u
rp
o
ses o

f th
is p

a
ra
g
ra
p
h
-

(i)
n
o p

ro
p
erty o

r sto
ck a

cq
u
ired b

efo
re th

e d
isp
o
sitio

n o
f th

e co
n
v
erted p

ro
p
erty sh

a
ll b

e co
n
sid
ered to h

a
v
e

 
b
een a

cq
u
ired fo

r th
e p

u
rp
o
se o

f rep
la
cin
g su

ch co
n
v
erted p

ro
p
erty u

n
less h

eld b
y th

e ta
x
p
a
y
er o

n th
e d

a
te o

f
 

su
ch d

isp
o
sitio

n
;
a
n
d

(ii)
th
e ta

x
p
a
y
er sh

a
ll b

e co
n
sid
ered to h

a
v
e p

u
rch

a
sed p

ro
p
erty o

r sto
ck o

n
ly if,

b
u
t fo

r th
e p

ro
v
isio

n
s o
f

 
su
b
sectio

n
(b
)
o
f th

is sectio
n
,
th
e u
n
a
d
ju
sted b

a
sis o

f su
ch p

ro
p
erty o

r sto
ck w

o
u
ld b

e its co
st w

ith
in th

e m
ea
n
in
g

 
o
f sectio

n 1012.

(B
)
P
erio

d w
ith
in w

h
ich p

ro
p
erty m

u
st b

e rep
la
ced

.
T
h
e p
erio

d referred to in su
b
p
a
ra
g
ra
p
h
(A
)
sh
a
ll b

e th
e

 
p
erio

d b
eg
in
n
in
g w

ith th
e d

a
te o

f th
e d

isp
o
sitio

n o
f th

e co
n
v
erted p

ro
p
erty

,
o
r th

e ea
rliest d

a
te o

f th
e th

rea
t o
r

 
im
m
in
en
ce o

f req
u
isitio

n o
r co

n
d
em
n
a
tio
n o

f th
e co

n
v
erted p

ro
p
erty

,
w
h
ich
ev
er is th

e ea
rlier,

a
n
d en

d
in
g
-

(i)
2 y

ea
rs a

fter th
e clo

se o
f th

e first ta
x
a
b
le y

ea
r in w

h
ich a

n
y p

a
rt o

f th
e g

a
in u

p
o
n th

e co
n
v
ersio

n is
 

rea
lized

,
o
r

(ii)
su
b
ject to su

ch term
s a
n
d co

n
d
itio

n
s a
s m

a
y b

e sp
ecified b

y th
e S

ecreta
ry
,
a
t th

e clo
se o

f su
ch la

ter d
a
te

 
a
s th

e S
ecreta

ry m
a
y d
esig

n
a
te o

n a
p
p
lica

tio
n b
y th

e ta
x
p
a
y
er.

S
u
ch a

p
p
lica

tio
n sh

a
ll b

e m
a
d
e a
t su

ch tim
e a
n
d
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in su
ch m

a
n
n
er a

s th
e S

ecreta
ry m

a
y b

y reg
u
la
tio
n
s p
rescrib

e.

(C
)
T
im
e fo

r a
ssessm

en
t o
f d
eficien

cy a
ttrib

u
ta
b
le to g

a
in u

p
o
n co

n
v
ersio

n
.
If a ta

x
p
a
y
er h

a
s m

a
d
e th

e
 

electio
n p

ro
v
id
ed in su

b
p
a
ra
g
ra
p
h
(A
),
th
en
-

(i)
th
e sta

tu
to
ry p

erio
d fo

r th
e a

ssessm
en
t o
f a
n
y d

eficien
cy
,
fo
r a
n
y ta

x
a
b
le y

ea
r in w

h
ich a

n
y p

a
rt o

f th
e

 
g
a
in o

n su
ch co

n
v
ersio

n is rea
lized a

ttrib
u
ta
b
le to su

ch g
a
in sh

a
ll n

o
t ex

p
ire p

rio
r to th

e ex
p
ira
tio
n o

f 3 y
ea
rs

 
fro
m
 
th
e d

a
te th

e S
ecreta

ry is n
o
tified b

y th
e ta

x
p
a
y
er
(in su

ch m
a
n
n
er a

s th
e S

ecreta
ry m

a
y b

y reg
u
la
tio
n
s

 
p
rescrib

e)
o
f th

e rep
la
cem

en
t o
f th

e co
n
v
erted p

ro
p
erty o

r a
n in

ten
tio
n n

o
t to rep

la
ce,

a
n
d

(ii)
su
ch
 
d
eficien

cy
 
m
a
y
 
b
e
 
a
ssessed

 
b
efo

re
 
th
e
 
ex
p
ira
tio
n
 
o
f su

ch
 
3-y
ea
r
 
p
erio

d
 
n
o
tw
ith
sta
n
d
in
g
 
th
e

 
p
ro
v
isio

n
s o
f sectio

n 6212
(c)

o
r th

e p
ro
v
isio

n
s o
f a
n
y o

th
er la

w
 
o
r ru

le o
f la

w
 
w
h
ich w

o
u
ld o

th
erw

ise p
rev

en
t

 
su
ch a

ssessm
en
t.

(D
)
T
im
e fo

r a
ssessm

en
t o
f o
th
er d

eficien
cies a

ttrib
u
ta
b
le to electio

n
.
If th

e electio
n p

ro
v
id
ed in su

b
p
a
ra
-

g
ra
p
h
(A
)
is m

a
d
e b
y th

e ta
x
p
a
y
er a

n
d su

ch o
th
er p

ro
p
ery o

r su
ch sto

ck w
a
s p
u
rch

a
sed b

efo
re th

e b
eg
in
n
in
g o

f
 

th
e la

st ta
x
a
b
le y

ea
r in w

h
ich a

n
y p

a
rt o

f th
e g
a
in u

p
o
n su

ch co
n
v
ersio

n is rea
lized

,
a
n
y d

eficien
cy
,
to th

e ex
ten

t
 

resu
ltin

g
 
fro
m
 
su
ch
 
electio

n
,
fo
r a

n
y
 
ta
x
a
b
le
 
y
ea
r en

d
in
g
 
b
efo

re
 
su
ch
 
la
st ta

x
a
b
le
 
y
ea
r m

a
y
 
b
e
 
a
ssessed

(n
o
tw
ith
sta
n
d
in
g th

e p
ro
v
isio

n
s o
f sectio

n 6212
(c)

o
r 6501 o

r th
e p
ro
v
isio

n
s o
f a
n
y o

th
er la

w
 
o
r ru

le o
f la

w
 
w
h
ich

 
w
o
u
ld
 
o
th
erw

ise p
rev

en
t su

ch
 
a
ssessm

en
t)
a
t a

n
y
 
tim

e b
efo

re th
e ex

p
ira
tio
n
 
o
f th

e p
erio

d
 
w
ith
in
 
w
h
ich
 
a

 
d
eficien

cy fo
r su

ch la
st ta

x
a
b
le y

ea
r m

a
y b

e a
ssessed

.

(E
)
D
efin

itio
n
s,
F
o
r p
u
rp
o
ses o

f th
is p

a
ra
g
ra
p
h
-
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(i)
C
o
n
tro
l.

T
h
e term

“co
n
tro
l”
m
ea
n
s th

e o
w
n
ersh

ip o
f sto

ck
 
p
o
ssessin

g a
t lea

st 80 p
ercen

t o
f th

e to
ta
l

 
co
m
b
in
ed v

o
tin
g p

o
w
er o

f a
ll cla

sses o
f sto

ck
 
en
titled to v

o
te a

n
d a

t lea
st 80 p

ercen
t o
f th

e to
ta
l n
u
m
b
er o

f
 

sh
a
res o

f a
ll o

th
er cla

sses o
f sto

ck o
f th

e co
rp
o
ra
tio
n
.

(ii)
D
isp
o
sitio

n o
f th

e co
n
v
erted p

ro
p
erty

.
T
h
e term

“d
isp
o
sitio

n o
f th

e co
n
v
erted p

ro
p
erty

”
m
ea
n
s th

e
 

d
estru

ctio
n
,
th
eft,

seizu
re,

req
u
isitio

n
,
o
r co

n
d
em
n
a
tio
n o
f th

e co
n
v
erted p

ro
p
erty

,o
r th

e sa
le o

r ex
ch
a
n
g
e o
f su

ch
 

p
ro
p
erty u

n
d
er th

rea
t o
r im

m
in
en
ce o

f req
u
isitio

n o
r co

n
d
em
n
a
tio
n
.

(b
)
B
a
sis o

f p
ro
p
erty a

cq
u
ired th

ro
u
g
h in

v
o
lu
n
ta
ry co

n
v
ersio

n
.

(1)
C
o
n
v
ersio

n
s d
escrib

ed in su
b
sectio

n
(a
)
(1).

If th
e p

ro
p
erty w

a
s a
cq
u
ired a

s th
e resu

lt o
f a co

m
p
u
lso
ry

 
o
r in

v
o
lu
n
ta
ry co

n
v
ersio

n d
escrib

ed in su
b
sectio

n
(a
)
(1),

th
e b
a
sis sh

a
ll b

e th
e sa

m
e a
s in th

e ca
se o

f th
e p
ro
p
erty

 
so co

n
v
erted

-

(A
)
d
ecrea

sed in th
e a
m
o
u
n
t o
f a
n
y m

o
n
ey receiv

ed b
y th

e ta
x
p
a
y
er w

h
ich w

a
s n
o
t ex

p
en
d
ed in a

cco
rd
a
n
ce

 
w
ith th

e p
ro
v
isio

n
s o
f la

w
(a
p
p
lica

b
le to th

e y
ea
r in w

h
ich su

ch co
n
v
ersio

n w
a
s m

a
d
e)
d
eterm

in
in
g th

e ta
x
a
b
le

 
sta
tu
s o
f th

e g
a
in o

r lo
ss u

p
o
n su

ch co
n
v
ersio

n
,
a
n
d

(B
)
in
crea

sed in th
e a
m
o
u
n
t o
f g
a
in o

r d
ecrea

sed in th
e a
m
o
u
n
t o
f lo

ss to th
e ta

x
p
a
y
er reco

g
n
ized u

p
o
n su

ch
 

co
n
v
ersio

n u
n
d
er th

e la
w
 
a
p
p
lica

b
le to th

e y
ea
r in w

h
ich su

ch co
n
v
ersio

n w
a
s m

a
d
e.

(2)
C
o
n
v
ersio

n
s d

escrib
ed in su

b
sectio

n
(a
)
(2).

In th
e ca

se o
f p

ro
p
erty

 
p
u
rch

a
sed

 
b
y
 
th
e ta

x
p
a
y
er in

 
a

 
tra
n
sa
ctio

n d
escrib

ed in su
b
sectio

n
(a
)
(2)

w
h
ich resu

lted in th
e n

o
n
reco

g
n
itio

n o
f a
n
y p

a
rt o

f th
e g

a
in rea

lized
 

a
s th

e resu
lt o

f a co
m
p
u
lso
ry o

r in
v
o
lu
n
ta
ry co

n
v
ersio

n
,
th
e b

a
sis sh

a
ll b

e th
e co

st o
f su

ch p
ro
p
erty d

ecrea
sed
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in th
e a

m
o
u
n
t o
f th

e g
a
in n

o
t so reco

g
n
ized

;
a
n
d if th

e p
ro
p
erty p

u
rch

a
sed co

n
sists o

f m
o
re th

a
n 1 p

iece o
f

 
p
ro
p
erty

,
th
e b

a
sis d

eterm
in
ed u

n
d
er th

is sen
ten

ce sh
a
ll b

e a
llo
ca
ted to th

e p
u
rch

a
sed p

ro
p
erties in p

ro
p
o
rtio

n
 

to th
eir resp

ectiv
e co

sts.

(3)
P
ro
p
erty h

eld b
y co

rp
o
ra
tio
n th

e sto
ck o

f w
h
ich is rep

la
cem

en
t p
ro
p
erty

.

(A
)
In g

en
era

l.
If th

e b
a
sis o

f sto
ck in a co

rp
o
ra
tio
n is d

ecrea
sed u

n
d
er p

a
ra
g
ra
p
h
(2),

a
n a

m
o
u
n
t eq

u
a
l to

 
su
ch d

ecrea
se sh

a
ll a

lso b
e a

p
p
lied to red

u
ce th

e b
a
sis o

f p
ro
p
erty

 
h
eld
 
b
y
 
th
e eo

rp
o
ra
tio
n
 
a
t th

e tim
e th

e
 

ta
x
p
a
y
er a

cq
u
ired co

n
tro
l
(a
s d
efin

ed in su
b
sectio

n
(a
)
(2)

(E
))
o
f su

ch co
rp
o
ra
tio
n
.

(B
)
L
im
ita
tio
n
.
S
u
b
p
a
ra
g
ra
p
h
(A
)
sh
a
ll n

o
t a
p
p
ly to th

e ex
ten

t th
a
t it w

o
u
ld
(b
u
t fo

r th
is su

b
p
a
ra
g
ra
p
h
)

req
u
ire a red

u
ctio

n in th
e a

g
g
reg

a
te a

d
ju
sted b

a
ses o

f th
e p

ro
p
erty o

f th
e co

rp
o
ra
tio
n b

elo
w
 
th
e ta

x
p
a
y
er’s

 
a
d
ju
sted

 
b
a
sis o

f th
e sto

ck
 
in
 
th
e co

rp
o
ra
tio
n
(d
eterm

in
ed
 
im
m
ed
ia
tely

 
a
fter su

ch
 
b
a
sis is d

ecrea
sed

 
u
n
d
er

 
p
a
ra
g
ra
p
h
(2)).

(C
)
A
llo
ca
tio
n o

f b
a
sis red

u
ctio

n
.
T
h
e d

ecrea
se req

u
ired u

n
d
er su

b
p
a
ra
g
ra
p
h
(A
)
sh
a
ll b

e a
llo
ca
ted

-

(i)
first to p

ro
p
erty w

h
ich is sim

ila
r o
r rela

ted in serv
ice o

r u
se to th

e co
n
v
erled p

ro
p
erty

,

(ii)
seco

n
d to d

ep
recia

b
le p

ro
p
erty

(a
s d
efin

ed in sectio
n 1017

(b
)
(3)

(B
))
n
o
t d
escrib

ed in cla
u
se
(i).

a
n
d

(iii)
th
en to o

th
er p

ro
p
erty

.

(D
)
S
p
ecia

l ru
les.

(i)
R
ed
u
ctio

n n
o
t to ex

ceed a
d
ju
sted b

a
sis o

f p
ro
p
erty

.
N
o red

u
ctio

n in th
e b
a
sis o

f a
n
y p

ro
p
erty u

n
d
er th

is
 

p
a
ra
g
ra
p
h sh

a
ll ex

ceed th
e a

d
ju
sted b

a
sis o

f su
ch p

ro
p
erty

(d
eterm

in
ed w

ith
o
u
t reg

a
rd to su

ch red
u
ctio

n
).
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(ii)
A
llo
ca
tio
n o

f red
u
ctio

n a
m
o
n
g p

ro
p
erties.

If m
o
re th

a
n 1 p

ro
p
erty is d

escrib
ed in a cla

u
se o

f su
b
p
a
ra
-

g
ra
p
h
(C
),
th
e red

u
ctio

n
 
u
n
d
er th

is p
a
ra
g
ra
p
h
 
sh
a
ll b

e a
llo
ca
ted

 
a
m
o
n
g
 
su
ch
 
p
ro
p
erty

 
in
 
p
ro
p
o
rtio

n
 
to
 
th
e

 
a
d
ju
sted b

a
ses o

f su
ch p

ro
p
erty

(a
s so d

eterm
in
ed
).

(c)
P
ro
p
erty so

ld p
u
rsu

a
n
t to recla

m
a
tio
n la

w
s.

F
o
r p
u
rp
o
ses o

f th
is su

b
title,

if p
ro
p
erty ly

in
g w

ith
in a

n
 

irrig
a
tio
n p

ro
ject is so

ld o
r o

th
erw

ise d
isp
o
sed o

f in o
rd
er to co

n
fo
rm
 
to th

e a
crea

g
e lim

ita
tio
n p

ro
v
isio

n
s o

f
 

F
ed
era

l recla
m
a
tio
n la

w
s,
su
ch sa

le o
r d
isp
o
sitio

n sh
a
ll b

e trea
ted a

s a
n in

v
o
lu
n
ta
ry co

n
v
ersio

n to w
h
ich th

is
 

sectio
n a

p
p
lies.

(d
)
L
iv
esto

ck d
estro

y
ed b

y d
isea

se.
F
o
r p
u
rp
o
ses o

f th
is su

b
title,

if liv
esto

ck a
re d

estro
y
ed b

y o
n a

cco
u
n
t

 
o
f d
isea

se,
o
r a
re so

ld o
r ex

ch
a
n
g
ed b

eca
u
se o

f d
isea

se,
su
ch d

estru
ctio

n o
r su

ch sa
le o

r ex
ch
a
n
g
e sh

a
ll b

e trea
ted

 
a
s a
n in

v
o
lu
n
ta
ry co

n
v
ersio

n to w
h
ich th

is sectio
n a

p
p
lies.

(e)
L
iv
esto

ck so
ld o

n a
cco

u
n
t o
f d
ro
u
g
h
t,
flo
o
d
,
o
r o
th
er w

ea
th
er-rela

ted co
n
d
itio

n
s.

(1)
In g

en
era

l.
F
o
r p
u
rp
o
ses o

f th
is su

b
title,

th
e sa

le o
r ex

ch
a
n
g
e o

f liv
esto

ck
(o
th
er th

a
n p

o
u
ltry

)
h
eld b

y
 

a ta
x
p
a
y
er fo

r d
ra
ft,
b
reed

in
g
,
o
r d
a
iry p

u
rp
o
ses in ex

cess o
f th

e n
u
m
b
er th

e ta
x
p
a
y
er w

o
u
ld sell if h

e fo
llo
w
ed

 
h
is u

su
a
l b
u
sin
ess p

ra
ctices sh

a
ll b

e trea
ted a

s a
n in

v
o
lu
n
ta
ry co

n
v
ersio

n to w
h
ich th

is sectio
n a

p
p
lies if su

ch
 

liv
esto

ck a
re so

ld o
r ex

ch
a
n
g
ed b

y th
e ta

x
p
a
y
er so

lely o
n a

cco
u
n
t o
f d
ro
u
g
h
t,
flo
o
d
,
o
r o

th
er w

ea
th
er-rela

ted
 

co
n
d
itio

n
s.

(2)
E
x
ten

sio
n o

f rep
la
cem

en
t p
erio

d
.

(A
)
In g

en
era

l.
In th

e ca
se o

f d
ro
u
g
h
t,
flo
o
d
,
o
r o
th
er w

ea
th
er-rela

ted co
n
d
itio

n
s d
escrib

ed in p
a
ra
g
ra
p
h
(1)
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w
h
ich resu

lt in th
e a
rea b

ein
g d

esig
n
a
ted a

s elig
ib
le fo

r a
ssista

n
ce b

y th
e F

ed
era

l G
o
v
ern

m
en
t,
su
b
sectio

n
(a
)
(2)

(B
)
sh
a
ll b

e a
p
p
lied w

ith resp
ect to a

n
y co

n
v
erted p

ro
p
erty b

y su
b
stitu

tin
g
“4 y

ea
rs”

fo
r
“2 y

ea
rs”

(B
)
F
u
rth
er ex

ten
sio
n b

y S
ecreta

ry
.
T
h
e S

ecreta
ry m

a
y ex

ten
d o

n a reg
io
n
a
l b
a
sis th

e p
erio

d fo
r rep

la
ce-

m
en
t u
n
d
er th

is sectio
n
(a
fter th

e a
p
p
lica

tio
n o

f su
b
p
a
ra
g
ra
p
h
(A
))
fo
r su

ch a
d
d
itio

n
a
l tim

e a
s th

e S
ecreta

ry
 

d
eterm

in
es a

p
p
ro
p
ria
te if th

e w
ea
th
er-rela

ted co
n
d
itio

n
s w

h
ich resu

lt in su
ch a

p
p
lica

tio
n co

n
tin
u
e fo

r m
o
re th

a
n

 
3 y

ea
rs.

(f)
R
ep
la
cem

en
t o
f liv

esto
ck w

ith o
th
er fa

rm
 
p
ro
p
erty in certa

in ca
ses.

F
o
r p
u
rp
o
ses o

f su
b
sectio

n
(a
),
if,

b
eca

u
se o

f d
ro
u
g
h
t,
flo
o
d
,
o
r o

th
er w

ea
th
er-rela

ted co
n
d
itio

n
s,
o
r so

il co
n
ta
m
in
a
tio
n o

r o
th
er en

v
iro
n
m
en
ta
l

 
co
n
ta
m
in
a
tio
n
,
it is n

o
t fea

sib
le fo

r th
e ta

x
p
a
y
er to rein

v
est th

e p
ro
ceed

s fro
m
 
co
m
p
u
lso
rily o

r in
v
o
lu
n
ta
rily

 
co
n
v
erted liv

esto
ck in p

ro
p
erty sim

ila
r o
r rela

ted in u
se to th

e liv
esto

ck so co
n
v
erted

,
o
th
er p

ro
p
erty

(in
clu
d
in
g

 
rea

l p
ro
p
erty in th

e ca
se o

f so
il co

n
ta
m
in
a
tio
n o

r o
th
er en

v
iro
n
m
en
ta
l co

n
ta
m
in
a
tio
n
)
u
sed fo

r fa
rm
in
g p

u
rp
o
ses

 
sh
a
ll b

e trea
ted a

s p
ro
p
erty sim

ila
r o
r rela

ted in serv
ice o

r u
se to th

e liv
esto

ck so co
n
v
erted

.

(g
)
C
o
n
d
em
n
a
tio
n o

f rea
l p
ro
p
erty h

eld fo
r p
ro
d
u
ctiv

e u
se in tra

d
e o

r b
u
sin
ess o

r fo
r in

v
estm

en
t.

(1)
S
p
ecia

l ru
le.

F
o
r p

u
rp
o
ses o

f su
b
sectio

n
(a
),
if rea

l p
ro
p
erty

(n
o
t in

clu
d
in
g
 
sto
ck
 
in
 
tra
d
e o

r o
th
er

 
p
ro
p
erty h

eld p
rim

a
rily fo

r sa
le)

h
eld fo

r p
ro
d
u
ctiv

e u
se in tra

d
e o

r b
u
sin
ess o

r fo
r in

v
estm

en
t is

(a
s th

e resu
lt

 
o
f its seizu

re,
req

u
isitio

n
,
o
r co

n
d
em
n
a
tio
n
,
o
r th

rea
t o

r im
m
in
en
ce
 
th
ereo

f)
co
m
p
u
lso
rily

 
o
r in

v
o
lu
n
ta
rily

 
co
n
v
erted

,
p
ro
p
erty o

f lik
e k

in
d to b

e h
eld eith

er fo
r p
ro
d
u
ctiv

e u
se in tra

d
e o
r b
u
sin
ess o

r fo
r in

v
estm

en
t sh

a
ll

 
b
e trea

ted a
s p
ro
p
erty sim

ila
r o
r rela

ted in serv
ice o

r u
se to th

e p
ro
p
erty so co

n
v
erted

.
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(2)
L
im
ita
tio
n
.
P
a
ra
g
ra
p
h
(1)

sh
a
ll n

o
t a
p
p
ly to th

e p
u
rch

a
se o

f sto
ck
 
in th

e a
cq
u
isitio

n o
f co

n
tro
l o
f a

 
co
rp
o
ra
tio
n d

escrib
ed in su

b
sectio

n
(a
)
(2)

(A
).

(3)
E
lectio

n to trea
t o
u
td
o
o
r a
d
v
ertisin

g d
isp
la
y
s a
s rea

l p
ro
p
erty

.

(A
)
In g

en
era

l.
A
 
ta
x
p
a
y
er m

a
y elect,

a
t su

ch tim
e a
n
d in su

ch m
a
n
n
er a

s th
e S

ecreta
ry m

a
y p

rescrib
e,
to

 
trea

t p
ro
p
erty w

h
ich co

n
stitu

tes a
n o

u
td
o
o
r a

d
v
ertisin

g d
isp
la
y a

s rea
l p
ro
p
erty fo

r p
u
rp
o
ses o

f th
is ch

a
p
ter.

T
h
e electio

n p
ro
v
id
ed b

y th
is su

b
p
a
ra
g
ra
p
h m

a
y n

o
t b
e m

a
d
e w

ith resp
ect to a

n
y p

ro
p
erty w

ith resp
ect to w

h
ich

 
a
n electio

n u
n
d
er sectio

n 179
(a
)
(rela

tin
g to electio

n to ex
p
en
se certa

in d
ep
recia

b
le b

u
sin
ess a

ssets)
is in effect.

(B
)
E
lectio

n
.
A
n electio

n m
a
d
e u

n
d
er su

b
p
a
ra
g
ra
p
h
(A
)
m
a
y n

o
t b
e rev

o
k
ed w

ith
o
u
t th

e co
n
sen

t o
f th

e
 

S
ecreta

ry
.

(C
)
O
u
td
o
o
r a

d
v
ertisin

g d
isp
la
y
.
F
o
r p

u
rp
o
ses o

f th
is p

a
ra
g
ra
p
h
,
th
e term

“o
u
td
o
o
r a

d
v
ertisin

g d
isp
la
y
”

m
ea
n
s a rig

id
ly a

ssem
b
led sig

n
,
d
isp
la
y
,
o
r d
ev
ice p

erm
a
n
en
tly a

ffix
ed to th

e g
ro
u
n
d o

r p
erm

a
n
en
tly a

tta
ch
ed

 
to a b

u
ild
in
g o

r o
th
er in

h
eren

tly p
erm

a
n
en
t stru

ctu
re co

n
stitu

tin
g
,
o
r u
sed fo

r th
e d

isp
la
y o

f,
a co

m
m
ercia

l o
r

 
o
th
er a

d
v
ertisem

en
t to th

e p
u
b
lic.

(D
)
C
h
a
ra
cter o

f rep
la
cem

en
t p

ro
p
erty

.
F
o
r p

u
rp
o
ses o

f th
is su

b
sectio

n
,
a
n
 
in
terest in

 
rea

l p
ro
p
erty

 
p
u
rch

a
sed a

s rep
la
cem

en
t p
ro
p
erty fo

r a co
m
p
u
lso
rily o

r in
v
o
lu
n
ta
rily co

n
v
erted o

u
td
o
o
r a

d
v
ertisin

g d
isp
la
y

 
d
efin

ed in su
b
p
a
ra
g
ra
p
h
(C
)
(a
n
d trea

ted b
y th

e ta
x
p
a
y
er a

s rea
l p
ro
p
erty

)
sh
a
ll b

e co
n
sid
ered p

ro
p
erty o

f a lik
e

 
k
in
d a

s th
e p
ro
p
erty co

n
v
erted w

ith
o
u
t reg

a
rd to w

h
eth

er th
e ta

x
p
a
y
er’s in

terest in th
e rep

la
cem

en
t p
ro
p
erty is

 
th
e sa

m
e k

in
d o

f in
terest th

e ta
x
p
a
y
er h

eld in th
e co

n
v
erted p

ro
p
erty

.
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(4)
S
p
ecia

l ru
le.

In th
e ca

se o
f a co

m
p
u
lso
ry o

r in
v
o
lu
n
ta
ry co

n
v
ersio

n d
escrib

ed in p
a
ra
g
ra
p
h
(1),

su
b
sec-

tio
n
(a
)
(2)

(B
)
(i)
sh
a
ll b

e a
p
p
lied b

y su
b
stitu

tin
g
“3 y

ea
rs”

fo
r
“2 y

ea
rs”.

(h
)
S
p
ecia

l ru
les fo

r p
ro
p
erty d

a
m
a
g
ed b

y P
resid

en
tia
lly d

ecla
red d

isa
sters.

(1)
P
rin
cip
a
l resid

en
ces.

If th
e ta

x
p
a
y
er’s p

rin
cip
a
l resid

en
ce o

r a
n
y
 
o
f its co

n
ten

s is co
m
p
u
lso
rily

 
o
r

 
in
v
o
lu
n
ta
rily co

n
v
erted a

s a resu
lt o

f a P
resid

en
tia
lly d

ecla
red d

isa
ster-

(A
)
T
rea

tm
en
t o
f in

su
ra
n
ce p

ro
ceed

s.

(i)
E
x
clu
sio
n fo

r u
n
sch

ed
u
led p

erso
n
a
l p
ro
p
erty

.
N
o g
a
in sh

a
ll b

e reco
g
n
ized b

y rea
so
n o
f th

e receip
t o
f a
n
y

 
in
su
ra
n
ce p

ro
ceed

s fo
r p
erso

n
a
l p
ro
p
erty w

h
ich w

a
s p
a
rt o

f su
ch co

n
ten

ts a
n
d w

h
ich w

a
s n
o
t sch

ed
u
led p

ro
p
erty

 
fo
r p
u
rp
o
ses o

f su
ch in

su
ra
n
ce.

(ii)
O
th
er p

ro
ceed

s trea
ted a

s co
m
m
o
n fu

n
d
.
In th

e ca
se o

f a
n
y in

su
ra
n
ce p

ro
ceed

s
(n
o
t d
escrib

ed in cla
u
se

(i))
fo
r su

ch resid
en
ce o

r co
n
ten

ts-

(I)
su
ch p

ro
ceed

s sh
a
ll b

e trea
ted a

s receiv
ed fo

r th
e co

n
v
ersio

n o
f a sin

g
le item

 
o
f p
ro
p
erty

,
a
n
d

(II)
a
n
y p

ro
p
erty w

h
ich is sim

ila
r o

r rela
ted in serv

ice o
r u

se to th
e resid

en
ce so co

n
v
erted

(o
r co

n
ten

ts
 

th
ereo

f)
sh
a
ll b

e trea
ted fo

r p
u
rp
o
ses o

f su
b
sectio

n
(a
)
(2)

a
s p
ro
p
erty sim

ila
r o
r rela

ted in serv
ice o

r u
se to su

ch
 

sin
g
le item

 
o
f p
ro
p
erty

.

(B
)
E
x
ten

sio
n o

f rep
la
cem

en
t p
erio

d
.
S
u
b
sectio

n
(a
)
(2)

(B
)
sh
a
ll b

e a
p
p
lied w

ith resp
ect to a

n
y p

ro
p
erty so

 
co
n
v
erted b

y su
b
stitu

tin
g
“4 y

ea
rs”

fo
r
“2 y

ea
rs”.

(2)
T
ra
d
e o

r b
u
sin
ess a

n
d in

v
estm

en
t p
ro
p
erty

.
If a ta

x
p
a
y
er’s p

ro
p
erty h

eld fo
r p
ro
d
u
ctiv

e u
se in a tra

d
e
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o
r b
u
sin
ess o

r fo
r in

v
estm

en
t is co

m
p
u
lso
rily o

r in
v
o
lu
n
ta
rily co

n
v
erted a

s a resu
lt o

f a P
resid

en
tia
lly d

ecla
red

 
d
isa
ster,

ta
n
g
ib
le p

ro
p
erty o

f a ty
p
e h

eld fo
r p
ro
d
u
ctiv

e u
se in a tra

d
e o

r b
u
sin
ess sh

a
ll b

e trea
ted fo

r p
u
rp
o
ses

 
o
f su

b
sectio

n
(a
)
a
s p
ro
p
erty sim

ila
r o
r rela

ted in serv
ice o

r u
se to th

e p
ro
p
erty so co

n
v
erted

.

(3)
P
resid

en
tia
lly
 
d
ecla

red
 
d
isa
ster.

F
o
r p

u
rp
o
ses o

f th
is su

b
sectio

n
,
th
e term

“P
resid

en
tia
lly
 
d
ecla

red
 

d
isa
ster”

m
ea
n
s a

n
y d

isa
ster w

h
ich
,
w
ith resp

ect to th
e a

rea in w
h
ich th

e p
ro
p
erty is lo

ca
ted

,
resu

lted in a
 

su
b
seq

u
en
t d
eterm

in
a
tio
n b

y th
e P

resid
en
t th

a
t su

ch a
rea w

a
rra

n
ts a

ssista
n
ce b

y th
e F

ed
era

l G
o
v
ern

m
en
t u
n
d
er

 
th
e R

o
b
ert T

.
S
ta
ffo
rd D

isa
ster R

elief a
n
d E

m
erg

en
cy A

ssista
n
ce A

ct.

(4)
P
rin
cip
a
l resid

en
ce.

F
o
r p
u
p
o
ses o

f th
is su

b
sectio

n
,
th
e term

“p
rin
cip
a
l resid

en
ce”

h
a
s th

e sa
m
e m

ea
n
in
g

 
a
s w

h
en u

sed in sectio
n 121,

ex
cep

t th
a
t su

ch term
 
sh
a
ll in

clu
d
e a resid

en
ce n

o
t trea

ted a
s a p

rin
cip
a
l resid

en
ce

 
so
lely b

eca
u
se th

e ta
x
p
a
y
er d

o
es n

o
t o
w
n th

e resid
en
ce.

(i)
R
ep
la
cem

en
t p
ro
p
erty m

u
st b

e a
cq
u
ired fro

m
 
u
n
rela

ted p
erso

n in certa
in ca

ses.

(1)
In
 
g
en
era

l.
If th

e
 
p
ro
p
erty

 
w
h
ich
 
is in

v
o
lu
n
ta
rily

 
co
n
v
erted

 
is h

eld
 
b
y
 
a
 
ta
x
p
a
y
er to

 
w
h
ich
 
th
is

 
su
b
sectio

n a
p
p
lies,

su
b
sectio

n
(a
)
sh
a
ll n

o
t a
p
p
ly if th

e rep
la
eem

en
t p
ro
p
erty o

r sto
ck is a

cq
u
ired th

e rep
la
cem

en
t

 
p
ro
p
erty o

r sto
ck fro

m
 
a
n u

n
rela

ted p
erso

n d
u
rin
g th

e p
erio

d a
p
p
lica

b
le u

n
d
er su

b
sectio

n
(a
)
(2)

(B
).

(2)
T
a
x
p
a
y
er to w

h
ich su

b
sectio

n a
p
p
lies.

T
h
is su

b
sectio

n sh
a
ll a

p
p
ly to

-

(A
)
a C

 
co
rp
o
ra
tio
n
,

(B
)
a p

a
rtn
ersh

ip in w
h
ich 1 o

r m
o
re C

 
co
rp
o
ra
tio
n
s o
w
n
,
d
irectly o

r in
d
irectly

(d
eterm

in
ed in a

cco
rd
a
n
ce

 
w
ith sectio

n 707
(b
)
(3),

m
o
re th

a
n 50 p

ercen
t o
f th

e ca
p
ita
l in

terest,
o
r p
ro
fits in

terest,
in su

ch p
a
rtn
ersh

ip a
t th

e
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tim
e o

f th
e in

v
o
lu
n
ta
ry eo

n
v
ersio

n
,
a
n
d

(C
)
a
n
y o

th
er ta

x
p
a
y
er if,

w
ith resp

ect to p
ro
p
erty w

h
ich is in

v
o
lu
n
ta
rily co

n
v
erted d

u
rin
g th

e ta
x
a
b
le y

ea
r,

th
e a

g
g
reg

a
te o

f th
e a

m
o
u
n
t o
f rea

lized g
a
in o

n su
ch p

ro
p
erty o

n w
h
ich th

ere is rea
lized g

a
n ex

ceed
s
$
100,000.

In th
e ca

se o
f a p

a
rtn
ersh

ip
,
su
b
p
a
ra
g
ra
p
h
(C
)
sh
a
ll a

p
p
ly w

ith resp
ect to th

e p
a
rtn
ersh

ip a
n
d w

ith resp
ect

 
to ea

ch p
a
rtn
er.

A
 
sim

ila
r ru

le sh
a
ll a

p
p
ly in th

e ca
se o

f a
n S co

rp
o
ra
tio
n a

n
d its sh

a
reh

o
ld
ers.

(3)
R
ela
ted p

erso
n
.
F
o
r p
u
rp
o
ses o

f th
is su

b
sectio

n
,
a p
erso

n is rela
ted to a

n
o
th
er p

erso
n if th

e p
erso

n b
ea
rs

 
a rela

tio
n
sh
ip to th

e o
th
er p

erso
n d

escrib
ed in sectio

n 267
(b
)
o
r 707

(b
)
(1).

(j)
S
a
les o

r ex
ch
a
n
g
es to im

p
lem

en
t m

icro
w
a
v
e relo

ca
tio
n p

o
licy

.

(1)
In g

en
era

l.
F
o
r p

u
rp
o
ses o

f th
is su

b
title,

if a ta
x
p
a
y
er elects th

e a
p
p
lica

tio
n o

f th
is su

b
sectio

n to a
 

q
u
a
lified sa

le o
r ex

ch
a
n
g
e,
su
ch sa

le o
r ex

ch
a
n
g
e sh

a
ll b

e trea
ted a

s a
n in

v
o
lu
n
ta
ry co

n
v
ersio

n to w
h
ich th

is
 

sectio
n a

p
p
lies.

(2)
Q
u
a
lified sa

le o
r ex

ch
a
n
g
e.

F
o
r p
u
rp
o
ses o

f p
a
ra
g
ra
p
h
(1),

th
e term

“q
u
a
lified sa

le o
r ex

ch
a
n
g
e”
m
ea
n
s

 
a sa

le o
r ex

ch
a
n
g
e b

efo
re Ja

n
u
a
ry 1,

2000,
w
h
ich is certified b

y th
e F

ed
era

l C
o
m
m
u
n
ica
tio
n
s C

o
m
m
issio

n a
s

 
h
a
v
in
g b

een m
a
d
e b

y a ta
x
p
a
y
er in co

n
n
ectio

n w
ith th

e relo
ca
tio
n o

f th
e ta

x
p
a
y
er fro

m
 
th
e 1850-1990 M

H
z

 
sp
ectru

m
 
b
y rea

so
n o

f th
e F

ed
era

l C
o
m
m
u
n
ica
tio
n
s C

o
m
m
issio

n
’s rea

llo
ca
tio
n
 
o
f th

a
t sp

ectru
m
 
fo
r u

se fo
r

 
p
erso

n
a
l co

m
m
u
n
ica
tio
n
s serv

ices.
T
h
e C

o
m
m
issio

n sh
a
ll tra

n
sm
it co

p
ies o

f certifica
tio
n
s u
n
d
er th

is p
a
ra
g
ra
p
h

 
to th

e S
ecreta

ry
.

(k
)
S
a
les o

r ex
ch
a
n
g
es u

n
d
er certa

in h
a
za
rd m

itig
a
tio
n p

ro
g
ra
m
s.

F
o
r p
u
rp
o
ses o

f th
is su

b
title,

if p
ro
p
erty
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is so
ld o

r o
th
erw

ise tra
n
sferred to th

e F
ed
era

l G
o
v
ern

m
en
t,
a a

ta
te o

r lo
ca
l g
o
v
ern

m
en
t,
o
r a

n In
d
ia
n trib

a
l

 
g
o
v
ern

m
en
t to

 
im
p
lem

en
t h

a
za
rd
 
m
itig

a
tio
n
 
u
n
d
er th

e R
o
b
ert T

.
S
ta
ffo
rd
 
D
isa
ster R

elief a
n
d
 
E
m
erg

en
cy

 
A
ssista

n
ce A

ct
(a
s in effect o

n th
e d
a
te o

f th
e en

a
ctm

en
t o
f th

is su
b
sectio

n
)
o
r th

e N
a
tio
n
a
l F
lo
o
d In

su
ra
n
ce A

ct

(a
s in effect o

n su
ch d

a
te),

su
ch sa

le o
r tra

n
sfer sh

a
ll b

e trea
ted a

s a
n in

v
o
lu
n
ta
ry co

n
v
ersio

n to w
h
ich th

is sectio
n

 
a
p
p
lies.

(I)
C
ro
ss referen

ce.

(1)
F
o
r d
eterm

in
a
tio
n o

f th
e p

erio
d fo

r w
h
ich th

e ta
x
p
a
y
er h

a
s h

eld p
ro
p
erty in

v
o
lu
n
ta
rily co

n
v
erted

,
see

 
sectio

n 1223.

(2)
F
o
r trea

tm
en
t o
f g
a
in
s fro

m
 
in
v
o
lu
n
ta
ry co

n
v
ersio

n
s a
s ca

p
ita
l g
a
in
s in certa

in ca
ses,

see sectio
n 1231

(a
).

(3)
F
o
r ex

clu
sio
n fro

m
 
g
ro
ss in

co
m
e o
f g
a
in fro

m
 
in
v
o
lu
n
ta
ry co

n
v
ersio

n o
f p
rin
cip
a
l resid

en
ce,

see sectio
n

 
121.
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